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概要－1

多摩地域における都市農業の課題と活用に関する調査研究　　報告書（ 概要版）

１． 調査研究の目的と方針

ಛఆ生産緑地ͷࢦఆݶظ地域計画ͷඪ͕࣍౸དྷ͢Δʮ���� ॳ಄ʯΛ都市農ۀ
ͷ࣍ͳΔసظͱҐஔ͚ɺͦͷػ࣌·Ͱ ʮʹ農ͷ͋Δ·ͪͮ Γ͘ʯΛਐల͍ͤͯͨ͘͞Ίʹඞ
ཁͳ͜ ͱΛࡦఏݴͱ͠ ͯͱΓ·ͱΊͨɻ

Ⅱ． 概論～都市農業・農地関連法制度　押さえたい３つの観点

ຊষͰɺ農地ॴ༗ऀɺ農ऀࣄैۀͷߦಈʹେ͖ͳӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δʮᶃ農地ʢ
地ར用ʣʹΔ๏制度ʯʮᶄ੫༏۰制度ʯʮᶅିआ制度ʯͷ̏ͭͷ؍ʹ͍ͭͯɺۙͷ制
度վਖ਼ؚΊɺ都市農ۀɾ農地ͷॴ෦ॺʹணͨ͠市ொଜ৬һ͕ͦͷΈɾ֓ཁΛ
ޮతʹѲͰ͖ΔΑ͏整ཧɾհ͍ͯ͠Δɻ

Ⅲ． 現状把握等～2030年代初頭の多摩地域における都市農業・農地の展望と課題

���� ॳ಄ʹ͚ɺࣾձతͳைྲྀɺࠃ౦ژ都ͳͲͷࡦಈ͔Βʮ農地ΛݮΒ͞ ͳ͍
ະདྷʯͱʮ都市農ۀΛ׆用͢Δະདྷʯͷ̎ͭͷظ͕ಡΈऔΕΔɻ͜ΕΒͷ࣮͍ͨ͠ݱະདྷʹ
ରͯ͠ ɺଟຎ地域ͷ農地ݮগ֤市ொଜͷ࣮ଶɺ՝ײ׆用ҙʢ࣏ࣗମΞϯέʔτ݁Ռʣ
Λ౿· Δ͑ͱɺʮଟ༷ͳ୲͍खͷҭʯʮଟ໘తػͷ計画తൃشʯʹɺ͜ΕΒͷ՝ղܾΛࢧ
Δ͑ج൫ͱͳΔʮ農Ͱͭͳ͙ʯίϛϡχςΟͷܗʯΛՃ͑ͨ̏ͭΛޙࠓղܾ͖͢ॏཁ՝ͱ͠

ͯநग़ͨ͠ɻ

農地を減らさない未来 都市農業を活用する未来

解決に向けた
相乗関係

・農地は減少トレンドが継続。

・このままでは東京都が掲げ
る目標も達成できないおそ
れ

課題 多様な担い手の確保育成 多面的機能の計画的発揮

「農でつなぐ」コミュニティの形成

・多面的機能に着目した取組
の広がり。
・ただし、その発揮は農地所
有者・農業者の善意依存
（継続不安定）も散見

現状・問題

・農地所有者やその後継者に
よる農業・農地利用を促進
・多様な主体の農地所有や
適正な利用・管理を促進

・機能を発揮・享受したい主
体が農地保全・利用に参画
でき、計画的に機能発揮で
きるような環境づくり

負の
影響

計画的な機能発揮が
新たな担い手を生む

新たな担い手が
多様な機能を発揮

させる

新たな担い手の
参画を得ることで
コミュニティが活性化

コミュニティが
新たな担い手
を発掘

多面的機能を
きっかけとした
新たな参画が

コミュニティを活性化

コミュニティが
新たな機能への着目や
利用を計画・促進
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Ⅳ． 事例分析～実現したい未来に資する先駆的な取組の分析～

ୈᶙষͰఏࣔͨ̏ͭ͠ͷ՝ʹɺ૬తʹ՝ղܾʹऔΓΜͰ্͍͘ͰߟࢀͱͳΔઌਐࣄ
ྫʹ͍ͭͯ調ࠪΛ࣮ͨ͠ࢪɻ֤ྫࣄɺʮ՝ղܾͷ1PJOUʯʮྫࣄͷ֓ཁʯʮ՝ղܾʹ͚
ΒಘΒΕΔࣔࠦʯʹΑ͔ͬྫࣄͯ ͯ͠ߏͯ ͍Δɻ

Ⅴ． 多摩地域の都市農業・農地の課題解決と活用に向けた提言

�� ࠶ʹޙདྷ͢ΔͰ͋Ζ͏ ʮ都市農ۀͷ࣍ͳΔసظʯʹޮ͚ͨՌతͳରԠΛ市ொଜ͕ૣ
ΒΕΔ͡ߨʹظ ͱ͜Λతͱ͠ ɺʮ���� ॳ಄ͷ農͋Δ·ͪͮ Γ͘ʯʹ͚ͯఏͨ͠ݴɻ֤ఏ
ͯ͠ߏͰܗͷ߲ɺୈᶙষͰநग़ͨ͠՝ʹରԠ͢Δݴ ͍Δɻ·ͨɺ市ொଜٴͼࠃɾ౦ژ
都農ஂؔۀମͷؔؔػɾओମ͕ͦΕͧΕͷཱɾׂͰ࿈͠ܞͳ͕ΒऔΓΜͰ͍͘
ͱ͜Λ೦಄ʹɺʮᶃ͢ࢦ͖ํੑʯɹʮᶄ市ொଜͱ͠ ͯऔΓΜͰ͍ ͖͘͜ ͱʯɹʮᶅ市ொଜΛ

औΓ͘רओମʹظ͞ΕΔ ͱ͜ʯͷ ̏Ͱߏͯ͠ ͍Δɻ

औྫࣄ ओମࢪ࣮
՝ղܾͷࣔࠦ

ଟ༷ͳ
୲͍ख

ଟ໘త
ػ

ŠŶœŬũŎ
ܗ

ʢ�ʣωΫετϑΝʔϚʔ制度 ฌݝݿਆށ市 ˕ ʓ

ʢ�ʣΘ Θ͘ 都͘ຽ農ԂখۚҪ
౦ژ都ɾҰൠࣾஂ๏
ਓখۚҪ市ޫ؍·ͪ ͓
͜͠ ձڠ

˕ ˕ ˕

ʢ�ʣେࡕ農ͭۀͳ͙ŲƅƁŢƄŐŞŪɾͭͳ͙ŤƃŦ � େࡕ ˕ ˕ ʓ
ʢ�ʣӋ生νϟϨϯδϑΝʔϜ Ӌ生市ݝۄ࡛ ˕ ˕ ʓ
ʢ�ʣத区Ͱͷ地域計画ࡦఆ Ѫݹ໊ݝ市 ˕ ˕ ʓ
ʢ�ʣా地区Ͱͷ地域計画ࡦఆ େࡕަ市 ʓ ʓ
ʢ�ʣઍ༿市ͭͨ͘ ઍ༿ݝઍ༿市 ˕ ˕
ऍʣ˕֤औͰॳҙਤͯ͠ ͍ͨ՝ɺʓ֤औͰղܾͷ͕ਤΒΕ͍ͯΔͱߟ Β͑ΕΔ՝

ଟ༷ͳ୲͍खͷ֬อҭ

ଟ໘తػͷ計画తൃش

ʮ農Ͱͭͳ͙ ʯίϛϡχςΟͷܗ

ᶃଟ༷ͳ୲͍खͷࢀ画Λޙԡ͠ Δ͢ିआͷߴ度化

ᶄՈঝ͠ܧ͍ͮ͘͢ڥ Γ

ᶃڭҭػ

ᶄػࡂ

ᶅػࢱ

ᶃ農地ͱॅຽ͕ͭͳ͕Δֻ͚ͮ͘ Γ
ʢ農地ʹ Δ͢ॅຽཧղৢʣ

ᶄ生産͔Βফඅ·ͰΛͭͳ͙ Έͮ͘ Γʢ地産地ফʣ

ᶅிؔ෦ہΛͭͳ͙ ମ制ͮ͘ Γ

ʲ整ཧɾੳ͞Εͨ՝ͷ߲ʳ ʲ՝ղܾʹ͚ͨఏݴͷ߲ʳ
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ʻ֤ఏݴͷ֓ཁʢᶅ市ொଜΛऔΓ͘רओମʹظ͞ΕΔ ͱ͜Λআ͘ʣʼ

提言の項目 ①目指すべき方向性 ②市町村として取り組んでいくべきこ
と

多
様
な
担
い
手
の
確
保
育
成

ʢ�ʣ
ଟ༷ͳ୲͍खʹద
ͨ͠ିआͷߴ度化

˙農地ͷಛੑʹԠͨ͡ஈ֊త
ͳିआͷ࣮ݱͱିआ用地֦
େͷऔ

˙आΓखͷχʔζ౿·͑ͨି
आؒظΛିྀͨ͠ߟआܖ
ͷબࢶͷ֦େ

˙農地ॴ༗ऀͷିआʹର͢Δཧղଅ
ਐٴͼआΓखͱͷ৴པؔߏங͔
Βఆண·Ͱͷ͖Ίࡉ͔ͳϚονϯ
άࢧԉ

˙地域ಛੑʹԠͯ͡農地ʹظ͢Δ
Λ౿·͑ͨকདྷతͳ農地ར用ػ
ͷํͷ໌֬化

˙आΓख͕҆৺ͯ͠ 農ۀʹऔΓΉ͜
ͱ͕Ͱ͖Δ૬ஊମ制ͷߏங農地
֬อͷࢧԉ

ʢ�ʣ
Ոঝ͠ܧ͢
ͮڥ͍ Γ͘

˙農͔ظૣ͕ऀܧޙۀΒ農ۀ
ΛֶͿػձ૬ஊͰ͖Δ
ͷॆ࣮ڥ

˙ݩब農ʹର͢Δ市ொଜʹΑΔࢧ
ԉ制度ͷॆ࣮

ͷͭͳ͕Γͷऀۀͱ地域農ऀܧޙ˙
ग़ʹΑΔऀܧޙͷαϙʔτ

多
面
的
機
能
の
計
画
的
発
揮

ʢ�ʣ
ػҭڭ

˙都市農͕࣋ۀ ʮֶͭशɾֶ
ͼͷૉࡐʯͱ͠ ͯͷՁͷे
ͳ׆用

˙ଟຎ地域ʹ͓͍ͯ都市農ۀ
Λڭҭɾֶ शૉࡐͱ͠ ͯͷ׆
用

ͷऀۀձҕһͷ農ٞڠӡӦߍֶ˙
ͷଓۀͱ都市農ߍ用ʹΑΔֶى
ਪਐ

ʢ�ʣ
ػࡂ

˙市ொଜ農͕ऀۀ農地ͷ
औ͚ͨʹشͷൃػࡂ
ΛਐΊΒΕΔମ制ͷ整උ

˙ΤϦΞ͝ͱʹٻΊΒΕΔ農地
ͷػࡂͦͷॏཁੑͷ
໌֬化

ٻʹϦεΫใΛͱʹ農地ࡂ˙
ΊΒΕΔػࡂͱͦ ͷॏཁੑΛΤ
ϦΞ͝ͱʹѲ

˙地域ॅຽͱͷͭͳ͕ΓΛ͔ͨ͠׆
औΛଅਐ͚ͨʹشͷൃػࡂ

ʢ�ʣ
ػࢱ

˙農࿈ܞͷऔҙΛ࣋
ͭ地域ͷऀؔࢱ農ۀ
ऀʹର͢ΔҰ؏ͨ͠ࢧԉɾ
όοΫΞοϓମ制ͷॆ࣮

˙都市ʹ͓͚ΔطଘετοΫΛ
農࿈׆ʹܞ用

˙શํ໘ʢ市ொଜɺ農ऀۀɺؔࢱ
ऀɺ市ຽʣͷҙࣝৢͱωοτϫʔ
Ϋͷߏங

˙ϫϯετοϓ૭ޱͷઃஔͱҰ؏ͨ͠
ஙߏԉମ制ͷࢧ

˙農࿈ܞʹऔΓΉ͕ऀۀࣄ୲͍
खʹͳΔ ͱ͜ͷࢧԉ
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提言の項目 ①目指すべき方向性 ②市町村として取り組んでいくべきこ
と

「
農
で
つ
な
ぐ
」
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
形
成

ʢ�ʣ
農地ʹ͢Δॅຽ
ཧղৢ

˙農地ʹର͢Δॅຽཧղ͕ৢ
͞ΕΔ͜ͱʹΑΔɺ農ͱॅ
ͷ調͢Δ·ͪͮ Γ͘ͷਪਐ

˙ॅຽͱ農ऀۀͷؒʹίϛϡ
χέʔγϣϯ͕生·ΕɺӦ農
Δͱʹɺ農Ո্͕͢ڥ
ʹͱͬ ͯ農ۀΛঝ͠ܧ͍͢
ͮڥ Γ͘

˙ॅຽཧղৢͷஈ֊ʹԠׂͨ͡
ͷม化

˙৽ͨͳऀॅډͷ都市農ۀɾ都市農
地ͷप

˙農ऀۀॅຽʹΑΔ都市農ۀͷଟ
໘తՁັྗΛൃ৴͢Δऔͷ
ԉࢧ

ʢ�ʣ
生産͔Βফඅ·Ͱ
Λͭͳ͙ମ制ͮ͘
Γʢ地産地ফʣ

˙農産ͷফඅΛհͨ͠地域
͔Β都市ؒ·ͰͷަྲྀΛ
ग़͢Δͭͳ͕Γͮ Γ͘

˙農産ͷྲྀ௨ൢചͷ地域
ͷଟ༷ͳओମͷࢀ画Λଅਐ

˙ଟ༷ͳϝσΟΞΛ׆用ͨ͠農ۀͷັ
ྗΛ͔ͨ͠׆αʔϏεͷఏڙ

˙農ۀͷ༗͢Δྺ࢙ɾจ化తͳັྗ
ମݧίϯςϯπΛ׆用ͨ͠ू٬ͷଅ
ਐ

ʢ�ʣ
ிؔ෦ہΛͭ
ͳ͙ମ制ͮ Γ͘

˙֤市ொଜͷؔ෦͕ہ૬ޓ
ʹใަɾҙૄࢥ௨͕Ͱ
͖ɺ農ऀۀ৽ͨͳ農地ར
用ͷ୲͍खΛ૬ޓʹհ
͠߹ Δ͑Α͏ ͳؔͮ Γ͘

˙ԣஅతͳ計画ࡦఆձٞମͷ
ઃஔʹΑΔிؔ෦ہΛͭͳ͙ج
൫ͮ Γ͘
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第Ⅰ章	
調査研究の目的と方針

（1）	調査研究の目的
当調査会において実施した 2017（平成 29）年度調査研究『多摩地域における都市農業の
保全と振興に関する調査研究―人口減少下の多摩地域における都市農業・都市農地の活用
方策―』では、「都市農業振興基本法」制定（2015（平成 27）年）により市街化区域内農
地が「宅地化すべきもの」から「都市にあるべきもの」に大きく位置付けが転換したこと
に着目し、市街化区域内農地を中心に都市農業の保全と振興に関する提言を行った。
その後、農地法、農業経営基盤促進法、農地中間管理事業の推進に関する法律の一部改
正によって、耕作放棄地における対策が強化されるなど、市町村には地域住民、農業委員会、
農地中間管理機構等の多様な主体と協働した対応が一層求められている。
また、農地のあり方においては、地産地消・グリーンインフラ・教育・防災・福祉・観光・
コミュニティ等の新たな価値を創造するオープンスペース等としての事例も蓄積されてい
る。併せて、都市農業の保全には、農地や農家への支援だけでなく、地域の理解が重要である。
本調査研究では、このような前回調査研究からの変化を踏まえ、多摩地域の農地の現状
や課題を整理した上で、都市農業 1 の多様な機能に着目した新たな取組を調査し、都市農業
の保全はもとより、都市農業を活用したまちづくりの推進に寄与することを目指す。

（2）	調査研究の方針
「多摩地域における都市農業の課題と活用」の検討にあたっては、多様な側面を持つ都
市農業の特徴を踏まえ、市町村への提言に向けた効果的な調査研究となるよう、以下に示
す３つの視点に着目することとした。

①	都市農業の基盤であり、政策が大きく転換している「農地」に着目する
生産緑地法、農業経営基盤強化促進法等の改正があり、市町村としての農地の保全・利
用への対応方法や役割が大きく変化しているため、都市農業のインフラでもある「農地」
に着目する。

②	多摩地域の各市町村が抱える「農地の多様さ」に着目する
多摩地域の市町村は、法的位置付けの異なる多様な農地を内包し、その構成や割合が市
町村によって大きく異なる。こうした前提を踏まえ、各市町村が抱える共通する課題を抽
出することで、より多くの市町村の参考となる提言がされるように工夫する。

③	都市農業の次なる転換期となる「10年後」に向けた課題に着目する
市街化区域農地のうち生産緑地の多くは、2022（令和４）年以降 10 年間を指定期限とす
る特定生産緑地に段階的に移行しているほか、国は市街化調整区域内農地において、10 年
後に目指すべき農地の効率的・総合的な利用の姿を描く地域計画の策定を 2024（令和６）
年度末までに取り組むことを示しており、向こう 10 年間の農地保全の枠組みが整いつつあ
る。

1	 本調査研究では「都市農業」を「市街化区域内農業に限らず、多摩地域で営まれている農業全般を指す言葉」とし
て用いている。
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他方で、今般の枠組みを整えていく過程で、各市町村は将来に向けた都市農業・農地を
取り巻く課題を強く認識したところであると思われる。
本調査研究では、今般の経験を通じて各市町村が実感している課題を丁寧に抽出・整理
し、その対応（活用）方策をいち早く提示することで、10 年後に再来するであろう「都市
農業の次なる転換期」に向けた効果的な対応を早期に講じることができるようにする。

ਤද �　ຊௐࠪڀݚのશମίϯηϓτ・ํੑ

都市農業・農地
に関する法制度・ٚࡇのࡈ൛

ओಂ地域市াऐに⏢⏩る
都市農業・農地のեߑ・特ষのࡈ൛

2030年हݧの
農⏚る␖⏹づく␢に֦⏩たਃը

⍁ৄ؞ՎѴצ⍂
・都市農業の基ߌࢹష
・関法（改正）のࡈ൛
・ओೌਘ␂ೲζのࡈ൛
֦ٚࡇ都の␜・

⍁ৄ؞ՎѴצ⍂
・市াऐのߑࢾ܈ңの૮ɦ
・市াऐ⏤ా⏠る͑ाのࡈ൛

⍁10年֍（␖⏿）に
定⏭␤る対̔⍂࣑

・特定生産緑地のಠ
Ь੬െ␐の対̔
・地域ԡ͜のஞ（地
࠘）のՓৎ⏯対̔

都市農業・農地のκ用に֦⏩た
（特ষਘ・Ғড়ࡅのר⏜）͑ाのࡈ൛

（⎜）都市農業の基盤⏿⏚␢⌊ٚࡇ⏤ऻ⏥くਬϩ⏯⏾⏜る
⌽農地⌾にগする

（２）ओಂ地域のΘ市াऐ⏤ా⏠る
⌽農地のओഫ⏭⌾にগする

⍁ৄ؞ՎѴצ⍂
・都市農業・農地の
൛ࡈңߑ
・ܹ民・農業ܼ۴ڸ
のʍۑ

（⎞）␖⏹づく␢・農業ٚࡇに⏢⏜⏾⌊
⌽10年֍に֦⏩た͑ा⌾にগする

⍁ৄ؞ՎѴצ⍂
ࢾ܈ඟのڸ進ࢀ・
・ਃը
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（3）	調査研究手法の概要
①	文献調査
̍ʣ都市農業・農地ʹ関連͢Δ法制度・ࡦのཧ
都市農業・農地をめぐっては、土地基本法や都市農業振興基本法等の理念法をはじめ、
生産緑地法・農地法・農地中間管理事業の推進に関する法律（農地バンク）等の実効性を
有する法律及び制度が相次いで制定・改正されており、多摩地域においても、都市農業・
農地が置かれた環境は目まぐるしく変化している。
本調査研究の前提として、また、都市農業・農地の所管部署に着任した市町村職員の参
考となるよう、都市農業・農地に関連する法制度・政策を整理した。（第Ⅱ章参照）

̎ʣଟຎ地Ҭʹ͓͚Δݱঢ়のѲ・ੳ
多摩地域 30 市町村の基礎的指標、土地・農地関連指標、（都市）農業関連指標等の客観的・
定量的なデータを収集した。収集にあたっては、比較が可能となるよう、可能な限り市町
村単位で指標を収集した。これらのデータを用い、各市町村の類型化を行い、下記多摩地
域自治体アンケートの分析等において本類型を用いた。（第Ⅲ章及び付録参照）

②	多摩地域自治体アンケート
多摩地域の各市町村における都市農業の課題と活用に関する実態や意向を把握すること
を目的にアンケートを実施した。（調査結果については第Ⅲ章及び付録参照）

③	ヒアリング調査
̍ʣଟຎ地Ҭの市ொଜٴͼ農業ऀ
今後、多摩地域の都市農業・農地において比較的共通して生じ得る課題やその実態を把
握するとともに、提言に向けた示唆を得ることを目的として実施した。

ਤද �　ώΞϦϯάௐࠪの࣮ࢪઌҰཡʢଟຎ地Ҭ市ொଜ・農業ऀʣ

ྨ ʣࢪ࣮ʹʢ����ʢྩ̒ʣதࢪઌɾ࣮ࢪ࣮

ଟຎ地域
市ொଜ

ଂଜࢁ市ڠಇਪਐ෦産ޫ؍ۀ՝農ʗ都市計画෦都市計
画՝
ொా市ޫ؍ࡁܦ෦農ۀৼڵ՝ʗ都市ͮ͘Γ෦地ར用調整՝
ീԦࢠ市市ެࣨ都市ઓུ՝ʗ産ۀৼڵ෦農ྛ՝ɾ農ۀҕһ
ձࣄہʗ都市計画෦都市計画՝
౦ཹٱถ市市ຽ෦産ۀࡦ՝

݄̓̏

݄̓��ɾ��
��݄��

��݄̑

農ऀۀ ീԦࢠ市農ऀۀɹɹ農ۀҕһձձɹத৳ࢯ
౦ཹٱถ市農ऀۀɹࣜגձࣾྑಙɹळాໜྑࢯ

��݄��
��݄��
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̎ʣ༗ࣝऀ・関ஂମ
都市農業・農地に関係する法制度の多摩地域における運用状況や課題を専門的・実践的
見地から把握することを目的に実施した。

ਤද �　ώΞϦϯάௐࠪの࣮ࢪઌҰཡʢ༗ࣝऀ・関ஂମʣ

ྨ ʣࢪ࣮ʹʢ����ʢྩ̒ʣதࢪઌɾ࣮ࢪ࣮

༗ࣝऀ
ମஂؔ

+"�౦ژதԝձ�都市農ࢧۀԉ෦ށߐ�౦ژٴීࡊਪਐࣨ
ಛ໋ࢀ༩�ాɹࠀɹࢯ
౦ژେֶ৽ྖ域ՊֶڀݚՊɹ।ڭतɹాࣉɹపɹࢯ
౦ژେֶઌՊֶٕज़ڀݚηϯλʔɹڭतɹኍҪɹ༔ɹࢯ
Ұൠࣾஂ๏ਓ౦ژ都農ۀձٞɹࣄ࣍ہ݉ۀ෦
দᖒɹཾਓɹࢯ

݄̒��

��݄��
��݄��
��݄��

３ʣઌਐྫࣄ
「今後 10 年間に発生し得る課題」への対応策・示唆を得るため、多摩地域と類似する三
大都市圏において自治体や地域が取り組んでいる事例を調査した。

ਤද �　ώΞϦϯάௐࠪの࣮ࢪઌҰཡʢઌਐྫࣄʣ

ྨ ʣࢪ࣮ʹʢ����ʢྩ̒ʣதࢪઌɾ࣮ࢪ࣮

ઌਐྫࣄ

ฌݝݿਆށ市ہޫ؍ࡁܦ農ྛਫ産՝ʗ農計画՝
େࡕڥ農ྛਫ産෦農ࣨਪਐ՝ʗ整උ՝
େࡕަ市૯෦地域ৼڵ՝ʗ農ۀҕһձࣄہ΄͔
େࡕڥ農ྛਫ産෦農ࣨਪਐ՝
େࡕத෦農ͱ緑ͷ૯߹ࣄॴɹ地域ࣨࡦ
෦農՝ڥࡁܦӋ生市ݝۄ࡛
ઍ༿ݝઍ༿市ࡁܦ農ہ農෦農՝ʢॻ໘ճʣ
Ѫݹ໊ݝ市緑ہ都市農ۀ՝
౦ژ都産ۀ࿑ಇہ農ྛਫ産෦農ۀৼڵ՝
Ұൠࣾஂ๏ਓখۚҪ市ڠ͓ͪ͜͠·ޫ؍ձ

��݄��
��݄��
��݄��
��݄��
��݄��
��݄��
��݄��
��݄��
��݄̏
��݄̏
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第Ⅱ章	 概論
～都市農業・農地関連法制度　押さえたい３つの観点～

わが国の農地は、農地制度や都市計画制度等「①農地（土地利用）に係る法制度」で、
土地所有者に対し、その立地条件に応じた開発等の行為を制限している。一方で、農地利
用を継続しやすくするための措置として固定資産税や相続税における「②税優遇制度」の
措置が講じられている。
さらに、近年は人口減少や農業従事者の高齢化等を背景として、農地所有者がその利用・
管理を他者に委ねることで農地利用を継続できる「③貸借制度」も拡充されてきている。
これら３つの枠組みの中で、土地所有者が、個別の事情や環境変化等に応じて、土地利用
を選択してきた結果として、現在の都市農業・農地利用が継続されていると言える。

ਤද �　ཱ地݅ʹԠ͡たʮ農地ʹΔ法制度ʯʮ੫༏۰制度ʯの概ཁ

注釈＊）羽村市、あきる野市は 20 年営農を条件に納税猶予が適用される
資料）国土交通省「生産緑地制度の概要」（https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001612019.pdf）最終確認日

2024 年 12 月 25 日、農林水産省「土地利用計画の農業振興地域制度・農地転用許可制度の概要」（平成 19 年３月）
（https://www.maff.go.jp/j/study/nouti_seisaku/03/pdf/ref_data1.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日、東京都
農業会議資料をもとに作成

本章では、農地所有者・農業従事者等の行動に大きな影響を及ぼしている「①農地（土
地利用）に係る法制度」「②税優遇制度」「③貸借制度」の３つの観点について、都市農業・
農地の所管部署に着任した市町村職員がその枠組み・概要を効率的に把握できるよう整理・
紹介する。
なお、次項以降は読者の理解のしやすさを考慮し、「①農地（土地利用）に係る法制度」「③
貸借制度」「②税優遇制度」の順に紹介していく。

市街化調整区域市街化区域都市計画区域

農ۀৼڵ地域
Ҏ֎

農ۀৼڵ地域
ന地農地農用地区域農地生産緑地

ʢಛఆ生産緑地ؚΉʣ地化農地農地छผ

Մڐଇෆݪ
ୈ�छ農地ʢ市街地ʹཱ地ʣ

Մڐଇݪ
ෆڐՄ

ଇࣗ༝ݪ
ʢಧग़制ʣ

˞ͨͩ͠ ɺผ్生産緑
地制度ʹΔ都市計画
制͔͔͕ͯͬݶ Γ͓ɺ
࣮࣭తʹస用ෆՄ

ଇࣗ༝ݪ
ʢಧग़制ʣ農地స用ͷ制ݶ

市街化ʹͭͳ͕
Δ։ൃߦҝෆ

Մڐ

市街化ʹͭͳ͕
Δ։ൃߦҝෆ

Մڐ

Ӧ農ʹࢧোΛٴ
΅͞ͳ͍߹Λ
আ͖։ൃߦҝ

ෆڐՄ

Γ͋ݶங制ݐ
��Ӧ農

ʢಛఆ生産緑地��ʣ

ಛʹͳ͠
˞ͨͩ͠ ɺ用్地域

ʹΑΔ制͋ݶΓ
都市計画制ݶ

農地ධՁ
農地՝੫

農地ධՁ
農地՝੫

農地ධՁ
農地՝੫

農地ධՁ
農地՝੫

地ฒΈධՁ
地ฒΈ՝੫ݻఆࢿ産੫՝੫

ೲ੫༛༧͋Γ
ʢऴ農地ར用�ʣ

ೲ੫༛༧͋Γ
ʢऴ農地ར用�ʣ

ೲ੫༛༧͋Γ
ʢऴ農地ར用�ʣ

ೲ੫༛༧͋Γ
ʢऴ農地ར用�ʣ

ೲ੫༛༧ͳ͠
˞ͨͩ͠ ɺӋଜ市ɾ͋ ͖
Δ市ͷޒچ市ொͰ
ద用Λड͚͍ͯΔ

地化農地͋Γ

૬ଓ੫ೲ੫༛༧
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１.	農地（土地利用）に係る法制度

農地の利用に係る法制度は、以下のように３層構造で整理できる。本項では、農地（土
地利用）に係る基本的な法制度の概略を整理する。

ୈ�
農地制度

ઓޙͷ農地վֵΛഎܠͱͯ͠ɺ����ʢত��ʣʹ制ఆ͞Εͨ農地๏
ʹද͞ΕΔ農地制度

ୈ�
都市計画制度

ʹʹ͏市街地֦େʹରԠ͢ΔͨΊɺ����ʢত��ʣࡁܦ度ߴ
制ఆ͞Εͨ都市計画๏ʹද͞ΕΔ都市計画制度

ୈ�
生産緑地制度

市街化区域ͷ農地Λରʹ農ܦۀӦΛՄͱ͢ΔͨΊɺ����ʢฏ
̐ʣʹվਖ਼͞Εͨ生産緑地๏ʹͮ͘ج生産緑地制度

ਤද��　農地ʢ地ར༻ʣʹ関͢Δ法制度の３ߏΠϝʔδ

本項で紹介する農地（土地利用）に関する法制度を時系列で整理したものが図表７である。

農地

都市計画制度

農地制度

生産緑地制度

農ۀৼڵ地Ҭ
農༻地۠Ҭ

市֗Խ۠Ҭ 市֗Խௐ۠Ҭ

生産緑地

ɾ農地ͷར用ʹΔ๏制度ʮ農地制度ʢୈ̍ʣʯʮ都市計画制度ʢୈ̎ʣʯ
ʮ生産緑地制度ʢୈ̏ʣʯͷ̏ߏͰ整ཧͰ͖Δ
ɾ֤ʹ͓͍ͯ農地ͷཱ地݅ʹԠͯ͡農地ར用ɾอશΛଅਐ͢ΔͨΊɺۙ
๏制度վਖ਼͕૬͍࣍Ͱ͍Δ
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ਤද ͰΈた農地ʢ地ར༻ʣʹ関͢Δ法制度ྻܥ࣌　�

注釈）各法制度は上記以外の時点でも改正等が行われているが、本項で言及した法制度に関する情報の時点のみ整理し
ている。

����ʢ4��ʣ
農地๏制ఆ ����ʢ4��ʣ

都市計画๏制ఆ

第2層  都市計画制度第1層  農地制度 第3層  生産緑地制度

����ʢ)�ʣ
生産緑地๏վਖ਼

����ʢ4��ʣ
農ۀৼڵ地域ͷ整උʹؔ͢Δ๏
ʢ農ৼ๏ʣ制ఆ
����ʢ4��ʣ
農ܦۀӦج൫ڧ化ଅਐ๏ʢج൫๏ʣ
制ఆʢ����ʹ໊শվਖ਼ʣ

����ʢ3�ʣ
農ܦۀӦج൫ڧ化ଅਐ๏ʢج൫๏ʣ
վਖ਼
農地๏վਖ਼

����ʢ)��ʣ
都市農ۀৼجڵຊ๏制ఆ
����ʢ)��ʣ
都市計画๏վਖ਼
४๏վਖ਼جஙݐ
都市緑地๏վਖ਼
����ʢ3�ʣ
都市࠶生ಛผાஔ๏ͳͲͷҰ෦Λ
վਖ਼͢Δ๏制ఆ

����ʢ)��ʣ
生産緑地๏վਖ਼
�����ʢ)��ʣ
都市農地ͷିआͷԁ化ʹؔ͢Δ
๏制ఆ

����ʢ)ݩʣ
ಛఆ農地ି͚ʹؔ͢Δ農地๏
ͷಛྫʹؔ͢Δ๏制ఆ
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1-1．農地制度（第１層）
（1）	農地法に基づく権利移動や転用等の規制

農地法は「権利移動や転用の規制、利用関係の調整等の措置を講ずることにより、耕作
者の地位の安定と農業生産の増大を図り、食料の安定供給の確保に資する」ことを目的と
しており、農地の貸借・売買、転用等を規制している。
農地の転用は許可制となっており、生産性の高い農地は原則、転用は認められない。た
だし、後述する都市計画法に基づき指定される市街化区域に存する農地の転用は届出制と
なっており、原則自由である。
農地法に基づく農地の貸借については、原則として農業委員会の許可を受ける必要があ
り、期間完了前に更新しない旨の通知がない限り解除はできず、従前と同一条件で更新さ
れる（法定更新）等、耕作者の賃借権を保護する内容が定められている。

ਤද��　都市農地ʹ関͢Δ法制度ʢ第̍ʣΠϝʔδ

ਤද��　農地法の概ཁ

資料）農林水産省「農地をめぐる状況について」（令和６年６月）	より引用（https://www.maff	.go.jp/j/keiei/koukai/
attach/pdf/wakariyasu-66.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

農地について、権利⛣ື䜔㌿用の規ไ、利用㛵ಀのㄪᩚ等のᥐ置をㅮ䛪ることにより、⪔作者の
地位のᏳ定と農業⏕⏘のቑをᅗり、㣗ᩱのᏳ定౪⤥の☜ಖに㈨する。

目的

農
地
と
し
て
の
利
用

農地の所有者等の㈐ົ
（2条の2）

農地等の権利⛣ືを許可ไと
し、ຠ⋡利用しない者䜔不⪔作
者による権利取得を除

農地所有適᱁法人ไᗘ
（2条3㡯、3条2㡯）

農地について権利を有する者には、その農地の農業上の適正かつຠ⋡的な利用を
☜ಖする⩏ົがあることを᫂☜

法人の農地所有は、農地所有
適᱁法人要件を満たす法人に
限定

農地所有適᱁法人要件をḞく法
人の農地は、ᅜがᙉไ㈙

賃貸借のゎ約等のไ
限䜔法定᭦᪂等

農地の㈙（7条）

権利⛣ືのไ限（3条）
（㌿用目的を除く）

農地の利用㛵ಀにಀ
る⣮தのゎỴ

㐟ఇ農地のゎ消、Ⓨ
⏕の㜵止をᅗるᥐ置

㐟ఇ農地に㛵するᥐ置
（30䡚42条）

ゎの௰（25条）

利用㛵ಀのㄪᩚ等

賃借権のಖㆤ（16䡚21条）

農
地
以
外
の
利
用

違㌿用にᑐするฎ分
（51条）

農地㌿用のไ限（4条）

㌿用のための権利⛣ື
のไ限（5条）

㌿用規ไ
農業⏕⏘に支㞀がない農地へ
㌿用をㄏᑟし、ඃⰋ農地を☜ಖ

自ᕫのಖ有する農地を自ら㌿
用する場合の許可

㌿用目的で農地等の権利を取
得する場合の許可

違㌿用者にᑐし、ཎ≧ᅇ等
のᥐ置の௧

そ
の
他

農地ྎᖒ（52条の2・52条の3）

農地ሗ・地ᅗの公⾲

農地ྎᖒの作ᡂ

⨩๎（64条）

䠏ᖺ以下のᠬᙺ又は
300（違㌿用の
場合、法人は1൨）
以下の⨩㔠

農業委員会業ົの
的☜なᐇと農地
ሗのά用のಁ㐍

ཎ≧ᅇ௧に違

↓許可で農地を売㈙・㌿用等

農地法の概要

5

ɾ農地ɺݪଇͱͯ͠農地Ҏ֎ͷ用్ͷมߋʢస用ʣ͕ن制͞Ε͍ͯΔ

0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

⎜．都市農業・農地に関する法制度の基౾ࣸ׃

農地

農業߰ҩ地域

農用地区域農地制度
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（2）	農業振興地域の整備に関する法律（農振法）に基づく転用等の規制

後述する都市計画法制定とほぼ同時期となる 1969（昭和 44）年に制定された農業振興地
域の整備に関する法律（以下、「農振法」という。）に基づく農業振興地域制度（農業上の
土地利用ゾーニング）により、長期にわたり総合的に農業振興を図るべき地域は、都道府
県知事が農業振興地域として指定することができる。農業振興地域の指定を受けた市町村
は、その中でも特に、今後 10 年を見通して農業上の利用を確保すべき区域を農用地区域と
して設定することができる。農用地区域に指定されると農地転用はできない（転用するに
は農用地区域の設定を除外する必要がある）。

ਤද���　農ৼ法ʹͮ͘ج農地のస༻ن制の概ཁ

資料）農林水産省「農地をめぐる状況について」（令和６年６月）より引用（https://www.maff	.go.jp/j/keiei/koukai/
attach/pdf/wakariyasu-66.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

（3）	農業経営基盤強化促進法（基盤法）に基づく貸借の促進

主に農地の流動を規制する農地法に対して、意欲ある農業者に農地の利用集積を促し、
効率的かつ安定的な農業経営を育成することを目的として、農業経営基盤強化促進法（1980

ɾ農্ۀͷ地ར用ͷκʔχϯάʹΑΓɺ農用地区域ʹࢦఆ͞ΕΔͱస用ෆՄ
ͱͳΔ

ɾ農地๏Ͱ農地ͷྲྀಈ͕ن制͞Ε͖͕ͯͨɺྲྀಈੑΛߴΊΔͨΊିआΛଅਐ
͢Δ制度͕ಋೖ͞Εͨ

農地の㌿用規ไ

農業⯆地域ไᗘ
䚾農業上のᅵ地利用の䝌䞊䝙䞁䜾䚿

農地㌿用許可ไᗘ
䚾ಶ別㌿用を規ไ䚿

㛗期に䜟たり⥲合的に農業⯆をᅗる地域

農用地༊域
（市⏫ᮧの農業⯆地域ᩚഛィ⏬で設定）

農業上の利用をᅗる䜉きᅵ地の༊域

（㌿用禁止）

農ⓑ地地域

農業⯆地域外

・ 㒔㐨ᗓ┴▱

・ 農ᯘỈ⏘⮧がᣦ定する市⏫ᮧ（ᣦ定市⏫ᮧ）の㛗

（䠐ha超は農ᯘỈ⏘⮧に༠㆟）

許可権者

不許可

ཎ๎不許可

䠷➨䠍✀農地䠹
・集団農地
・ᅵ地ᨵⰋ業ᑐ㇟農地 等

䊠

䊢に❧地ᅔ㞴な場合に許可䊡

䠷➨䠎✀農地䠹

・ᅵ地ᨵⰋ業のᑐ㇟となっていない
ᑠ集団の⏕⏘ຊのపい農地 等

ཎ๎許可

䠷➨䠏✀農地䠹
・市⾤地にある農地 等

䊢

市⾤༊域䠖ᒆฟไ

⏕⏘ᛶの㧗いඃⰋ農地

ᑠ集団のᮍᩚഛ農地

市⾤地㏆㑹農地

市⾤地の農地

農業⯆地域
（㒔㐨ᗓ┴がᣦ定）

農法 農地法

୍定の要件を満たした場合、
農用地༊域から除外

8

○ 農用地༊域ෆの農地は㌿用禁止。㌿用する場合は、農用地༊域から除外する必要
○ 除外ᚋの農地は、農地の特ᛶにᛂ䛨て㌿用の可ྰをุ断。（➨䠍✀農地は㌿用はཎ๎不許可）
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（昭和 55）年に制定、1993（平成５）年に現名称に改正。以下、「基盤法」という。）が制
定された。
市街化区域外の農地では、基盤法に基づき、利用権設定による貸借が可能である。貸借
の仕組みの詳細は後述するが、利用権設定による貸借の場合、期間満了に伴って自動的に
終了する（農地法第 17 条（法定更新）の適用除外）ことから、農地を貸しやすくする制度
となっている。

（4）	近年の制度改正
①	地域計画策定による農地の集約化等の促進（2023（令和５）年農業経営基盤強化
促進法の改正）
基幹的農業従事者数は 2000（平成 12）年から 2023（令和 5）年にかけて、240 万人か
ら 116 万人と半数以下に減少している。さらに、基幹的農業従事者の中心となる現在 50 代
以下の層が 20 年後には 24 万人になると予測されている中で、農地の総量確保・適正利用、
法人を含む担い手及び多様な人材による農地の有効利用が求められている。
農地の集約化を加速させ地域農業の承継を図るため、地域で話し合い将来の農地利用の
姿を明確化する地域計画を定め、計画に基づき、農地バンクを活用した貸借を進めるため、
基盤法が改正された。
基盤法に基づく基本構想を策定している市町村は、2024（令和６）年度中に、市街化区
域等を除いた全区域を対象に、地区等ごとに農業関係者による協議の場を設置し、区域に
おける農業の将来のあり方、農業上の利用が行われる区域、取組事項を協議し、地域計画
を策定することが求められている。
農地の貸借について、従来の市町村による農用地利用集積計画に基づく利用権設定の手
続（主に相対での貸借）は廃止され、利用権設定はすべて地域計画に基づき、農地バンク
による貸借に一本化される（農地法第３条に基づく貸借は除く）。

ਤද ��　地Ҭܭըのߏྫ

資料）農林水産省「地域計画策定マニュアル」（令和６年 10 月）をもとに作成（https://www.maff.go.jp/j/keiei/
koukai/manual_ver5_1.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

ᶃ地域計画ͷ区域
ᶄ農ۀͷকདྷͷ͋Γํ
ᶅ農用地ͷޮత͔ͭ૯߹తͳར用ʹؔ͢Δඪ
ɹˠିआΛఆͯ͠ɺ農地͝ͱʹɺকདྷతʹ͢࡞ߞΔऀΛఆΊɺ地ਤʹදࣔʢඪ地ਤʣ
ᶆᶅͷୡͷͨΊʹඞཁͳાஔ
農用地ूੵɺूஂ化ͷऔɺ農地όϯΫ
ͷऔɺଟ༷ͳۀࣄ൫整උج用ํ๏ɺ׆
ҕୗͷऔۀ࡞Ӧͷ֬อɾҭͷऔɺ農ܦ
�ͳͲ

ᶇ地域ͷ農ۀΛ୲͏ऀҰཡ

現状 目標地図

ʻඪ地ਤΠϝʔδʼ
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②	農地の下限面積要件の廃止（2023（令和５）年農地法改正）
地域計画の策定に併せて、農業者の減少・高齢化が加速する中で、認定農業者等の担い
手だけでなく、経営規模の大小に関わらず、意欲をもって参入する新規就農者を地域内外
から取り込むことが重要である。また、農地等の利用を促進する観点から、農地法第３条
で農地または採草放牧地の権利移動の許可基準の一つとして、50a 以上と定められていた
下限面積要件が廃止された。
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1-2．都市計画制度（第２層）
都市計画法は、土地利用コントロールと施設整備を一体的に進めて「都市の健全な発展
と秩序ある整備」を図るため、1968（昭和 43）年に制定された。
多摩地域では一部を除き、都市計画法に基づく都市計画区域が定められている。都市計
画区域では、計画的に市街化を推進するため、市街化区域（すでに市街化されている区域
及び 10 年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る地域）と市街化調整区域（市街化を抑制
すべき地域）に区分（いわゆる線引き）されている。

ਤද���　都市農地ʹ関͢Δ法制度ʢ第̎ʣΠϝʔδ

（1）	市街化区域の農地に係る規制等

市街化区域内の農地は、都市計画法では 10 年以内に宅地化すべき土地とされている。こ
のため、一般的な農地は宅地に転用する際に都道府県知事の許可が必要となるが、市街化
区域内の農地は農業委員会に届出を行うことで、都道府県知事の許可が不要となり、いつ
でも宅地に転用が可能である。
建築行為について、市街化区域では用途地域が定められ、その区分に応じて建築物の用
途や容積率、高さ等が規制されている。例えば、第二種低層住居専用地域では、低層住宅
のためのエリアとなっており、住宅や老人ホーム、診療所、日用品販売店舗、食堂・喫茶店、
サービス業店舗等（150㎡以内）は建設可能だが、150㎡以上の店舗や事務所等は建てるこ
とができない。
なお、2016（平成 28）年に都市農業振興基本法に基づき、都市農業振興基本計画が閣議
決定され、都市農地を「宅地化すべきもの」から、都市に「あるべきもの」と位置付けられた。

0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

農地

農業߰ҩ地域

農用地区域

⎜．都市農業・農地に関する法制度の基౾ࣸ׃

都市ԡ͜制度

市街化区域 市街化ৄࡈ区域

農地制度

ɾ市街化区域ͷ農地ɺʮ地化͖͢地ʯͱ͞Ε͖͕ͯͨ都市農ۀৼڵ
ଇݪຊ๏͕制ఆ͞Εɺ都市ʹʮ͋Δ͖ͷʯͱҐஔ͚ΒΕͨ農地ɺج
ͱͯ͠農地Ҏ֎ͷ用్ͷมߋʢస用ʣ͕ن制͞Ε͍ͯΔ
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第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域

第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域

第 一 種 住 居 地 域

第 二 種 住 居 地 域

準 住 居 地 域

田 園 住 居 地 域

近 隣 商 業 地 域

商 業 地 域

準 工 業 地 域

工 業 地 域

工 業 専 用 地 域

用 途 地 域 の 指 定 の な い 区 域 ※

備
考

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
○

非
住
宅
部
分
の
用
途
制
限
あ
り

×
①

②
③

○
○

○
①

○
○

○
○

④
○

×
×

②
③

○
○

○
■

○
○

○
○

④
○

×
×

×
③

○
○

○
×

○
○

○
○

④
○

×
×

×
×

○
○

○
×

○
○

○
○

④
○

×
×

×
×

×
○

○
×

○
○

○
○

④
○

×
×

×
×

×
×

×
×

○
○

○
×

×
×

×
×

×
▲

○
○

○
×

○
○

○
○

○
○

×
×

×
×

○
○

○
×

○
○

○
○

○
○

×
×

×
×

×
○

○
×

○
○

○
○

○
○

×
×

×
×

▲
○

○
×

○
○

○
×

×
○

▲
：
3,
00
0㎡
以
下

×
×

×
×

▲
○

○
×

○
○

○
○

×
○

▲
：
3,
00
0㎡
以
下

×
×

×
×

×
▲

▲
×

○
○

○
▲

▲
▲

▲
：
10
,0
00
㎡
以
下

×
×

×
×

×
▲

▲
×

○
○

○
▲

×
▲

▲
：
10
,0
00
㎡
以
下

×
×

×
×

×
×

△
×

○
○

○
×

×
▲

▲
：
客
席
10
,0
00
㎡
以
下
　
△
客
席
20
0㎡
未
満

×
×

×
×

×
×

×
×

×
○

▲
×

×
○

▲
：
個
室
付
浴
場
等
を
除
く

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
×

×
○

×
×

○
○

○
○

○
×

○
○

○
×

×
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

×
×

×
×

×
×

○
×

○
○

○
○

○
○

×
×

×
①

②
○

○
■

○
○

○
○

○
○

①
：
２
階
以
下
か
つ
1,
50
0㎡
以
下

②
：
3,
00
0㎡
以
下

■
：
農
産
物
及
び
農
業
の
生
産
資
材
を
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。

×
×

×
×

①
①

①
■

②
②

○
○

○
○

×
×

×
×

×
×

×
×

②
②

○
○

○
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

○
○

○
○

×
×

×
×

×
×

×
×

×
×

×
○

○
○

×
×

×
×

①
①

②
×

③
③

○
○

○
○

作
業
場
の
床
面
積

　
①
：
50
㎡
以
下
、
②
：
15
0㎡
以
下
、
③
：
30
0㎡
以
下

原
動
機
の
制
限
あ
り

注
　
本
表
は
建
築
基
準
法
別
表
第
２
の
概
要
で
あ
り
、
全
て
の
制
限
に
つ
い
て
掲
載
し
た
も
の
で
は
な
い

※
　
都
市
計
画
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
市
街
化
調
整
区
域
を
除
く
。

▲
：
２
階
以
下

キ
ャ
バ
レ
ー
、
料
理
店
、
個
室
付
浴
場
等

カ
ラ
オ
ケ
ボ
ッ
ク
ス
等

麻
雀
屋
、
パ
チ
ン
コ
屋
、
勝
馬
投
票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
場
等

病
院
、
大
学
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
等

神
社
、
寺
院
、
教
会
、
公
衆
浴
場
、
診
療
所
、
保
育
所
等

事 務 所
等

幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

1,
50
0㎡
以
下
の
も
の

事
務
所
等
の
床
面
積
が
1,
50
0㎡
を
超
え
、
3,
00
0㎡
以
下
の
も
の

公 共 施

設 ・ 学

校 等

事
務
所
等
の
床
面
積
が
3,
00
0㎡
を
超
え
る
も
の

ホ
テ
ル
、
旅
館

遊 戯 施 設 ・

風 俗 施 設

ボ
ー
リ
ン
グ
場
、
水
泳
場
、
ゴ
ル
フ
練
習
場
、
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
練
習
場
等

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
、
観
覧
場
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
等

作
業
場
の
床
面
積
　
①
：
50
㎡
以
下
、
②
：
15
0㎡
以
下

■
：
農
産
物
を
生
産
、
集
荷
、
処
理
及
び
貯
蔵
す
る
も
の
に
限
る
。

　
　
　
　
　
　
  
  
  
  
  
 　

※
著
し
い
騒
音
を
発
生
す
る
も
の
を
除
く
。

危
険
性
や
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
非
常
に
少
な
い
工
場

危
険
性
や
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
少
な
い
工
場

倉
庫
業
倉
庫

自
動
車
修
理
工
場

危
険
性
が
大
き
い
か
又
は
著
し
く
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
工
場

危
険
性
や
環
境
を
悪
化
さ
せ
る
お
そ
れ
が
や
や
多
い
工
場

工 場 ・ 倉 庫 等

自
家
用
倉
庫

店
舗
等
の
床
面
積
が
1,
50
0㎡
を
超
え
、
3,
00
0㎡
以
下
の
も
の

店
舗
等
の
床
面
積
が
10
,0
00
㎡
を
超
え
る
も
の

店 舗 等

①
：
日
用
品
販
売
店
、
食
堂
、
喫
茶
店
、
理
髪
店
及
び
建
具
屋
等
の

サ
ー
ビ
ス
業
用
店
舗
の
み
。
２
階
以
下
。

②
：
①
に
加
え
て
、
物
品
販
売
店
舗
、
飲
食
店
、
損
保
代
理
店
・
銀

行
の
支
店
・
宅
地
建
物
取
引
業
者
等
の
サ
ー
ビ
ス
業
用
店
舗
の
み
。

２
階
以
下
。

③
：
２
階
以
下
。

④
：
物
品
販
売
店
舗
、
飲
食
店
を
除
く
。

■
：
農
産
物
直
売
所
、
農
家
レ
ス
ト
ラ
ン
等
の
み
。
２
階
以
下
。

店
舗
等
の
床
面
積
が
15
0㎡
以
下
の
も
の

店
舗
等
の
床
面
積
が
15
0㎡
を
超
え
、
50
0㎡
以
下
の
も
の

店
舗
等
の
床
面
積
が
50
0㎡
を
超
え
、
1,
50
0㎡
以
下
の
も
の

　
　
用
途
地
域
内
の
建
築
物
の
用
途
制
限

　
　
　
　
○
：
建
て
ら
れ
る
用
途

　
　
　
　
×
：
原
則
と
し
て
建
て
ら
れ
な
い
用
途

　
　
　
　
①
、
②
、
③
、
④
、
▲
、
△
、
■
：
面
積
、
階
数
な
ど
の
制
限
あ
り

住
宅
、
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
、
下
宿
、
兼
用
住
宅
で
、
非
住
宅
部
分
の
床
面
積
が
、
50

㎡
以
下
か
つ
建
築
物
の
延
べ
面
積
の
２
分
の
１
未
満
の
も
の

店
舗
等
の
床
面
積
が
3,
00
0㎡
を
超
え
る
も
の

ਤ
ද
��
�　
༻
్
地
Ҭ

の
ݐ
ங

の
༻
్
制
ݶ

注
釈
）
20
17
（
平
成
29
）
年
に
新
設
さ
れ
た
田
園
住
居
地
域
に
つ
い
て
は
後
述
参
照
。

資
料
）
国
土
交
通
省
「
み
ら
い
に
向
け
た
ま
ち
づ
く
り
の
た
め
に
」（
令
和
３
年
７
月
）
よ
り
引
用
（
ht
tp
s:/
/w
w
w
.m
lit
.g
o.j
p/
co
m
m
on
/0
00
23
44
76
.p
df
）
最
終
確
認
日
20
24
年
12
月
20
日
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（2）	市街化調整区域の農地に係る規制等

市街化調整区域は市街化を抑制する区域となり、原則としてすべての開発行為が規制さ
れ、建築物の建築は原則不可である。ただし、周辺居住者の日常生活に必要な施設等、例
外的に許可される開発行為は定められており、例えば、農林水産物の処理、貯蔵、加工の
ための施設の用に供する目的で行う開発行為は例外的に認められる。
市街化調整区域内の農地の固定資産税は農地評価・農地課税となる。また、相続税の納
税猶予措置を受けることができる。
仮に、市街化調整区域農地（一般農地）の固定資産税の課税額が 10a あたり千円の場合、
市街化区域内に組み込まれるとその税額は 10a あたり数十万円になるなど、課税額には大
きな差が生じている。

（3）	近年の制度改正
①	新たな用途地域「田園住居地域」創設（2017（平成 29）年都市計画法・建築基準
法の改正等）
農地と調和した低層住宅に係る良好な住環境の保護を目的に、住宅系用途地域の一類型
として、「田園住居地域」が新たに創設された。これにより、都市の構成要素として、農地
を都市計画に位置付けることが可能になった。主な内容は以下のとおりである。
なお、2024（令和６）年５月時点で、田園住居地域の導入実績は１件（北海道本別町）
のみである。

ਤද���　ాԂॅډ地Ҭの概ཁ�

資料）国土交通省「田園住居地域」より引用（https://www.mlit.go.jp/common/001262095.pdf）最終確認日 2024 年 12
月 20 日

ɾ市街化調整区域ͷ農地ɺ։ൃߦҝݐஙߦҝن制͞Ε͍ͯΔ͕੫༏۰ા
ஔ͋Γ

・農地の開発行為等※について、市町村長の許可制を導入
※土地の造成、建築物の建築、物件の堆積など

・市街地環境を大きく改変するおそれがある一定規模
（政令で300㎡と規定）以上の開発行為等は、原則不許可

建築規制

■ 田園住居地域のイメージ

・農業の利便増進に必要な店舗・飲食店等（500㎡以内）
：農産物直売所、農家レストラン、自家販売用の加工所等

・農産物の生産、集荷、処理又は貯蔵に供するもの

・農産物の生産資材の貯蔵に供するもの
：農機具収納施設等

農業用施設

・住宅、老人ホーム、診療所等
・日用品販売店舗、食堂・喫茶店、サービス業店舗等（150㎡以内）

低層住居専用地域と同様
●形態規制

容積率： ～ 、建ぺい率： ～ 、
高さ： 、外壁後退：都市計画で指定された数値

※低層住居専用地域と同様の形態規制により、日影等の影響を受けず営農継続可能

低層住居専用地域に建築可能なもの

開発規制
●用途規制

：温室、集出荷施設、米麦乾燥施設、貯蔵施設等

農産物直売所

農家レストラン第1種低層住居専用地域
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②	地区計画農地保全条例制度の創設（2020（令和２）年都市再生特別措置法等の一
部を改正する法律）
都市計画法に基づく新たな地区計画制度として、農業と調和した良好な居住環境を確保
するため、きめ細やかに地区内のルールを定めることができる制度が創設された。
地区整備計画の記載事項に、田園住居地域と同様、農地における行為制限に関する事項
を追加し、条例により農地の開発行為等を許可制とすることで相続税・贈与税の納税猶予
等の特例が適用される。本制度を活用することにより、生産緑地地区指定を受けていない
農地についても、相続税の納税猶予等の優遇措置を受けることが可能となる。

ਤද���　地۠ܭը制度の׆༻Πϝʔδ

資料）国土交通省「農業の利便の増進と調和した良好な住居環境の確保」より引用（https://www.mlit.go.jp/toshi/
city_plan/content/001421672.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

⏬ീ㸸Google map
㸦https://maps.google.co.jp/㸧

㸮 㸯㸮㸮m

農地の開発規制

宅地の建築規制 地区施設の整備

・田園住居地域と同様に、
小規模な開発のみ許容し、
大規模な改変を抑制
・農地の持つ環境緩和、景
観保全、教育福祉、防災等
の機能を享受できる住宅環
境を整備

㎰ᐙࡢពྥᑐᛂ
ᆅ௨እ⥳⏘⏕ࡓࡋ
ࡀಖ࡞ࡸ⦅ࡢ
ྍ⬟

・営農環境の保全のため、用
途地域より厳しい建築規制。
低層の良好な住環境を創出。

・公園や道路等、地域の実情
に応じて必要な施設を整備。

ᕷẸ㎰ᅬ
㊰ࢫࢭࢡࡢ
ࣞࢺࡸ Ὑ࣭࠸
ሙࢆഛࡓ࠼බ
ᅬᩚࡢഛ

㞄᥋ᆅࡢᘓ⠏
ࡗ࡚ࡼ Ⓨ⏕ࡿࡍ᪥
↷᮲௳ࡢᝏࡸ
ග㞀ᐖࡢⓎ⏕ࢆ
ᢚไ

᪥↷☜ಖ➼ࠊࡾࡼᕷ
Ẹࡢࡵࡓࡢබඹⓗ
ᕷẸࡿ࠶タ࡛࡞
㎰ᅬࡢᶵ⬟ࢆ⥔ᣢ

㸦ග㞀ᐖ㸸ኪ㛫ࡢேᕤග➼ࡀ⫱⏕ࡢ≀᳜ࡾࡼ㜼ᐖࡇࡿࢀࡉ㸧
⏬ീ㸸⛅⏣ᕷHP㸦https://www.city.akita.lg.jp/kurashi/doro-koen/1003685/1012202.html㸧

➨୍✀୰㧗ᒙ
ఫᒃᑓ⏝ᆅᇦ

➨୍✀
ఫᒃᆅᇦ

‽ᕤᴗᆅᇦ
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ਤද ��　都市農地อશʹ関͢Δ制度のൺֱ

߲ 生産緑地制度 ాԂॅډ地域 地区計画

๏ڌࠜ 生産緑地๏ 都市計画๏ɾݐஙج४๏
地区計画農地อશྫ
ʢ都市࠶生ಛผાஔ๏
ͷҰ෦Λվਖ਼͢Δ๏ʣ

ఆن
චɾ区画୯Ґ
ʢ���ᶷҎ্ͷҰஂͷ農
地ɺྫͰ���ᶷ·Ͱ؇
Մʣ

ொஸ୯Ґ 街区୯Ґ

ਃग़ओମ 農͔ऀۀΒਃग़Λड͚ɺ
市ொଜ͕ࢦఆ 市ொଜ͕地区ࢦఆ

農ؚऀۀΉ地ॴ༗ऀ
ͷҙݟΛ౿·͑市ொଜ͕
࡞

։ൃن制 ։ൃݪଇෆՄ ���ᶷҎ্ͷ։ൃɾݐங
ݪଇೝΊΒΕͳ͍

���ᶷҎ্ͷ։ൃɾݐங
ݪଇೝΊΒΕͳ͍

制نஙݐ 農ۀ用ࢪઃҎ֎ݐஙෆ
Մ

ɾॅɺ݉用ॅɺখத
ஙݐɺอҭॴ͕ߍֶ
Մ

ɾ農ۀ用ࢪઃ͕ݐஙՄ

ɾӦ農ڥͷอશͷͨΊɺ
用్地域ʹΑΓݐஙن
制

ɾ農ۀ用ࢪઃ用్地
域ʹΑΓݐஙՄ

農地స用
ͷ制ݶ

ಧग़制ʢͨͩ͠ɺߦҝ制
ղআ·ͰडෆՄʣݶ ಧग़制 ಧग़制

農地ͷ੫
制༏۰

ɾҰൠ農地ฒΈ՝੫
ɾ૬ଓ੫ٴͼଃ༩੫ͷೲ
੫༛༧ద用

ɾ̏̌̌ᶷΛ͑Δ෦
ʹ͖ͭ地՝੫ඪ४ֹ
ʷ���

ɾ૬ଓ੫ɺଃ༩੫ɺෆಈ
産औಘ੫ͷೲ੫༛༧͕
ద用

ɾ̏̌̌ᶷΛ͑Δ෦
ʹ͖ͭ地՝੫ඪ४ֹ
ʷ���˞̍

ɾ૬ଓ੫ɺଃ༩੫ͷೲ੫
༛༧͕ద用

ओͳಛ

市街化区域Ͱࢦఆɻݐ
ஙߦҝ͕制͞ݶΕΔ͕ɺ
ऴ農地ར用ͷ݅Λ
ຬͨͤ੫༏۰Λड͚Δ
͜ͱ͕Ͱ͖Δ

農地ͱ調ͨ͠ॅ
ΤϦΞͱͯ͠ɺ用్地ڥ
域Λࢦఆɻ্هͷͱ͓Γ
制Λडن制ɺ։ൃنஙݐ
͚Δ͕ɺ生産緑地地区ࢦ
ఆΛड͚ͣʹ੫༏۰Λड
͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

地区計画制度ͷҰͭͱ͠
ͯ制ఆɻ্هͷͱ͓Γݐ
ஙن制ɺ։ൃن制Λड͚
Δ͕ɺ用్地域Λมͤߋ
ͣʹాԂॅډ地域ͱಉ༷
ͷ੫༏۰Λड͚Δ͜ͱ͕
Ͱ͖Δʢதߴॅډઐ用
地域ͰՄʣ

注釈※１）地方自治体判断

③	農地を緑地の一部として位置付け（2017（平成 29）年都市緑地法改正）
2017（平成 29）年に都市緑地法が改正され、緑地の一つとして農地が位置付けられた。
市町村は緑の基本計画を改定する際に、農地も含めて保全方針を定めることが義務付けら
れた。都市部の農地の保全手法の拡充へとつなげることがねらいとなる。
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1-3．生産緑地制度（第３層）
都市計画制度が適用され、宅地並みに課税される市街化区域内の農地を維持することは
非常に難しく、多くの農地が宅地に転用されていった。このような中で、市街化区域にお
ける良好な生活環境の確保を図るため、農地保全・農業経営を可能とする制度として生産
緑地制度を定める、改正生産緑地法が 1992（平成４）年に施行された。

（1）	生産緑地地区指定による規制及び優遇措置

生産緑地法に基づき、生産緑地地区に指定されると、宅地化を促す市街化区域内におい
ても固定資産税の農地並み課税が適用され、相続税の納税猶予が適用されるなど、市街化
区域外の農地と同等の税優遇を受けることができる。
生産緑地地区は、農地所有者（利害関係人含む）の同意を経て、500㎡以上の一団の農地
等 2 であること、公共施設等の敷地として適すること等の要件を満たす農地等を対象に、市
町村が指定する。生産緑地地区指定を受けた農地等は建築行為が制限され、原則として農
業用施設 3 以外への転用はできない。

ਤද���　都市農地ʹ関͢Δ法制度ʢ第３ʣΠϝʔδ

（2）	生産緑地の行為制限の解除（買取申出）

2	 生産緑地法上の「農地等」とは、現に農業の用に供されている農地若しくは採草放牧地、現に林業の用に供されて
いる森林または現に漁業の用に供されている池沼（これらに隣接し、かつ、これらと一体となって農林漁業の用に
供されている農業用道路その他の土地を含む。）を指す。

3	 生産緑地法で認められている農業用施設のうち、相続税納税猶予制度の適用が可能となる施設として認められない
可能性がある施設も存在する点に留意。

ɾ生産緑地地区ʹࢦఆ͞ΕΔͱɺ市街化区域ʹ͓͍ͯ市街化調整区域ͱಉ
༷ʹ։ൃߦҝݐஙߦҝن制͞ΕΔ͕ɺ੫༏۰Λड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δ

ɾ生産緑地市ொଜʹങऔਃग़Λ͜͏ߦͱͰɺߦҝ制͕ݶղআ͞Εస用͕Մ
ͱͳΔ

農地

都市計画制度

農地制度

生産緑地制度

農用地区域

市街化区域 市街化調整区域

生産緑地



21

第Ⅱ章　概論～都市農業・農地関連法制度　押さえたい３つの観点～

第
Ⅱ
章

買取申出にあたっては、主たる従事者が死亡・身体故障が生じた場合あるいは生産緑地
地区指定後 30 年営農を継続していることが条件となり、所有者が市町村長に対して行う。
なお、申出基準日となる指定から 30 年（特定生産緑地は指定期限日となる指定から 10 年）
が経過し、特定生産緑地に指定を受けていない（特定生産緑地指定を継続していない）生
産緑地は、事由を問わず、いつでも買取申出は可能である。
買取申出を受けた市町村は、申出から１カ月以内に買い取るか否かの通知を行う。買い
取らない場合は、申出から３カ月後に転用が可能（行為制限解除）となる。

ਤද���　ੜ࢈地のࢦఆٴͼങऔਃग़のखଓのྲྀΕ

資料）国土交通省「生産緑地制度の概要」より引用（https://www.mlit.go.jp/toshi/park/content/001612019.pdf）
最終確認日 2024 年 12 月 20 日

（3）	特定生産緑地指定による生産緑地の継続

改正生産緑地法が施行された 1992（平成４）年に指定された生産緑地が、指定から 30
年が経過する 2022（令和４）年に一斉に買取申出が可能となり、農地等の急減と乱開発、
地価の下落等が懸念された（いわゆる 2022 年問題）。これを受け、生産緑地法が改正され、
2018（平成 30）年に特定生産緑地制度が創設された。これは生産緑地の買取申出が可能と
なる申出基準日より前に、市町村が所有者等の同意を得て、特定生産緑地の指定を行うこ
とで、買取申出が可能となる時期が 10 年延期される制度である。その間、税制特例措置は
継続される。

ɾ生産緑地ͷଟ͕͘ ��Ҏ্Λͯܦങऔਃग़͕ՄͱͳΔ͜ͱΛࠐݟΈɺɹ
��ԆΛՄͱ͢Δಛఆ生産緑地制度͕ಋೖ͞Εͨ

ᲶဃငዯעעғƷ̊Ჸ

生産緑地制度の概要

ᲶዓƷ්ǕᲸ
ᲶܱጚᲸ

ғŴ11,171haע55,198
ᲢR5.12.31ྵנᲣ
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特定生産緑地の指定を受けない場合、農地所有者にとっては、固定資産税等が市街化区
域内の宅地化農地と同様の課税評価額（宅地並み課税）4 となり、また新たに相続税納税猶
予制度の適用を受けることができない 5。
東京都における特定生産緑地の指定実績は以下のとおりであり、９割以上の生産緑地が
特定生産緑地に指定され、農地等として継続利用されている。
特定生産緑地の指定を受けなかった生産緑地の多くは宅地に転用されている、あるいは
予定している農地等とみられる。早ければ 2032（令和 14）年に控えた特定生産緑地の再指
定を行う際に継続されるかどうかは依然として不透明な状況である。
なお、現時点のところ、相続税の納税猶予を受けている生産緑地は概ね特定生産緑地の
指定を受けている 6。

ਤද ��　౦ژ都ʹ͓͚Δಛఆੜ࢈地のࢦఆঢ়گ

生産緑地
ظ࣌ఆࢦ

શମ ಛఆ生産緑地ࢦఆঢ়گ
ʢIBʣ ఆʢIBʣࢦ ඇࢦఆʢIBʣ ߹ఆׂࢦ

����ʢฏ ʣ̐ ���� ���� ��� ����ˋ
����ʢฏ̑ʣ �� �� � ����ˋ

資料）東京都「生産緑地地区」をもとに作成（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/midori_kakuho/
	 seisanryokuchi.html）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

（4）	近年の制度改正
①	生産緑地地区の面積要件の引き下げ（2017（平成 29）年生産緑地法改正）
生産緑地地区の面積要件は一団で 500㎡以上であったが、政令で要件が緩和され、条例
で規定することで 300㎡まで引き下げ可能となり、小規模農地等を新たに生産緑地地区と
して指定し、保全することができる。また、従来、生産緑地地区の一部が解除された際に
残された面積が規模要件を下回ると、生産緑地地区全体が解除されていた、いわゆる「道
連れ解除」を抑制することが可能となる。また、同一または隣接する街区内に複数の農地
等がある場合、一団の農地等とみなして指定可能となった。ただし、個々の農地等は 100
㎡以上でなければならない。

②	建築行為制限の規制緩和（2017（平成 29）年生産緑地法改正）
生産緑地地区内では、従来、設置可能な施設は生産等に必要な施設に限定されてきた。
しかし、営農継続の観点から、新鮮な農産物等への需要に応え、農業者の収益性を高める
ために必要な施設として、生産緑地内で生産された農産物等を主とすることを要件に農作
物等加工施設、農作物等直売所、農家レストランが設置可能となった。規制緩和による農
業経営の支援とともに、都市住民の満足度の向上を図るものである。

4	 ５年間の激変緩和措置があり、段階的に増額される。
5	 現在すでに相続税の納税猶予制度を受けている場合は、現行の納税猶予制度は継続されるが、次の相続が発生した
際には猶予制度は適用されずに相続税の支払いが発生する。

6	 一般社団法人東京都農業会議資料
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ただし、生産緑地の保全に無関係な施設（単なるスーパーやファミリーレストラン等）
の立地や過大な施設を防ぐため、以下要件を満たすことが求められる。

ɾΔ農地໘ੵ͕地区ࢦఆͷ໘ੵཁ݅Ҏ্
ɾࢪઃͷن͕શମ໘ੵͷ ��ˋҎԼ
ɾࢪઃઃஔऀ͕֘生産緑地ͷओͨΔैऀࣄ
ɾ৯ࡐɺओʹ生産緑地ٴͼͦͷपล地域ʢ֘市ொଜ·ͨ都市計画区域ʣͰ生産
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２.	農地の貸借制度

農地利用に係る制度について前項で整理したが、本項では特に農地の貸借に係る主な制
度について改めて整理を行う。
農地の貸借を行う際には、原則として農地法第３条に基づき、農業委員会の許可を得な
ければならない。また、貸借の契約期間完了前に更新しない旨の通知がない限り解除はで
きず、従前と同一条件で更新される（法定更新）等、耕作者の賃借権を保護する内容が定
められている（再掲）。

ਤද���　農地法第３ʹͮ͘ج農地औಘのཁ݅

̍�農地ͷͯ͢Λޮతʹར用͢Δ͜ͱʢୈ̍߸ʣ
� ʲޮతͳ農地ར用ͷஅج४ʳ
� அͯݟɺ࿑ಇྗɺٕज़Λگցͷॴ༗ঢ়ػඞཁͳʹ࡞ߞ
̎�๏ਓͷ߹農地ॴ༗ద֨๏ਓͰ͋Δ͜ͱʢୈ̎߸ʣ
̏�৴ୗͷҾड͚ʹΑΔͷͰͳ͍͜ͱʢୈ̏߸ʣ
̐�ඞཁͳ農ۀ࡞ʹৗ͢ࣄै࣌Δ͜ͱʢୈ̐߸ʣ
� ʲ農ۀ࡞ৗࣄै࣌ͷஅج४ʳ
� 農ۀ࡞ʹؒै͢ࣄΔݪଇ���Ҏ্
̑�సିΛ͏ߦͷͰͳ͍͜ͱʢୈ̑߸ʣ
̒�पลͷ農地ར用ʹࢧো͕ͳ͍͜ͱʢୈ̒߸ʣ
� ʲपลͷ農地ར用ͷࢧোͷஅج४ʳ
� 農地ͷ໘తूੵΛஅ͢Δɺଞͷ農ऀۀͷਫར用ແ農ༀഓΛ્͢Δ農地ར用Ͱͳ͍͜ͱ

しかし、全国的に人口減少や担い手の高齢化の進展とともに、農地の集約化や耕作放棄
の解消を図るため、農地を貸しやすくする方向で制度改正や新たな仕組みづくりが進めら
れてきた。具体的には図表	21 のとおり、市街化調整区域等においては全国的な貸借に係
る制度が適用され、市街化区域においては生産緑地を対象とした制度が整備されている。

ɾ୲͍खͷྸߴ化農ऀۀͷݮগ͔Βશࠃతʹغ์࡞ߞ地͕૿Ճ͢ΔதͰɺ
୲͍खΛҭɾ֬อ͠ɺ農地Λूੵͯ͠農ۀΛҡ࣋ɾ֦ॆ͢ΔͨΊʹɺ農地
ͷॴ༗ͱར用Λ͠ɺିआΛଅਐ͢ΔͨΊͷର͡ߨ͕ࡦΒΕ͍ͯΔɻ

ɾିआ͕ਐ·ͳ͍എܠͱͯ͠ɺି͠ौΓ͕ϘτϧωοΫͱͳ͍ͬͯΔ͕ɺ๏ఆ
化๏ͷ制৽ͷআ֎૬ଓ੫ೲ੫༛༧ͷద用͕ೝΊΒΕΔ都市農地ିआԁߋ
ఆɺ農ܦۀӦج൫ڧ化ଅਐ๏ͷվਖ਼Λड͚ͯɺିआͷଅਐ͕ظ͞Εͯ
͍Δɻ
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ਤද���　都市農地のିआʹΔओͳ法制度

注釈※）農地に農機具庫や休憩施設等を設置する場合は、市民農園整備促進法に基づく貸借が可能

（1）	農業経営基盤強化促進法に基づく貸借

貸借の方法については、市町村が作成する農用地利用集積計画による利用権設定（貸し
手と借り手が相対で契約）による貸借を行うことが可能だったが、2023（令和５）年４月
に改正された基盤法及び農地中間管理事業法の一部改正が施行され、農地中間管理機構（農
地バンク）による農地の貸借に一本化された。
農地中間管理機構は、基盤法において法定化された地域計画に基づき、所有者等から農
地を借り受け、担い手等へ貸付を行う。東京都では、一般社団法人東京都農業会議が農地
バンクの指定を受けている。
農地バンクを介した貸借では、農地の貸付希望があれば、農地バンクと市町村、農業委
員会が連携して貸付先を選定する。期間満了後は確実に農地が返還される。また、借り手
にとっては、複数の農地を貸借する場合も、農地バンクのみとの調整・契約で手続可能と
なる。
東京都では農地長期貸借促進奨励事業を実施し、市街化区域外の農地について一定の要
件を満たした借主に対し、安心して農業に従事することができるよう、10 年以上の長期貸
借を対象に奨励金を交付している 7。

7	 東京都「農地の長期貸し出しに奨励金」（https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/06/27/27.
html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

２．近年の都市農業・農地に関する制度改正

都市農地の貸借に係る制度

農地法 第3条に基づく貸借

都市農地貸借円滑化法
に基づく貸借

貸借を促進するため

市街化区域内（生産緑地対象）

農業経営基盤強化促進法
に基づく貸借

市街化区域外

農業利用

用途

市民農園
開設 特定農地貸付法 に基づく貸借※

ɾ市街化区域֎ͷ農地ɺ農地๏ୈ̏ʹΑΔ૬ରͷିआ·ͨ農地தؒ
ཧߏػʹΑΔିआͷ͍ͣΕ͔Ͱ͋Δ
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（2）	都市農地貸借円滑化法に基づく貸借

2018（平成 30）年に都市農地の貸借の円滑化に関する法律（都市農地貸借円滑化法）が
制定された。従来、生産緑地で貸借が進まない要因となっていた法定更新及び相続税の納
税猶予の打ち切りに対して特例措置が講じられ、貸借を促進するための制度となっている。

ਤද���　都市農地ିआԁԽ法制ఆのഎٴܠͼຊ制度のಛ

生産緑地の貸借を希望する者は、事業計画を作成し、農業委員会の決定を経て、市町村
長の認定を受ける。認定を受けた事業計画にしたがって賃借権等が設定される場合、上記
の特例措置が適用される。
事業計画では、都市農業の有する機能に特に資する基準に適合する方法で耕作を行うこ
とが求められている。（例：生産物の一定割合を地元直売所等で販売／都市住民が農作業体
験を通じて農作業に親しむ取組／防災協力農地として協定を締結等）
併せて、従来では市民農園を開設する際に地方公共団体や農地中間管理機構を介して貸
借を行う必要があったが、特定都市農地貸付制度が創設され、農地所有者から生産緑地を
直接貸借することが可能となった。
東京都における都市農地貸借円滑化法に基づく貸借件数は図表 23 のとおりとなってい
る。貸付種別にみると、貸借件数 317 件のうち、賃料が発生する貸借は 16%、無償で貸借
が行われる使用貸借が 84%となっている。これは、期間内で契約解除の必要が生じた場合
に貸借の場合は借り手の同意が必要なるが、使用貸借の場合は途中解約可能な旨を契約の
中に含めることが可能なため、相続の発生を考慮して使用貸借を求める貸し手が多くなっ
ているためと考えられる。

ɾ生産緑地ͰͷିआΛԁ͜͏ߦʹͱ͕Ͱ͖Δ制度͕ಋೖ͞ΕɺିआʹΑΓ
आΓख͕࡞ߞΛଓ͚͍ͯΕ૬ଓ੫ͷೲ੫༛༧Λड͚Δ͜ͱ͕ՄʹͳΔ

ʲैདྷʢ生産緑地Ͱିआ͕ਐ·ͳ͍എܠʣr
ɾ๏ఆߋ৽制度ʢ農地๏ୈ��ʣ
� ି͕ऀࣄआͷߋ৽͠ͳ͍ࢫΛ௨͠ͳ͍ݶΓɺ
ैલͱಉҰ݅ͰܖΛߋ৽ɻ

ɾ૬ଓ੫ೲ੫༛༧制度ͷଧͪΓ
� ૬ଓ੫ͷೲ੫༛༧ͷཁ݅ͱ͠ ͯɺओͨΔ農ऀۀ
͕ Βࣗै͢ࣄΔ ͱ͕͜ٻΊΒΕ͍ͯΔɻ

ʲຊ制度ʹΑΔಛྫાஔʳ
৽ͨͳೝఆΛड͚ͨۀࣄ計画ʹ
ିͮ͘ج 
ɾ๏ఆߋ৽ͷద用আ֎
ɾ૬ଓ੫ͷೲ੫༛༧ͷܧଓ
ʢ੫制վਖ਼ʣ
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ਤද���　౦ژ都ʹ͓͚Δ都市農地ିआԁԽ法ʹିͮ͘جआのঢ়گ

߲
݅ʢ݅ʣ ିछผ݅

໘ੵʢᶷʣ
શ݅ ͏ͪ

ೲ੫༛༧ద用݅ ିआ 用ିआ

ିआ࣮ ���
��� �� ���

������
��� ��� ���

注釈）2024（令和６）年６月末現在・農業委員会決定したもの。
資料）一般社団法人東京都農業会議「都内における生産緑地の貸借（都市農地貸借円滑化法・特定農地貸付法）の状況

について」をもとに作成

（3）	特定農地貸付法に基づく貸借

市民農園の開設を目的とした貸借の場合、1989（平成元）年に制定された特定農地貸付
に関する農地法等の特例に関する法律（以下、「特定農地貸付法」という。）に基づく貸借
が想定できる。
制定当初は、地方公共団体や農業協同組合が市民農園を開設する場合のみ対象となった
が、2005（平成 17）年に改正され、地方公共団体及び農協以外の者による市民農園の開設
が可能となった。ただし、開設者は、農地所有者から直接農地を借りることはできず、地
方公共団体等を介在する必要があったが、前述のとおり、2018（平成 30）年に都市農地貸
借円滑化法が制定され、直接農家から貸借が可能となり、生産緑地を借りやすくなる仕組
みが創設された。
市民農園の利用者への農地の貸付にあたっては、図表 24 の要件を満たす必要があり、農
業委員会の承認を受けなければならない。

ɾ農ۀతҎ֎Ͱɺ市ຽ農Ԃͷ։ઃΛతͱͨ͠ିआՄͰ͋Δ
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ਤද���　ಛఆ農地ି法ʹିͮ͘جのཁ݅�

資料）農林水産省「市民農園をはじめよう」（令和６年度版）より引用（https://www.maff	.go.jp/j/nousin/kouryu/tosi_
nougyo/attach/pdf/s_kaisetsu-24.pdf）最終確認日 2025 年 1 月 15 日

なお、農機具庫や休憩施設等の付帯施設を備えた市民農園の整備を促進するため、1990
（平成２）年に市民農園整備促進法が制定された。市民農園整備促進法に基づく手続をとる
ことで、特定農地貸付法の手続と当該施設整備に必要な農地法の農地転用の手続が不要と
なる。

〇 市民農園の利用者への農地の貸付けのことであり、次の要件を満たすものをい

います。

・ 市民農園の開設者が各利用者へ貸し付けることができる面積の上限です。

・ 市民農園全体の規模については、こうした面積の上限はありません。

・ 市民農園の利用者（農地を貸す相手）は複数人である必要があります。

貸付方式の市民農園の開設に伴う農地の貸借等について農地法の許可を不要とす

る農地法の特例などを定めた法律です。

・ 販売自体を禁止するものではなく、利用者が栽培した農作物のうち自家消費を超える

分については販売が可能です。

・ 営利を目的としてはならないのは「利用者による農作物の栽培」であり、開設者による

市民農園の開設の目的は営利を目的としたものであっても差し支えありません。

・ 市民農園の開設者から利用者への貸付期間の上限です。

・ 市民農園の開設者が借り受ける農地の貸借の期間の上限ではありません。

○ 以下の場合などは農業委員会の承認を受けることができません。

① 10a（1,000㎡）未満の貸付け

②相当数の者を対象とした貸付け

④利用者が行う農作物の栽培が営利を目的としないものであること

③貸付期間が５年を超えない

○ 特定農地貸付けを行うためには、市民農園の開設者が農業委員会に申請して、

その承認を受ける必要があります。

また、特定農地貸付けを行うための農地の権利を取得する必要がある場合、承

認を受けることで、この権利も取得することができます※。

特定農地貸付けとは

農業委員会の承認

① 特定農地貸付法（特定農地貸付け）

・ まとまった農地があるような地域で、市民農園の位置が農業者による農地の利用を分

断する場合

・ 利用者の募集及び選考の方法が公平かつ適正でなく、特定の者のみに利用が集中す

るような場合

・ 貸付条件が違法不当な場合

・ 賃借権等の所有権以外の権利を既に有している農地で開設する場合 など

４

ア  法律のしくみ

※ 別途、農地所有者、地方公共団体又は中間管理機構との間で賃貸借等の契約を締結する

必要があります。（所有農地で自ら開設する場合を除く。）
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３.	農地における税優遇制度

（1）	固定資産税等の優遇措置

固定資産税は地方税法に基づき、固定資産に係る税金である。固定資産の所有者が、そ
の資産価値に応じて算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める。なお、土地
の固定資産評価額に対して 1.4％の利率を乗じた額が税額となる。
また、都市計画税も地方税法に基づき、都市整備等の費用に充てる目的税として、市街
化区域内に所在する土地の所有者として固定資産課税台帳に登録されている所有者に課税
される。納税額は固定資産評価額に対して税率最大 0.3% である。
農地の場合は、市街化区域内の農地とそれ以外で区分され、後者の場合は農地の売買実
例価格をもとに評価（農地評価）され、課税にあたっては、農地の負担調整措置が講じら
れる（農地課税）。前者の場合、生産緑地は一般農地と同様の扱い、生産緑地地区指定を受
けていない宅地化農地は宅地並み評価、宅地並み課税となる。

ਤද���　農地のอ༗ʹΔݻఆ࢈ࢿ੫

資料）農林水産省「農地の保有に対する税金」より引用（https://www.maff	.go.jp/j/keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/
hoyuu_zeisei.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

農 地 の 保 有 に 対 す る 税 金 （ 固 定 資 産 税 ）

○ 固定資産税において農地は、一般農地、市街化区域農地に区分され、評価及び課税されます。

○ 「一般農地」については、農地の売買実例価格を基に評価（農地評価）され、課税に当たっては「一般農地の負担調整措
置」（注）が講じられる（農地課税）。 市街化区域農地のうち、「生産緑地地区の農地」については、生産緑地法により転用規制がさ
れているため、評価及び課税に当たっては一般農地と同様の取扱いとされています。

○ 「市街化区域農地」は、道路状況など宅地として利用する場合の利便性が類似する宅地の価額を基準とした価額から、農
地を宅地に転用する場合に必要と認められる造成費相当額を控除して、評価額が求められます（宅地並評価）。このうち、

・ 「一般市街化区域農地」は、「一般農地の負担調整措置」（注）が適用されるため、評価額は高くなっても実質の課税は農地
に準じた課税となっています。

・ 「三大都市圏の特定市の市街化区域農地」は、「宅地の負担調整措置」（注）が適用されます（宅地並課税）。

宅地並評価 ： 近傍の宅地の売買実例価格を基準として評価した価格から造成費相当額を控除した価格

農 地 評 価 ： 農地利用を目的とした売買実例価格を基準として評価

固定資産税は、１月１日

現在の固定資産（土地、家

屋、償却資産）の所有者に

課せられます。

（評価） （課税）

農地評価

宅地並評価

宅地並評価

農地課税

農地に準じた課税

宅地並課税

一般市街化区域農地

三大都市圏の特定市の
市街化区域農地
（特定市街化区域農地）

農地評価 農地課税

税額の
イメージ

千円／10ａ

数千円／10a

数万円／10a

数十万円／10ａ

一般農地農 地

市街化区域農地

（本則）

税額＝固定資産税評価額

×１．４％

生産緑地地区の指定を
受けた農地

ɾଟຎ地域ͷ市街化区域農地ͷॴ༗ऀͷଟ͕͘ෆಈ産ܦӦͱ農ܦۀӦͷෳ߹
͍Λ都市農地ࢧͳ૬ଓ੫ͷֹߴͷࡍͨ͠ࢮӦΛӦΜͰ͓Γɺॴ༗ऀ͕ܦ
ͷച٫ʹΑΓ໘͢Δ͜ͱ͕ɺ݁Ռͱͯ͠都市農地͕ݮগ͢Δେ͖ͳཁҼͱ
ͳ͍ͬͯΔ

ɾ農地อશʹ͚ͯɺ生産緑地ʹ͓͚Δ։ൃݐஙߦҝͷن制؇ିआͷԁ
ΒΕ͍ͯΔ͕ɺ૬ଓ੫ͷೲ੫༛༧͕ద用͞ΕΔ͔൱͔ɺ農地͡ߨ͕ࡦ化
อશʹ͓͚Δॴ༗ऀͷஅʹେ͖͘Ө͍ͯ͠ڹΔ͜ͱʹཹҙ͕ඞཁͰ͋Δ

ɾ市街化区域ͷ地化農地生産緑地地区市街化調整区域ͷ農地ʹൺͯɺ
産੫ֹ͓͓Αͦࢿఆݻ ���ഒͷ͕ࠩ͋Δ
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この結果、市街化区域内農地で生産緑地地区指定を受けている時の固定資産税の課税額
が 10a あたり数千円の場合に、生産緑地地区指定を解除すると、その税額は 10a あたり数
十万円になる等の差が生じる可能性がある。
なお、農業用施設 8 用地については、評価額が近傍の農地等の価格に造成費等分が加算さ
れ、税額が決められる。

（2）	相続税の優遇措置

相続税は相続税法に基づく国税であり、相続発生時に相続財産に応じて課される税であ
る。相続人は、土地所有者（被相続人）の死亡後 10 カ月以内に申告書を提出しなければな
らない。ただし、農地を相続した場合の特例として、農地利用目的に使用されている場合
に限り、相続税の納税猶予制度が適用される。
多摩地域の市街化区域内農地の所有者の多くが駐車場やアパートやマンションを所有し
ており、不動産経営と農業経営の複合経営を行っている。このため、相続が発生した際には、
評価額の高い宅地も含めた全財産が対象となり、高額の相続税が課されることが見込まれ
る。

①	相続税納税猶予制度の概要
相続税の納税猶予制度とは、相続人が農業を継続する時等に、本来の相続税額のうち農
業投資価格を超える部分に対応する相続税が、一定の要件のもとに納税が猶予され、相続
人が死亡した場合等に猶予税額が免除される制度である。

ਤද���　૬ଓ੫ೲ੫༛༧ֹのΠϝʔδ

注釈※）農業投資価格：農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立す
ると認められる価格として国税局長が決定した価格。都内では 10a あたり畑 84 万円、田 90 万円

資料）農林水産省「農地を相続した場合の課税の特例（相続税納税猶予制度）」より引用（https://www.maff	.go.jp/j/
keiei/koukai/nouchi_seido/pdf/souzoku.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

8	 農地法の許可・届出が必要

ɾ૬ଓਓ͕農地Λ૬ଓ͠Ӧ農Λܧଓ͢Δ߹૬ଓ੫ͷೲ੫༛༧Λड͚Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻͨͩ͠ɺغ์࡞ߞͱΈͳ͞ΕΔͱೲ੫༛༧͕ଧͪΓͱͳΓɺར
͍͕ඞཁͱͳΔࢧͳ੫ۚͷֹߴ੫ΛՃͨ͠ࢠ
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②	相続税納税猶予制度の適用を受けるための要件
多摩地域では、市街化区域内の農地の場合、生産緑地地区指定を受けている農地のみ相
続税納税猶予制度の適用を受けることができる 9。適用を受ける要件は以下のとおりである。

ਤද ��　૬ଓ੫ೲ੫༛༧制度のద༻Λड͚ΔたΊのཁ݅ʢ概ཁʣ

߲ ཁ݅ͷ֓ཁ

農地ͷཁ݅ ૬ଓ੫ͷਃݶظࠂʢ૬ଓ։࢝ΑΓ��Χ݄ʣ·ͰʹɺҨ産ׂ͕ߦΘΕͯ
͍Δ生産緑地Ͱ農地๏্ͷ農地Ͱ͋Δ͜ͱ

ඃ૬ଓਓͷཁ݅ 化ΛӦΜͰ͍ͨऀʢ都市農地ିआԁۀͷ·Ͱͦͷ生産緑地Ͱ農ࢮ
๏ʹΑΓି͚͍ͯ͠Δ生産緑地আ͘ʣ

૬ଓਓͷཁ݅

૬ଓ੫ͷਃݶظࠂʢ૬ଓ։࢝ΑΓ��Χ݄ʣ·Ͱʹɺ૬ଓʹΑΓऔಘͨ͠
生産緑地ʹ͓͍ͯ農ܦۀӦΛ։࢝͠ɺͦͷޙҾ͖ଓ͖農ܦۀӦΛ͏ߦ
ͱೝΊΒΕΔऀʢ都市農地ିआԁ化๏ʹΑΓି͚͍ͯ͠Δ生産緑
地আ͘ʹି͚ͨ͠··ద用Մʣ
農ۀҕһձʹΑΔʮద֨ऀূ໌ॻʯͷަΛड͚Δʢ都市農地ିआԁ
化๏ʹΑΓି͚͍ͯ͠Δ生産緑地市ʹΑΔିआͷূ໌͕ඞ
ཁʣ

ద用ݶظ ऴద用
資料）一般社団法人東京都農業会議「令和６年度版農地を守ろう　都市農地に関する重要な生産緑地と相続税納税猶予

制度」をもとに作成

③	相続税の納税猶予を継続するための要件
相続税の納税猶予を受けた農地は、農業の継続または特定貸付等を行うことが求められ
る。相続人は３年ごとに税務署に継続届出手続を行わなければならず、農業委員会による
証明書と営農実績を記載した明細書等の添付が必要となる。貸借を行う場合は、営農困難
時貸付及び都市農地貸借円滑化法による貸付のみ可能であり、所定の手続が必要となる。
また、特定農地貸付法・市民農園整備促進法による市民農園の開設も可能である。
農業用施設を目的とした利用以外への転用を行わないことも求められている。
なお、相続税納税猶予制度で指す農業用施設は、生産緑地法において認められている農
業用施設とは必ずしも一致しない。
農地を耕作せず一定期間放置して荒廃した場合は、納税猶予が打ち切り（期限の確定）
となり、相続税の猶予税額に利子税を加えた額を２カ月以内に納付することとなる。
2024（令和６）年 11 月現在、市街化区域内で相続税の納税猶予を受けている生産緑地は
概ね特定生産緑地の指定を受けており、東京都内市区計で、約３割の農地が該当する 10。

9	 羽村市とあきる野市の旧五日市町の市街化区域では、相続税納税猶予制度が適用されている宅地化農地がある。
10	 一般社団法人東京都農業会議資料「都内区市の市街化地域の農地の状況」



32

第Ⅱ章　概論～都市農業・農地関連法制度　押さえたい３つの観点～

第
Ⅱ
章

（3）	国への制度改善の要望
東京都では、都市農地の保全活用に向けて、相続税に関して以下の要望を行っている。

（２）相続税の負担軽減措置
生産緑地は相続税納税猶予制度の対象ですが、農業経営上不可欠な集出荷施設、農機具倉
庫、畜舎、直売所や市民農園に付属する休憩所、トイレなどの農業用施設用地、屋敷林等は
対象外です。農地を確実に次世代へ継承するには、一定の土地利用制限をかけた上で納税猶
予制度の適用範囲を拡大し、税負担の軽減措置を講じるべきです。農業用施設用地や防風・
堆肥確保のための屋敷林等についても適用範囲に含めるよう、国へ要望していきます。
（３）相続税の納税に伴う新たな物納制度の創設
現行の制度では、市街化区域内農地は、基本的に物納が認められず、転用して売却される
ため農地として保全されません。
緑地確保の観点から、農地の所有者が死亡した際に課税される相続税について、物納が可
能となるよう新たな制度の創設を国へ要望していきます。この場合、農地の評価額は宅地並
みとするとともに、国有化された土地を自治体に貸与し、市民農園やNPO法人 11 等への活用
を促すことなどにより、都市の緑地を保全する方策を積極的に講じられる制度とすべきです。

資料）東京都「東京農業振興プラン」（2023（令和５）年３月）をもとに作成（https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.
lg.jp/basic/nourin/cat6284）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

11	 特定非営利活動法人
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第Ⅲ章	 現状把握等
～2030年代初頭の多摩地域における都市農業・農地の展望と課題～

１.	都市農業・農地に対する制度・政策の変化・期待

1-1．農地を減らさない方針
（1）	国における土地利用方針

わが国の土地利用の方針を示す「第６次国土利用計画」（2023（令和５）年７月 28 日閣
議決定）では、国土の利用区分ごとに規模の目標が掲げられている。同計画では、一貫し
て増加目標が位置付けられてきた「住宅地」について、初めて減少させる目標が設定され
たことが特徴となっている。

ਤද���　ࠃのར༻తʹԠ͡た۠͝ͱのنのඪʢ୯ҐɿສIBɺˋʣ

令和2年 令和15年
構 成 比
2年 15年

農 地 437 414※1 11.6 11.0
森 林 2,503 2,510 66.2 66.4
原 野 等 31 31 0.8 0.8
水面・河川・水路 135 135 3.6 3.6
道 路 142 147 3.7 3.9
宅 地 197 198 5.2 5.2

住 宅 地 120 119 3.2 3.2
工業用地 16 17 0.4 0.5
その他の宅地 61 61 1.6 1.6

そ の 他 334 344 8.8 9.1
合 計 3,780 3,780 100.0 100.0

資料）国土交通省「第六次国土利用計画（全国計画）」（2023（令和５）年７月）より引用（https://www.mlit.go.jp/
common/001100246.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ɾ農地ΛݮΒ͞ͳ͍ํɿࠃͷํͰʮॅ地ʯΛݮগͤ͞Δํ͕ɺ౦ژ
都ͷํͰ緑ͷ૯ྔΛʮݮΒ͞ͳ͍ʯํ͕໌֬ʹҐஔ͚ΒΕͨɻ

� ͦͷதͰಛఆ生産緑地ݱঢ়ͷ生産緑地地区ͷ໘ੵΛ্ճΔਫ४Λ֬อ͠
͍ͯ͘ඪ͕͛ܝΒΕ͍ͯΔɻ

ɾ都市農ۀΛ׆用͢Δํɿ৯ྉɾ農ۀɾ農ଜجຊ๏Ͱ農ۀͷ࣋ଓతͳൃల
ʹΑΔଟ໘తػͷൃ͕شҾ͖ଓ͖ॏཁͳଆ໘ͱͯ͠Ґஔ͚ΒΕ͍ͯΔ΄
͔ɺࠃɾ౦ژ都ͱʹ都市農ۀͷଟ໘తػͷൃشΛظ͢ΔࡦࢪΛۙࡦ
ఆ͍ͯ͠Δɻ

ɾࠃར用計画ʹ͓͍ͯɺॳΊͯʮॅ地ʯΛݮগͤ͞Δඪ͕ઃఆ͞Εͨ
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農地については、過去の趨勢を踏まえ、荒廃農地の発生防止・解消の効果を織り込んで、
2020（令和２）年の 437 万 ha から 2033（令和 15）年の 414 万 ha に約 5.3% 減少すると見
込まれている 12。

（2）	東京都における農地保全方針

2017（平成 29）年９月に東京都が策定した「都市づくりのグランドデザイン」では、
2040 年代を目標時期として、目指すべき東京の都市の姿を設定し、都市づくりの７つの戦
略を設定している。
その戦略の一つとして「四季折々の美しい緑と水を編み込んだ都市の構築」があり、そ
の目標として「緑の総量（みどり率）」を位置付け、減らさないと明言している。
その目標に向けた具体的な取組として、政策方針 25 の取組１では「農地を保全し、次世
代に引き継ぐ」として、各種農地保全の施策方針が位置付けられている。

ਤද���　都市ͮ͘Γの̓つのઓུʹ関͢Δඪʢൈਮʣ

資料）東京都「都市づくりのグランドデザイン」（2017（平成 29）年）より引用（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.
lg.jp/keikaku_chousa_singikai/pdf/grand_design_42.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

また、東京都では減少傾向にある民有地の緑の保全やあらゆる都市空間への緑化推進等
を計画的に推進していくため、「緑確保の総合的な方針」を 2010（平成 22）年に策定し、
2020（令和２）年に改定している。同方針では、今後 10 年間（2020（令和２）～ 2029（令
和 11）年度）に確保することが望ましい緑を明確化し公表しており、その目標の一つとし
て「特定生産緑地」を保全すべき農地として明確化し、市町村において 2,497ha が確保地
とされている。
2024（令和６）年４月１日現在の多摩地域における生産緑地地区面積は 2,402ha である
ことから、確保目標は現状よりも増加させる目標であると言える。この点に関して、同方
針の中では「生産緑地の指定面積要件の引き下げや一団要件の緩和を活用し、小規模農地
の生産緑地地区への追加」を進めていくとしている。

12	 農地面積の 2033（令和 15）年の目標値は、食料・農業・農村基本計画（2020（令和２）年３月 31 日閣議決定）に
おける 2030（令和 12）年の農地面積の見通しを暫定的に記載したもの。食料・農業・農村基本計画で新たに農地
面積の見通しが変更された場合、その 2033 年に相当する数値に本目標も変更されたものとみなすとしている。

ɾ都市ͮ͘ΓͷάϥϯυσβΠϯʹ͓͍ͯʮ緑ͷ૯ྔʯΛݮΒ͞ͳ͍ඪ͕ઃ
ఆ͞Εͨ

東京の緑は、公園・緑地が増えているものの、全体としては減少傾向にあります。
今ある緑や農地を守るとともに、都市づくりの機会を捉えて新しい緑を生み出すなど、あらゆる場所で緑を感じられる
都市の実現を目指していきます。

ʢݱঢ়ʣΈͲΓˎ　���� ʢ̀����ʣʗ౦ژ都

 の ૯ ྔ 減らさない



36

第
Ⅲ
章

第ᶙ章　ݱঢ়Ѳ～����ॳ಄のଟຎ地Ҭʹ͓͚Δ都市農業・農地のలͱ՝～

ਤද���　طଘのΛकΔํ

資料）東京都「「緑確保の総合的な方針」改定の概要」より引用（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/seisaku/
midori_kakuho/pdf/gaiyo_midori_kaitei.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日
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1-2．都市農業を活用する方針
（1）	国における活用方針
①	都市農業振興基本計画

2015（平成 27）年に制定された都市農業振興基本法に基づき、2016（平成 28）年５月に
策定された「都市農業振興基本計画」では、都市農業に対する農業政策上及び都市政策上
の再評価の項目において、都市農業が発揮する多様な機能（役割）を６つ定義している。
その上で、都市農業の安定的な継続こそが、多様な機能が発揮されるための根幹である
ことを強調している。

ਤද���　都市農業のଟ༷ͳׂ

資料）農林水産省「都市農業振興基本計画について」より引用（https://www.maff	.go.jp/j/council/seisaku/nousin/
bukai/r0102/attach/pdf/index-5.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

②	食料・農業・農村基本法の基本理念

世界的な食料情勢の変化に伴う食料安全保障上のリスクの高まりや、地球環境問題への
対応、海外の市場の拡大等、農業を取り巻く情勢の変化を踏まえ、農政の基本理念や政策

ɾ都市農͢شൃ͕ۀΔଟ༷ͳػͱͯ̒ͭ͠ͷػΛఆ͍ٛͯ͠Δ
ʢଟ໘తػͷൃشʣ

○ 都市農業は、①新鮮な農産物の供給、②身近な農業体験・交流活動の場の提供、③災害時の防災空間の確保、④やすらぎや潤いをも
たらす緑地空間の提供、⑤国土・環境の保全、⑥都市住民の農業への理解の醸成といった多様な役割を果たしている。

新鮮な農産物の供給

○ 消費者が求める新鮮な農産物

の供給、「食」と「農」に関する情

報提供等の役割

災害時の防災空間

○ 火災時における延焼の防止や

地震時における避難場所、仮設

住宅建設用地等のための防災

空間としての役割

国土・環境の保全

○ 都市の緑として、雨水の保水、地

下水の涵養､生物の保護等に資

する役割

都市農業の多様な役割

農業体験・交流活動の場

○ 都市住民や学童の農業体験・交

流、ふれあいの場及び農産物直

売所での農産物販売等を通じた

生産者と消費者の交流の役割

心やすらぐ緑地空間

○ 緑地空間や水辺空間を提供し、

都市住民の生活に「やすらぎ」や

「潤い」をもたらす役割

都市住民の農業への理解の醸成

○ 身近に存在する都市農業を通じ

て都市住民の農業への理解を醸

成する役割

９

２．都市農業の多様な役割 （参考）

ɾ農ۀͷ࣋ଓతͳൃలʹΑΔଟ໘తػͷൃ͕شॏཁͳଆ໘ͱͯ͠Ґஔ͚Β
Ε͍ͯΔ
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の方向性を示す食料・農業・農村基本法が、25 年ぶりに改正され、2024（令和６）年６月
５日に施行された。
同法の基本理念では、農業の持続的な発展が食料供給のほか、多面的機能を発揮するこ
とを目指している。今般の法改正に伴い、食料の安定供給は食料安全保障に位置付けが拡
充された。また、多面的機能の十分な発揮については位置付けに変更はないものの、その
発揮は引き続き重要な位置付けにある。
なお、同法第４条では、多面的機能について「国民生活及び国民経済の安定に果たす役
割に鑑み、将来にわたって、環境への負荷の低減が図られつつ、適切かつ十分に発揮され
なければならない。」とされている。

ਤද���　վਖ਼৯ྉ・農業・農ଜجຊ法のجຊཧ೦の関ੑʢΠϝʔδʣ

資料）農林水産省「食料・農業・農村基本法	改正のポイント」（令和６年７月）より引用（https://www.maff	.go.jp/
tokai/seisaku/kihon/attach/pdf/20240717-1.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

③	農福連携等推進ビジョンの策定

食料・農業・農村基本法改正の中で、多面的機能に関する新たな条文が追加されている。
第 46 条に「障害者等の農業に関する活動の環境整備」が新設され、「国は、障害者その他
の社会生活上支援を必要とする者の就業機会の増大を通じ、地域の農業の振興を図るため、
これらの者がその有する能力に応じて農業に関する活動を行うことができる環境整備に必
要な施策を講ずるものとする。」とした。

食
料
／

多
面
的
機
能

基本法（改正前）

農
業

農
村

食料の安定供給
の確保

多面的機能の
十分な発揮

農業の持続的な発展

農村の振興

食
料
／

多
面
的
機
能

農
業

農
村

改正基本法

多面的機能の
十分な発揮

農業の持続的な発展

農村の振興

環
境
と
調
和
の
と
れ
た
食
料
シ
ス
テ
ム
の
確
立

食料安全保障
の確保

2

改正食料・農業・農村基本法の基本理念の関係性（イメージ）

ɾ農࿈ܞʹऔΓΉओମΛ ����� Ҏ্ɺ地域ٞڠձʹࢀՃ͢Δ市ொଜ
Λ ���Ҏ্ͱ͢ΔඪΛઃఆ͍ͯ͠Δ
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本法改正に先立ち、2019（令和元）年６月には内閣官房長官を議長とする「農福連携等
推進会議」が設置され、「農福連携等推進ビジョン」を策定している。
同ビジョンでは、2024（令和６）年度末までに「農福連携に取り組む主体を新たに 3,000
創出」することを目標に掲げていた。
なお、2022（令和４）年度の調査結果によると、農福連携の取組主体数は３年間で 2,226
件増加し、6,343 件になったとしている 13。
同ビジョンは 2024（令和６）年６月に改訂版が策定されており、2030（令和 12）年度ま
での目標として「農福連携等に取り組む主体数を 12,000 以上、地域協議会に参加する市町
村数を 200 以上」を掲げている。
なお、具体的な施策として「地域単位での仕組みづくり」では、都道府県段階での農業
と福祉のマッチング支援、地域協議会や伴走型コーディネーターによる支援等の活動を通
じて、地域単位での農福連携の推進体制づくりを後押しするとしている。

ਤද���　農連ܞʹऔΓΉओମのਪҠͱ農連ܞਪਐϏδϣϯʹ͓͚Δඪ

資料）農林水産省「農福連携をめぐる情勢について」（令和６年６月）より引用（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/
nousui/noufuku_suishin_kaigi/dai3/siryou1.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

13	 農林水産省「農福連携をめぐる情勢について」（令和６年６月）（https://www.kantei.go.jp/jp/singi/nousui/noufuku_
suishin_kaigi/dai3/siryou1.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

今後の推進方針（案）

地
域
で
広
げ
る

絆
を
広
げ
る

●農福連携等の定着に向けた地域協議会の拡大の
後押し

●地域単位でのマッチングの推進

●地域において農業と福祉をつなぐ専門人材の育成

●地域のJA、社会福祉協議会等に対する普及啓発

●社会的に支援が必要な人たちの農業での就労

●世代や障害の有無を超えた多様な者の交流・
参画の場としてのユニバーサル農園の拡大

●ノウフクの日（11月29日）等による企業・消費者も
巻き込んだ国民的運動の展開

●特別支援学校の実技・実習要望に対する農業者に
よる協力・支援

４省庁が連携してめざす目標として、 2030年度までに、
農福連携等の取組主体数を12,000件以上、地域協議会
に参加する市町村数を200以上と設定

農福連携の今後の推進方針（案）

未
来
に
広
げ
る

改定ビジョンにおける目標（案）

〇 これまでの取組を踏まえた現在の課題に対応して、「農福連携等推進ビジョン」（令和元年６月農福連携等推進会議決定）

について見直しを行い、「農福連携等を通じた地域共生社会の実現」をめざして、厚生労働省、農林水産省が中心となり、

法務省、文部科学省とも連携して、農福連携等の取組をさらに深めていく。

５

農福連携等を通じた地域共生社会の実現

րఈϑζϥϱのඬʤ̔೧ؔʥ
  ʀखૌकର਼Νʶ5000݇
  ʀஏҮ٠ڢճͶࢂՅͤΖ

ௌଞ਼Ν200Ґࢤ  

րఈϑζϥϱのඬʤ̓೧ؔʥ
  ʀखૌकର਼Νʶ3000݇
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（2）	東京都における活用方針
①	「緑農住」まちづくり

東京都では 2022（令和４）年３月に「緑農住」まちづくりガイドラインを策定しており、「緑
農住」まちづくりを「産官学民の多様な主体が連携して、「緑農住」空間のポテンシャルを
生かすべく、その保全・活用とともに、地域課題の解決と暮らしに新たな価値の創出を図り、
禍災に強く持続的でグリーンな社会の形成を進めること」と定義している。
その上で、東京都は市区町村と連携し、都市の貴重な緑である都市農地が減少傾向を続
ける東京都において、各地域の特性を踏まえて、農地を活用した「緑農住」まちづくり（農
地や里山、屋敷林等の農的土地利用と住宅地が一体となったまちづくり）を進めていくと
している。
また、ガイドラインでは「緑農住」まちづくりを進めることで、７つの多面的機能を発
揮させ、「環境」「ライフスタイル」「産業・経済」の３つの面で良好な都市環境と豊かな地
域社会を形成できるとしている。
７つの機能のうち５つは、国が 2015（平成 27）年に策定した都市農業振興基本計画に位
置付けられている「都市農業が発揮する多様な機能」と同様であるが、同計画では考慮事
項として触れられている要素であった「健康な身体づくり」や「心の健康」の機能を明確
に位置付けている点に特徴がある。

ਤද���　ʮ農ॅʯ͕ൃ͢شΔػͱ·ͪͮ͘Γのల։

資料）東京都「「緑農住」まちづくりガイドライン（概要版）」（令和４年３月）より引用（https://www.toshiseibi.
metro.tokyo.lg.jp/seisaku/midori_kakuho/pdf/ryokunoju_guide_gaiyo.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ɾΨΠυϥΠϯͰʮ緑農ॅʯ·ͪͮ͘ΓΛਐΊΔ͜ͱͰɺ̓ͭͷଟ໘తػ
ΛൃشͰ͖Δͱ͍ͯ͠Δ

Ⅱ 「緑農住」が発揮する機能とまちづくりへの展開
「緑農住」まちづくりに関するこれまでの研究結果から、「緑農住」まちづくりを進めることで７つの機能
を発揮しうることが明らかに。７つの機能を引き出し、良好な都市環境と豊かな地域社会の形成へ

機能 「緑農住」まちづくりがもたらす機能（概説）

学び楽しむ
コミュニティの

形成

生活様式の変化で、平日の自宅周辺の生活時間が増加。
住宅地に内在する「市民農園」「農業体験農園」を使った「農
のある暮らし」は、新たな気づき・学びを生み、これまで育みにく
かった層を取り込む新たなコミュニティの形成を提供

健康な
身体づくりに

適切な身体活動は疾病予防に不可欠。「農業体験農園」
参加者は、主観的健康感、精神的健康、身体活動量が改
善。参加者間の交流などの体験農園の特徴が健康に好影
響をもたらしていることが示唆されている。農福連携も有効

働くも心も
健康に

精神的健康の重要性が高まっている。農的活動は病気や障
害を持った方へのセラピー効果、社会復帰に向けたリハビリ効
果など、園芸療法としての側面あり。また、ストレス緩和への
効果も期待でき、企業のメンタルヘルスの観点からも注目

食農の
生産流通の
多様化

近接住民に対する新鮮・安心な地場農産品の提供、市場
外流通（直売、契約販売、マルシェなど）による地産地消を
推進するほか、体験農園を中心とするローカルな食糧供給圏
も構築

いざという時
のための
防災・減災

延焼阻止機能や雨水浸透機能など、災害リスクを減じる。災
害時に暫定的に緑農地を一時避難場所、応急仮設住宅建
設用地、ヘリポート、生鮮食料の供給等として利用

まちを彩る
景観形成

多くの人に共感される景観、地域の歴史や文化を反映した
景観は、地域住民の地域への愛着形成、地域固有の歴史
の継承といった多面的な価値をもたらす。住宅開発における
農地とのつながりは住環境価値を向上させる側面あり

いつもの暮らし
を支える
環境保全

都市の緑農地は、微気象緩和や炭素固定等の気候調節、
雨水浸透や洪水緩和を通じた水循環の健全化の提供など、
様々なグリーンインフラとして重要。フードマイル減にも寄与

「緑農住」まちづくりで発揮しうる機能を的確にまちづくりへの展開につなげていくためには、
複合的な機能発揮させていく視点と、計画的に機能発揮させていく視点が重要
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②	防災都市づくり推進計画

東京都が 2020（令和２）年に策定（2021（令和３）年に改定）した「防災都市づくり推
進計画」では、農地が有する多面的機能のうち、防災機能に期待した施策が確認できる。
防災都市づくりに関する地域等の指定として、多摩地域や区部西部を中心とした、農地
を有し、将来、無秩序に宅地化された場合に防災性を低下させるおそれのある地域を、「農
地を有し、防災性の維持・向上を図るべき地域」として、以下の各指標のいずれにも該当
する地域（町丁目）を約 2,800ha 抽出している。
同地域の整備方針として「農地の保全・活用を最大限図るとともに、やむを得ず宅地化
される場合に備えて、必要に応じた規制・誘導の導入を促進」するとしている。また、引
き続き営農を継続する取組や防災協力農地として活用する取組を促進するほか、防火規制
等の導入を促進するとしている。
多摩地域では 13 市（図表 35 緑の破線で囲まれた市）に該当町丁目を確認することがで
きる。

ਤද���　ʮ農地Λ༗͠ɺੑࡂのҡ্・࣋ΛਤΔ͖地Ҭʯの

注釈）引用した図表に緑の破線を加筆。緑の破線で囲まれた区域が多摩地域の該当する 13 市。
資料）東京都「防災都市づくり推進計画の基本方針	概要」より引用・加工（https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/2024

/01/bosai4_gaiyo.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ɾʮ農地Λ༗͠ɺੑࡂͷҡ࣋ɾ্ΛਤΔ͖地域ʯͰɺ農地อશɾ׆用
Λ整උํʹҐஔ͚͍ͯΔ
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ਤද ��　農地Λ༗͠ɺ ੑࡂのҡ࣋・ ඪࢦΛਤΔ͖地Ҭのநग़্

ɾ�ิਖ਼ෆ೩ྖ域���ˋະຬʢ����ʢྩ̓ʣਪ計ʣ
ɾ�ॅށີ度��� ੈଳ �IB Ҏ্ʢ����ʢྩ̓ʣਪ計ʣ
ɾ�ॅށີ度ʢ̏֊Ҏ্ڞಉॅΛআ͘ʣ��� ੈଳ �IB Ҏ্ʢ����ʢྩ̓ʣਪ計ʣ
ɾ�農地�̎ˋҎ্
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２.	多摩地域の都市農業・農地の現状・動向

2-1．多摩地域の農地の現状
（1）	農地の分布

多摩地域の農地分布（図表	37）をみると、ほとんどが「畑地（その他農用地）」であり、
北多摩地域に一定規模の農地集積が数多く確認できる。一方、多摩川・秋川河川沿いや南
多摩地域丘陵地帯にはわずかであるが水田の存在も確認できる。
三多摩地域別にみると、北多摩地域（図表	38）では、多くの農地は市街化区域内に点在
して分布しているが、清瀬市や武蔵村山市には特にまとまった農地（多摩開墾）が確認で
きる。また、多摩川沿いの府中市、昭島市、国立市などには水田もあり、特に国立市には

ɾଟຎ地域શମͷ農地ɺա̏ڈؒʢ����ʢྩݩʣʙ ����ʢྩ̐ʣ
ʣͰ ����IB ͔Β ����IB  গ͓ͯ͠Γɺ市街化区域農地ݮ�����
ʹ͓͍ͯಛʹݮগ͕͍ߴɻ

ɾଟຎ地域ͷ市ொଜ͕ಛʹॏཁͳ՝ͱͯ͠ೝ͍ࣝͯ͠Δͷʮ୲͍खͷ֬อ
ɾҭʯʮ農地อશʢ༡ٳ化ɾݮগͷରԠʣʯʮ農地ɾ農ۀʹର͢Δॅຽ͔Β
ͷۤͷ༧ɾରԠʯͰ͋Δɻ

ɾଟຎ地域ͷ市ொଜ͕׆用͍ͨ͠ͱ͍ͯ͑ߟΔ都市農ۀɾ農地ͷଟ໘తػͱ
ͯ͠ʮ৽ͳ農産ͷڅڙʯʮڭҭɾ生ֶ֔शػձͷఏڙʯʮ農ۀମݧɾަྲྀ
ɻ͍ߴ͕ʯͷॱʹҙڵͷৼۀʯʮ地域産ۭؒࡂͷ࣌ࡂಈͷʯʮ׆

ɾࡦͰͷ׆用ͷ؍Ͱʮڭҭɾࢠҭͯʯʮɾޫ؍ʯʮڥʯʮ؍ܠ
อશɺࣗવɾ生ଶܥอશʯʮࡂɾࡂݮʯͰͷ׆用͕ଟ͍΄͔ɺ͜ͷ
ͰʮγςΟϓϩϞʔγϣϯɾϒϥϯσΟϯάʯʮো͕͍ऀࢱʯͷճׂ߹
͕૿Ճ͍ͯ͠Δɻ

ɾ地域ͷಈ͖ͱͯ͠ɺ৽نब農ऀɾো͕͍ऀؔࢱ๏ਓɺ地域ॅຽͳͲͷ୲
͍खͱ市ொଜͷ͕૿͍͑ͯΔ΄͔ɺ৽ͨʹ農地Λॴ༗͢Δྫࣄग़͖ͯ
͍ͯΔɻ

ɾ·ͨɺ農ऀۀɾॅຽڞʹ農地อશʹରͯ͠૯ͯ͡ߠఆతͰ͋Δ͕ɺҰ෦ʹ
ೝ͍ࣝͯ͠Δɻଟ໘తػͷൃشʹؔͯ͠ɺ農ऀۀɾ市ຽͱʹɺ
ʹධՁΛ͢Δ͍ߴ調અʣʹؔͯ͠ީؾɺ؍ܠɺܥʢ生ଶػతڥ
͋Δɻ

ɾҰํɺ農ऀۀͱ市ຽΛൺֱ͢Δͱɺ農ऀۀ૬ରతʹػࡂΛධՁ͠ɺ市
ຽڭҭػΛධՁ͢Δ͕͋Δɻ

ɾଟຎ地域ͷ農地جຊతʹʮാʯͰ͋ΓɺҰ෦ʹҰఆنͷ農地ूੵ֬ೝ
Ͱ͖Δ
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まとまった規模で存在している。
南多摩地域（図表 39）では、丘陵部の市街化調整区域に森林と隣接する形で多くの農地
が分布している点に特徴がある。また、秋川から多摩川の合流地点までの周辺や、丘陵部
の谷戸地には水田も存在する。
西多摩地域（図表 40）では、青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町の市街化調整区域
に農地がまとまって存在しているほか、青梅市、あきる野市、日の出町から奥多摩町、檜
原村までの丘陵部～山間部には、農地が広く点在している。
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ਤද ��　ଟຎ地Ҭの農地ʢଟຎ地Ҭશମʣ

資料）国土交通省「国土数値情報（土地利用詳細メッシュデータ）」（2018（平成 30）年）、「国土数値情報（都市地域デー
タ）」（2018（平成 30）年）をもとに加工して作成。図表 38 ～図表 40 も同様。

ਤද ��　ଟຎ地Ҭの農地ʢଟຎ地Ҭʣ

多摩地域સର

北多摩地域
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ਤද ��　ଟຎ地Ҭの農地ʢೆଟຎ地Ҭʣ

ਤද ��　ଟຎ地Ҭの農地ʢଟຎ地ҬʢԞଟຎொ・ᐻݪଜのҰ෦Λআ۠͘ҬΛநग़ʣʣ

ೈ多摩地域

北多摩地域ʤԠ多摩ௌɼᐽݬଞΝঈ͚ʥ
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（2）	農地の特徴に応じた市町村の分類

多摩地域の農地は、図表 5（8ページ参照）に示したとおり、その立地条件に応じて様々
な土地利用制約を受けており、特に都市計画区域（市街化区域・市街化調整区域）の設定
状況が多摩地域各市町村の有する農地の特徴に大きな影響を及ぼしている。
これに各市町村での都市農業の規模感を図る指標として農地面積の規模を追加して、多
摩地域の市町村を分類したものが図表	41であり、多摩地域30市町村は大きく４つのグルー
プに分類できる。
まず、市街化区域及び市街化調整区域の双方に、一定規模以上の農地を有するA～ Cの
グループである。生産緑地地区や農振農用地の指定有無によってA～ Cに細区分される。
次に、市街化区域にのみ農地を有するグループで、一定規模（100ha）を境に規模の大きなD、
一定規模未満のEに分かれる。最後のグループは、都市計画区域、農振農用地の設定がな
いFである。

ਤද���　ଟຎ地Ҭの֤市ொଜ͕༗͢Δ農地の概ཁ

分
類 市ொଜ

市街化区域 市街化調整区域 都
市
計
画
区
域
外

農地ن

宅
地
化
農
地

生
産
緑
地
地
区

農
振
農
用
地

そ
の
他
農
地

���IB
Ҏ্

���IB
ະຬ

" ീԦࢠ市ɺ͖͋Δ
市ɺ੨ക市 ʓ ʓ ʓ ʓ ʵ ʓ

# ਸ਼ึொɺͷग़ொ ʓ ʵ ʓ ʓ ʵ ʓ

$ ொా市ɺཱ市ɺ
ଂଜࢁ市 ʓ ʓ ʵ ʓ ʵ ʓ

%

ਗ਼市ɺখฏ市ɺ
౦ཹٱถ市ɺࡾୋ市ɺ
౦ଜࢁ市ɺ市ɺ
市ɺ調市ɺࣉࠃ
Ҵ市ɺ౦ژ市ɺ
த市

ʓ ʓ ʵ ʵ ʵ ʓ

&

খۚҪ市ɺতౡ市ɺ
౦େ市ɺཱࠃ市ɺ
ଟຎ市ɺӋଜ市ɺ
市ɺଂ市ɺߐࠏ
生市

ʓ ʓ ʵ ʵ ʵ ʓ

' ᐻݪଜɺԞଟຎொ ʵ ʵ ʵ ʵ ʓ ʓ ʵ
資料）一般社団法人東京都農業会議「令和４年度　東京都の地域・区市町村別農業データブック」（2023（令和５）年

３月）より作成

ɾଟຎ地域 ��市ொଜେ͖̐ͭ͘ͷάϧʔϓʹྨͰ͖Δ
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ਤද ��　֤市ொଜのछผ͝ͱの農地໘ੵʢ୯ҐɿIBʣ

注釈）市町村順は各グループの農地面積順としている。（図表 41、図表 44 も同様）
資料）一般社団法人東京都農業会議「令和４年度　東京都の地域・区市町村別農業データブック」（2023（令和５）年

３月）より作成

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
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（3）	農地利用の動向

前項で設定した多摩地域市町村をグループごとに、近年（2019（令和元）年度～ 2022（令
和４）年度の３年間）の農地面積の推移を整理したものが図表	43 である。
多摩地域全体の農地でみると 5,522ha から 5,286ha へ３年間で 4.28%減少している。年率
に単純換算すると年１%以上のペースで農地が減少していることが分かる。
これを農地種別でみると宅地化農地は 12.75% 減少、生産緑地地区は 4.55% 減少と市街化
区域農地の減少率が大きい一方、市街化調整区域農地は 0.82% 減少とほぼ横ばいの推移と
なっている。
グループ別にみると、農地面積の推移はD、Eグループで６%余りと減少率が大きい一方、
A～ Cグループは３%余り、Fグループは 0.95% とその減少率は大きく異なる。
また、宅地化農地、生産緑地地区に着目すると、該当するA～ C、D、Eグループのいずれも、
宅地化農地は 10%以上の減少率、生産緑地地区は４%台の減少率とグループ間での較差は
あまりなく、農地種別の影響が大きいと考えられる。

ਤද���　市ொଜάϧʔϓ・農地छผ͝ͱの農地໘ੵのਪҠʢ୯ҐɿIBʣ

注釈）市街化調整区域農地の面積推移は、農地面積から宅地化農地、生産緑地を除した値を用いている。また、各数値
は小数点第一位を四捨五入して表記しているため、各グループの数値の和と全体の数値が一致しない場合がある。

資料）東京都「東京の土地（土地関係資料集）」（各年）より作成

ɾଟຎ市域ͷ農地̍ˋҎ্ͷϖʔεͰݮগ͕ଓ͍͓ͯΓɺಛʹ地化農地
ͷݮগ͕ݦஶͰ͋Δ

農地ೌ*ࡩ計+ 宅地化農地 生産緑地 市街化調整区域農地

2019
(ඝ和՝)

2022
(ඝ和�)

ࣳբ 2019
(ඝ和՝)

2022
(ඝ和�)

ࣳբ 2019
(ඝ和՝)

2022
(ඝ和�)

ࣳբ 2019
(ඝ和՝)

2022
(ඝ和�)

ࣳբ

Ａ"Ｃ
*�ॶढ+

3,180 3,080 -3.16% 339 300 -11.58% 944 898 -4.84% 1,897 1,881 -0.82%

Ｄ
(11ॶढ)

1,603 1,497 -6.61% 194 166 -14.82% 1,396 1,335 -4.35%

Ｅ
(�ॶढ)

393 367 -6.78% 72 63 -12.70% 318 304 -4.59%

Ｆ
*�ॶढ+

345 342 -0.95%

ढࢪ
(30ॶढ)

5,522 5,286 -4.28% 606 529 -12.75% 2,658 2,537 -4.55% 1,897 1,881 -0.82%
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2-2．都市農業・農地に関する多摩地域各市町村の認識
（1）	都市農業・農地の課題
①	各計画における記述（認識）

各市町村の課題認識を整理するため、各市町村の農業分野の計画（図表	44）を収集し、
都市農業・農地の課題として言及されている内容を調査した。

ਤද���　ରͱ͠た֤市ொଜのܭը

グ
ル
ー
プ

市ொଜ 計画໊ ఆ度ࡦ

"
ീԦࢠ市 ୈ࣍�ീԦࢠ市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
͖͋Δ市 ͖͋Δ市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̑ʣ
੨ക市 ୈ࣍ࡾ੨ക市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ

#
ਸ਼ึொ ਸ਼ึொ農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̏ʣ
ͷग़ொ 農ܦۀӦج൫ͷڧ化ͷଅਐʹؔ͢Δجຊతͳߏ ����ʢྩ̑ʣ

$
ொా市 ୈ࣍�ொా市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̐ʣ
ཱ市 ཱ市ୈ࣍�農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̎ʣ
ଂଜࢁ市 ଂଜࢁ市ୈ࣍ࡾ農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ

%

ਗ਼市 ୈ࣍�ਗ਼市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
খฏ市 খฏ市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
౦ཹٱถ市 ౦ཹٱถ市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
ୋ市ࡾ ����計画ڵৼۀୋ市農ࡾ ����ʢྩ̑ʣ
౦ଜࢁ市 ౦ଜࢁ市ୈ࣍�農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̏ʣ
市 ୈ࣍�市農ۀৼڵ計画ɾલظΞΫγϣϯϓϥϯ ����ʢྩ̒ʣ
市ࣉࠃ ୈࠃ࣍ࡾࣉ市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
調市 調市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̏ʣ
Ҵ市 ୈ࢛࣍Ҵ市農جۀຊ計画 ����ʢྩ̏ʣ
౦ژ市 ୈ࣍�౦ژ市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̒ʣ
த市 ୈ࣍�த市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̑ʣ

&

খۚҪ市 খۚҪ市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̐ʣ
তౡ市 তౡ市産ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̑ʣ
౦େ市 ౦େ市農ۀৼڵ計画 ����ʢฏ��ʣ
市ཱࠃ 計画ڵৼۀ農࣍�市ୈཱࠃ ����ʢฏ��ʣ
ଟຎ市 ଟຎ市都市農ۀৼڵϓϥϯ ����ʢྩݩʣ
Ӌଜ市 ୈೋ࣍Ӌଜ市産ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̐ʣ
市ߐࠏ 計画ڵৼۀ市農ߐࠏ ����ʢฏ��ʣ
ଂ市 ଂ市農ۀৼجڵຊ計画 ����ʢྩ̑ʣ
生市 生市農ۀৼڵ計画 ����ʢྩ̏ʣ

'
ᐻݪଜ ʢ農ۀͷߦݱ計画ͳ͠ʣ ʵ
Ԟଟຎொ ʢ農ۀͷߦݱ計画ͳ͠ʣ ʵ

ɾ農ۀͷ計画ʹ͓͍ͯ͞ٴݴΕ͍ͯΔ都市農ۀɾ農地ͷ՝̏ྨ
� �� ߲ʹ整ཧͰ͖Δ
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各計画で言及されている課題をその性質・内容に応じて整理すると、３分類 11 項目に分
類できる。
まず、農業経営に関することとして、農業経営・営業の支援、担い手の確保・育成、生産・
加工技術支援、自然環境の変化への対応が挙げられる。
次に土地利用に関することとして、土地利用のゾーニング・集約化、農地保全（遊休化・
減少の抑制・税負担軽減）、多面的機能の発揮が挙げられる。
最後にまち（地域）に関することとして、地産地消の推進、異業種等の地域内連携、都
市農業・農地に関する周知・認知度向上が挙げられる。

ਤද���　֤市ொଜの農業ܭըʹ͓いͯٴݴさΕͯいΔओͳ՝

資料）各市町村の農業分野別計画より作成

②	多摩地域自治体アンケートにおける課題認識

文献調査結果を踏まえ、多摩地域の市町村が認識している課題の重みづけや共通性を見
出す観点から、本調査研究において実施した多摩地域自治体アンケートにおいて都市農業・
農地に関する課題認識の詳細を把握した。
選択数の上限を設けない条件においても、特に重要な課題を３つまで選択する条件にお
いても、上位３つの課題は「担い手の確保・育成」「農地保全（遊休化・減少への対応）」「農
地・農業に対する住民からの苦情の予防・対応」であった。
特に重要な課題について、グループ別にみると「農地保全（遊休化・減少への対応）」は
A～ Cグループにおいて、「農地・農業に対する住民からの苦情の予防・対応」はD、Eグルー
プにおいて特に高い傾向がある。

0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

͑ाצ ד（ԑـஷ度⌊内തඟۈ）

農業経営関Ԃ

 農業経営・営業ڛ˽
 ०⏜܊のΠడ・ʡࡆ
 生産・̷֯щڛݏ˽
 ϴҙのక化␐の対̔ࢩۋ

 （੧ࢧ改˭ܝ⌋˽ڛස開ेୖ）ר
 （ࡆのΠడ・ʡ܊⏜の०ࡅ農⌊ओഫ␂ऄܠк߱）ר
 （ԉ農業⌊ܹ民␐のଅ൴੧ࢪϴҙడ）ר
 ঘ（݁΄⌊ۀ΄ضの⑾①⑴ʕڿ੧）

ੈ地利用関Ԃ

 ੈ地利用の⑉⌤⑾・ܶ化
 農地డࢪ（കѧ化・բދの഼制）
 農地డࢪ（०Ԥբ）
 ओೌਘЯ૧ଷШ

 ঘ（農地のؽ௰化・௰ॹ化⌊܇たる०⏜܊␐のܶ）
 （ڡの౫ދ農地բ⌋ڡ農地のകѧ化の౫）ר
 ঘ（࣠इ੧の०Ԥբに␠る農地բދの౫ڡ）
 （農地のओೌਘ␂κ用）ר

␖⏹（地域）関Ԃ
 地産地ࠞޟ進
 地域内Ԓ
 ߁ঀ・ঀ度֦ܞ

 （⌊域内൪ড়促進੧ࡈݨৎ）ר
 （Ԓ੧ʓ業・֯ނ⌋産業化ہ⎡地域⏿の）ר
 （ʡ੧ߣ⌋߈の⏜⏚␤␍）ר

ɾ্Ґ̏ͭͷ՝ʮ୲͍खͷ֬อɾҭʯʮ農地อશʢ༡ٳ化ɾݮগͷର
Ԡʣʯʮ農地ɾ農ۀʹର͢Δॅຽ͔Βͷۤͷ༧ɾରԠʯ
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ਤද ��　֤市ொଜの農業ৼڵ෦๊͕ہえΔʮ農地・農業ʯʹ関͢ΔࠔΓ͝ͱʢ՝ʣʯ

ਤද ��　ʮ農地・農業ʯʹ関͢ΔࠔΓ͝ͱʢಛʹॏཁͳࠔΓ͝ͱʣʲ্Ґ３߲ɺάϧʔϓผʳ

		

⍁͑ा（߁ॆࢠժ␂⏯）⍂ ⍁特に݃വ␂͑ा（⎞⏼␖⏿）⍂

47%

20%

97%

20%

47%

10%

67%

50%

20%

33%

27%

37%

77%

7%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

農業経営・営農ڛ˽

地߈農産௮のୖස・␢ࢀのΠడ

०⏜܊のΠడ・ʡࡆ

生産・̷֯щڛݏ˽

ϴҙのక化␐のਚ̔ࢩۋ

ੈ地利用の⑉⌤⑾・ܶ化

農地డࢪ（കѧ化・բދ␐の対̔）

農地డࢪ（०␐の対̔）

ओೌਘЯ૧のଷШ

地産地ࠞޟ進（൪ড়のࢾڇ␗づく␢）

地域内のʓ業Ԓ

農地・農業のܞঀ・ঀ度֦߁

農地・農業に対するܹ民⏣␡のӘߌのഛ౫・対̔

⏵のऒ

ವͧ੨

(n=30)

13%

3%

77%

0%

17%

0%

57%

23%

0%

13%

3%

10%

37%

3%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

88%

88%

13%

73%

45%

64%

67%

44%

33%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

०⏜܊のΠడ・ʡࡆ

農地డࢪ（കѧ化・բދ␐の対̔）

農地・農業に対するܹ民⏣␡のӘߌのഛ౫・対̔

(n=8) A〈C

(n=11) D

(n=9) E
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（2）	都市農業・農地の活用
①	各計画における記述（認識）

	各市町村の活用意向を整理するため、各市町村が策定している農業分野の計画（図表	
44）を収集し、都市農業・農地の課題として言及されている内容を調査した。
言及されている活用視点を農林水産省が示す「都市農業の６つの機能」14 も参考に区分す

ると図表	48 のとおり７項目に分類できる。
また、１～５に示した機能は、各項目と親和性のある内容で整理できる。
一方、「住環境としての訴求」「地域産業の振興」の２項目は、農林水産省が示す機能に
はない項目となり、多摩地域の市町村固有の認識と整理できる。

ਤද���　都市農業・農地の׆༻ʹ関͢Δࢹ点

資料）各市町村の農業分野別計画より作成

14	 新鮮な農産物の供給、農業体験・交流活動の場、心やすらぐ緑地空間、災害時の防災空間、国土・環境の保全、都
市住民の農業への理解の醸成の６項目。

ɾ農ۀͷ計画ʹ͓͍ͯ͞ٴݴΕ͍ͯΔ都市農ۀɾ農地ͷ׆用߲̓ʹ
� 整ཧͰ͖Δ

0 Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

Θ市াऐԡ͜に⏢⏩るκ用のڭਮ都市農業⎡⏼のЯ૧

ɺ߮⌊ɺࢪ␂య␡⏯␐のκ用（ૈߋਘ␂地産地ޟ）
（ൽҍѹ基地ߣࢥの生ۀ΄ض）

⏣␂ߣ化のԛޑにκ用（農̼⑷⑄⑴⑾ࡈ⌊Ϊׁѹߣ␐のҍѹ）
農産௮のҍѹ1␂ࢥ߱

⌤③⑾⑄⑥⌤⑄␀⏯⏾のκ用（農業֠園のࡈ）
ϴҙΪߣ・ܪʡの߈␀⏯⏾κ用

農業ढ՛・֚൪κの2߈

ڸڥ業の߈␀⏯⏾κ用（ڥ農園の開設⌊ר␜۴⏜⏤ඬ۴の農業ढ՛）
（ڸڥ業ݨのڸ業ओΣ化⌏農Ԓ）

（ڡ౫تԄ۴のܕ⌋農地・農業ढ՛）κ用⏾⏯␀߈のԼֵのためのࠂ߮
ථڍ・化のడࢪにκ用（̤ඏ␂␁⌊ථڍਘ␂農の⏚るԔのడࢪ）

߮␜す␡⏨緑地ӡІ3

ঋ˺（⌤③⑾⑄⑥⌤⑄Πడ）⌊͖ࠟਲに␠るׅޢ˺ض̈́）ഛ౫␐のκ用΄ض
（⑵⌤⑾⑾①⑴⌏Eco-DRR⌋ࡈৄࠟ
ܕ˽̔⌋Խ用農業用ʞյض౫⌋ݨ߈ઽۀのκ用（ʤ⏿ۀѬ対̔̔΄ض
Ҁਮ⌊௮ݨࡩܶڳ）
（֝న地ࡈ設ܹॄ੧の̲）ҩ⏿のκ用΄ض

ӡІ4ضの౫ۀ΄ض

生௮の生ࣽϴҙ␀⏯⏾κ用（⑸⑃⑶⑺⌤のԋࡆ）
Լݙࠟ␂ࢪϴ␐のκ用（ˁࠟফ൭・డࠟに␠る̓ࢆのࠟۡ・ࠟඈ改ࢧ）

5ࢪϴҙのడ・ੈ

ܹ␗␜す⏜・ಥඋਘ␂ܹϴҙのPRにκ用（߱⏯⏜⑴①⑄⑊⑶のࣀѯ⌊ಥඋ
ਘ␂ן外のۢե⌊ࢩۋ␀ৄො⏯たٵऐ定ܹӡІのࡈ）
ܹ␗␜す⏜・ಥඋਘ␂ܹϴҙづく␢にκ用（農地డࢪԉੈ地区͜ࡈ൛ڸ業⌊
ੈ地利用ਬϩۀの農地ݎࣅ）

ܹϴҙ␀⏯⏾のࣀѯ6

Ё֟ࢀ␀⏯⏾のಥඋଷߨ・PRにκ用（ࢩۋϴҙをκ⏣⏯たֳ域Ё֟⌊
⑵⌤⑵⑅⑫⌊特ఐ␂ढ՛␀⏯⏾の⑾⑾化）
地域⏿の߱産業ݎࣅにκ用（ࣸࡕ業ഔউ⍿࠼ہहԉ農業⌊֯ނ業␀のԒ
に␠る⎡ہ産業化⌊ނਧ街␀のԒに␠る地域②⑴⑾づく␢）

地域産業の߰ҩ7
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②	多摩地域自治体アンケートにおける活用意向

文献調査結果を踏まえ、多摩地域の市町村が認識している活用意向の重みづけや共通性
を見出す観点から、本調査研究において実施した多摩地域自治体アンケートにおいて都市
農業・農地に関する課題認識の詳細を把握した。
アンケートの結果、「新鮮な農産物の供給」が最も多く、「教育・生涯学習機会の提供」「農
業体験・交流活動の場」「災害時の防災空間」「地域産業の振興」の順となった。
グループ別にみると「教育・生涯学習機会の提供」「災害時の防災空間」に対してはD
グループで割合が高く、「地域産業の振興」では Eグループで回答がなかった点等が特徴
として挙げられる。

ਤද���　֤市ொଜの農業ৼڵ෦ہのʮ都市農業・農地の׆༻ʹ関͢Δೝࣝʯʢෳճ・３つ·Ͱʣ

ɾʮ৽ͳ農産ͷڅڙʯ͕࠷ଟ͘ɺʮڭҭɾ生ֶ֔शػձͷఏڙʯʮ農ۀମ
ʯͷॱڵͷৼۀʯʮ地域産ۭؒࡂͷ࣌ࡂಈͷʯʮ׆ɾަྲྀݧ

73%

67%

33%

3%

30%

0%

7%

23%

0%

3%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農産௮のҍѹ␂ࢥ߱

ҡʡ・生ΈΪܪЯͥのਃҍ

農業ढ՛・֚൪κの߈

߮ɺ␡⏨緑地ӡІ

ӡІضの౫ۀ΄ض

ࢪϴҙのడ・ੈ

ܹϴҙのಥඋݎࣅ・ଷߨ

地域産業の߰ҩ

⏵のऒ

特に␂⏜

ವͧ੨

(n=30)

88%

63%

50%

25%

38%

73%

91%

36%

45%

27%

78%

56%

22%

22%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

農産௮のҍѹ␂ࢥ߱

ҡʡ・生ΈΪܪЯͥのਃҍ

農業ढ՛・֚൪κの߈

ӡІضの౫ۀ΄ض

地域産業の߰ҩ

(n=8) A〈C (n=11) D

(n=9) E
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③	各分野の政策への活用状況

多摩地域自治体アンケートでは、「農地・農業」を活かした施策の実施状況について、農
業振興部局だけでなく企画部局にも尋ねた。また、本設問は 2017（平成 29）年度調査研究
においても尋ねており、時系列で比較できる。
これらの調査結果15を示したものが図表	50である。企画部局・農業振興部局ともに「教育・
子育て」「商工・観光」「環境」「景観保全、自然・生態系保全」「防災・減災」等は過半数
が変わらず各政策分野で活用している様子が分かる。
一方で、「シティプロモーション・ブランディング」「障がい者福祉」は企画部局・農業
振興部局ともに大幅な増加傾向にある点が特徴として挙げられる。また、農業振興部局で
は「交通・物流」分野の割合が大幅に増加している。

ਤද���　֤市ொଜの֤ࡦʹ͓͚Δʮ農地・農業ʯΛ׆༻͠たࡦࢪの࣮ࢪঢ়گ��

15	 企画部局は実施状況・意向の選択肢のうち「１．既に実施しており、取り組みの拡充を予定」「２．既に実施しており、
今後も継続予定」「３．関係部局との調整は終了し、実行に移す段階」の回答を合わせた割合。農業振興部局は連
携があると回答した割合。

16	 2017 年（平成 29）度調査研究では、市街化区域農地を有する市町村のみを対象としてアンケートを実施したため、
2024（令和６）年度の結果についても檜原村、奥多摩町の両町村を除いた 28 団体で集計した結果を示している。

ɾʮγςΟϓϩϞʔγϣϯɾϒϥϯσΟϯάʯʮো͕͍ऀࢱʯ͕େ෯ͳ
� ૿Ճ

【企画部局】 【農業振興部局】
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2-3．都市農業・農地の課題と活用に関する各主体の動向・意向
（1）	市町村が重要と認識している課題について
①	農地利用に関心を有する主体

多摩地域自治体アンケートにおいて、各市町村が「農地利用に関する意向・問い合わせ」
を受けたと回答した割合を示したものが図表	51 である。
2017（平成 29）年と 2024（令和６）年を比較すると新規就農者、障がい者福祉に関わる
福祉法人が大幅に増加しているほか、地域住民・市民、学校・大学等の教育機関、飲食店
の割合が増加傾向にある。
2017（平成 29）年以降の環境変化として、都市農地貸借円滑化法の施行（26 ページ）や
農地取得の下限面積要件の廃止（14 ページ）のほか、農福連携の政策推進（38 ページ）等
が影響しているものと考えられる。

ਤද���　֤市ொଜ͕ʮ農地ར༻ʹ関͢Δҙ・い߹ΘͤʯΛड͚たओମ

ɾ৽نब農ऀɺো͕͍ऀࢱʹؔΘΔࢱ๏ਓ͕େ෯ʹ૿Ճ

36%
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14%

14%
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11%
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7%

0%

7%
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21%
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7%
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0%
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②	農地を所有していない市民が新たに農地を取得した事例

多摩地域自治体アンケートにおいて、2023（令和５）年４月１日の農地法改正以後、農
地を所有していない市民が新たに農地を取得した事例の有無・件数を示したものが図表	52
である。
事例があると回答した割合は 33.3% で 10 団体あった。そのうち、取得した事例が 11 件
以上と２団体が回答している。
なお、グループ別にみると、A～ Cグループで事例を有する団体が多くなっており、ヒ
アリング調査結果も踏まえると、農地付きの住宅を購入する事例が増えているようである。

ਤද���　農地Λॴ༗ͯ͠いͳい市ຽ͕৽たʹ農地Λऔಘ͠たྫࣄ

注釈）中段のグラフにおける n=12 は上段のグラフにおいて「有」「無回答」と回答した団体の数

ɾ͕͋ྫࣄΔͱճׂͨ͠߹ �����ͱ ��ஂମͰɺಛʹ"ʙ $άϧʔϓͰ
ଟ͘ΈΒΕΔ
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ഋ ವ ವͧ੨
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③	農地を保全していくことについて

各市町村が農業分野の計画（図表	44）を策定する際に、住民や農業者に対してアンケー
トを実施 17 している。これらのアンケートでは概ね「農地を保全していくこと」について
の意向を尋ねており、総じて肯定的な回答が多数を占めている 18。

ਤද���　農地อશʹର͢ΔҙࣝʢॅຽΞϯέʔτのྫʣ

資料）武蔵野市「武蔵野市農業振興基本計画」（2023（令和５）年度修正版）より引用（https://www.city.musashino.
lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/945/kaiteiban2023.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

農業者は後継者確保のほか、税負担や住民との関係で農業継続に問題を認識している
ケースが多い 19（図表	54）。一方で、住民は農業・農地に問題を感じていない人が多いものの、
耕作放棄や農薬散布、土埃等について問題を感じている層が一定割合いる（図表	55）20。
これらのデータは、市町村が「農地・農業に対する住民からの苦情の予防・対応」を重
要な課題として位置付けていることを裏付けるものである。

17	 図表	53 ～図表	56 は、各市町村調査結果を概観し、全体の傾向を分かりやすく示している市町村を一例として取り
上げたものである。

18	 最新の農業振興分野計画（図表	44）において同種の質問が確認できる、青梅市、日野市、国立市、稲城市、瑞穂町
では９割以上が肯定的な回答をしており、武蔵野市、府中市、狛江市、清瀬市、東久留米市でも５～８割が肯定的
な回答をしている。

19	 最新の農業振興分野計画（図表	44）において同種の質問が確認できる、府中市、調布市、清瀬市、東久留米市、武
蔵村山市でも似た傾向にある。

20	 最新の農業振興分野計画（図表	44）において同種の質問が確認できる、調布市、小金井市でも似た傾向にある。

ɾॅຽɾ農ऀۀͱʹʮ農地Λอશ͍ͯ͘͜͠ͱʯʹߠఆతҙ͕ݟଟΛ
ΊΔ͕ɺͦΕͧΕΛ͍ͯ͡ײΔҰఆׂ߹͍Δ

調査対象（一般市民）

今回

調査年月 平成17年12月 平成22年6月 平成27年7月 令和3年8月

住民基本台帳より無作為抽出 1,500 1,500 1,500 1,500

回収件数 530 558 678 542

回収率 35.3％ 37.2％ 45.2％ 36.1％

回答者の概要

・女性が 53.1％、男性が 44.8％

・年齢は 70歳以上が約 24％、50歳代が約 20％、30・40・60歳代が 10％台、20歳代が 8.4％

・職業は会社員（35.2％）が最も多く、専業主婦・主夫（18.3％）、無職（退職者）（17.2％）と続く。

＜武蔵野市農業とその役割・期待について＞

(n=542) 実数 構成比

１ 知っている 449 82.8％

２ 知っているが、農地を見たことはない 52 9.6％

３ 知らない 41 7.6％

(n=542) 実数 構成比

１ 農地はさらに増やしていくべきである 79 14.6％

２ 今ある農地はできるだけ残してほしい 342 63.1％

３ 農地はだんだん減っていっても仕方ないと思う 54 10.0％

４ 農地を公園・緑地など公共的な場として活用するべきである 31 5.7％

５ 農地を住宅地に活用すべきである 8 1.5％

６ 特になにも思わない。あまり関心がない 13 2.4％

７ その他 10 1.8％

無回答・無効な回答 5 0.9％

(n=542) 実数 構成比

１ 感じている 196 36.2％

２ 少しは感じている 199 36.7％

３ 感じていない 142 26.2％

無回答 5 0.9％

54
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ਤද���　農地อશ・׆༻の՝ʢ農業ऀのΞϯέʔτのྫʣ

資料）西東京市「第３次西東京市農業振興計画」（2024（令和６）年３月）より引用（https://www.city.nishitokyo.
lg.jp/siseizyoho/sesaku_keikaku/keikaku/sangyou/nougyou/dai3jinougyousinkoukeikaku.fi	les/zenpen.pdf）最
終確認日 2024 年 12 月 25 日

ਤද���　農業・農地のʢॅຽΞϯέʔτのྫʣ

資料）稲城市「第四次稲城市農業基本計画」（令和３年３月）より引用（https://www.city.inagi.tokyo.jp/shisei/keikaku
_hokoku/kankyou/daiyojinougyoukihonnkeikaku.fi	les/kihonnkeikakuhonnpenn_R5kaiseigo.pdf）最終確認日
2024 年 12月25日

15

〇防災の観点からも農地保全に目が向けられている。

令和５年（２０２３）３月３１日現在、生産緑地全体の面積１０,５４０ａのうち約１,０５１ａ（約１０%）の農地

が災害時協力農地*に登録されています。災害時協力農地は、災害時の避難場所等として活用すること

が取り決められており、農業・農地の持つ多面的機能のひとつとして、市民の安全・安心な暮らしを守る

役割を担っています。農業者が農業や農地の持つ役割として期待することの３位に、「災害発生時の避

難先としてのオープンスペースの確保」が挙がっています（８ページ「（農業者意向調査）これからの農業

や農地が持つ役割について重要なこと」グラフ参照）。

災害時協力農地の面積（ａ）

区分 平成３１年３月３１日 令和５年３月３１日

市内生産緑地 11,348          １０，５４０

うち、災害時協力農地（割合） １,２９８．６７（１１．４％） 1,0５１.７８（１０．０％）

資料：西東京市危機管理課          

〇相続時の税負担が、農地保全・活用上の課題となっている。

農地保全・活用の課題として、「相続時の税負担が課題」と挙げる農業者が約７５%を超えています。

（農業者意向調査）農地保全・活用の課題

〇農業や農地が持つ役割として、新鮮で安全な農産物の供給のほか、まちの“みどり”（景観）としての機

能が期待され、市民の暮らしのなかで大きな役割を果たしている。

農業や農地に関するイメージとして、「新鮮な野菜を供給している」と感じている市民が約５０%いる

ほか、「季節を感じることができる」、「まちの緑を豊かにしている」 と感じている市民が約４０%以上お

り、高い数値となっています。また、農業や農地が持つ役割として期待することに、「市民の日常生活へ

の新鮮で安全な農産物の供給」、「学校給食等での、新鮮で安全な農産物の供給」、「子どもたちが学校

教育や情操教育のなかで、農業に触れる機会の創出」に次いで、「まちなかに農地がある景観風景」が

４位に挙がっています。

また、子どもの農業のイメージとしても、「キャベツ」に次いで、「住宅地の近くにある畑の風景」が半数

以上挙がっており、子どもにとっての原風景となっていることがうかがえます。

75.2%

48.7%

34.2%

34.2%

24.4%

23.5%

15.0%

11.5%

8.5%

1.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

相続時の税負担が課題

固定資産税などの税負担が課題

営農環境の悪化（周辺宅地住民との関係など）

農業資材・肥料等の価格高騰

後継者の確保が課題

農地・施設維持のための経費が課題

規模拡大が難しく、農業収入の拡大が見込めない

施設整備への投資が難しい

農作業の人員不足により、農地の積極的な活用ができないことが課題

その他

n=２３４

複数回答

- 36 -

このように、経営の規模や形態、作付品目によって異なる所得状況や農業を取り巻く課

題等を分析し、タイプごとに経営体モデルと所得目標を設定し、農業経営を効率的・安定

的なものとするため、経営基盤を強化しなければなりません。

さらに、それらの経営体モデルを実現し、活力ある農業経営を行うためには、稲城農業

をリードする中核的な農業者を育成しなければなりません。そのため、経営意欲のある農

業者を認定農業者として位置づけ農業経営の面から、継続的に支援する必要があります。

また、農業者個人のみならず、農業団体に対しても積極的に活動を支援し、地域全体の

農業経営がより安定的なものになるような施策を講じなければなりません。

（２）環境との調和

①地域環境との調和

市民アンケートの結果によると、都市農地との共存が図られており「特に問題と感じる

ことはない」が41.9％で、市民の理解が得られていることが分かります。農業・農地の

問題については、「充分利用されていない・荒れている農地がある」が21.5％、「農薬

散布が気になる」が15.6％となっています。都市化の中で、従来からある農地に隣接し

て住居を構えるケースが多く、農薬散布などに関する苦情が一定数寄せられています。こ

うした現状の中、減農薬などの自然環境に配慮した生産方法の推進や堆肥の積極的な利用、

防薬や防臭対策など周辺環境や地域住民に配慮した施策を推進しなければなりません。

（市民アンケート P.80参照）
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（2）	都市農業・農地の活用（多面的機能の発揮）に関する意向

従来は各市町村の農業分野計画の策定における、住民や農業者に対するアンケートでは、
都市農業・農地に「期待すること」といった表現で多面的機能に関する意向が把握されて
きた。ここ数年は、国や東京都の傾向と同じく、多面的機能といった表現で、意向把握さ
れつつある。
それらのアンケートを概観すると、農業者・市民ともに、環境的機能（生態系、景観、
気候調節等）に関しては高い評価をする傾向にある 21。
一方、農業者と市民を比較すると、農業者は相対的に防災機能を評価し、市民は教育機
能を評価する傾向がある 22。

ਤද���　農地の࣋つଟ໘ੑ・農業ʹついͯॏཁͩͱ͜͏ࢥͱʢ農業ऀ・ॅຽΞϯέʔτのྫʣ

ʢத市ɿ農ऀۀʣ

ʢத市ɿ市ຽʣ

注釈）府中市：農業者、府中市：市民の見出し及び赤枠・青枠を加筆している。
資料）府中市「第４次府中市農業振興計画」（2023（令和５）年９月変更）より引用・加工（https://www.city.fuchu.

tokyo.jp/gyosei/kekaku/kekaku/gyosei/nogyoshinko/dai4jinougyoukeikaku.html）最終確認日 2024 年 12 月 25
日

21	 最新の農業振興分野計画（図表	44）において同種の質問が確認できる、武蔵野市、調布市、小金井市、日野市、東
村山市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、西東京市、瑞穂町で
も似た傾向にある。

22	 最新の農業振興分野計画（図表	44）において同種の質問が確認できる、調布市、東大和市、東久留米市、武蔵村山
市、西東京市でも似た傾向にある。

ɾ農ऀۀɾ市ຽͱʹɺڥతػʢ生ଶܥɺ؍ܠɺީؾ調અʣΛ͘ߴධՁ
͠農ऀۀ૬ରతʹػࡂΛɺ市ຽڭҭػΛධՁ͢Δ
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３.	今後の展望と課題　～実現したい未来に向けて～

（1）	2030 年代初頭の未来に向けた展望　～趨勢の未来～

①	農地を減らさない未来
図表	43 において示したとおり、近年（2019（令和元）年度～ 2022（令和４）年度の３カ年）
の農地面積の推移をみると、多摩地域全体で 5,522ha から 5,286ha へ 4.28% 減少、宅地化農
地に限っては 12.75% 減少、生産緑地地区では 4.55% 減少と市街化区域農地の減少率が大き
い。
仮にこの３カ年の各農地種別の減少率が今後も継続すると仮定した場合には、2031（令
和 13）年には宅地化農地が 352ha、生産緑地地区が 2,206ha となり、農地面積は 4,726ha
と 10%程度の減少になることも見込まれる。
この農地面積は、例えば、東京都が「緑確保の総合的な方針」において確保する特定生
産緑地としている面積 2,497ha と比較すると 300ha 程度下回るほか、都市づくりのグラン
ドデザインで掲げている「緑の総量を減らさない」という目標とも異なる水準となる。
各市町村ではそれぞれの土地利用の状況が異なり、策定する各種計画において独自の目
標を設定しているところではあるが、周辺の状況も踏まえると、これまでよりも「農地を
減らさない」という課題に向き合っていくことが求められる。

ɾޙࠓͷలͱͯ͠ɺ਼ͷ··Ͱɺ農地ݮগෆՄආͰ͋Δɻͦͷ݁Ռͱ
ͯ͠ɺऔ͕ਐΉ都市農ۀΛ׆用͢Δʢଟ໘తػΛൃ͢شΔʣൣғͷॖখ
ݒ೦͞ΕΔ

ɾʮ農地ΛݮΒ͞ͳ͍ະདྷʯʮ都市農ۀΛ׆用͢ΔະདྷʯΛ࣮͍ͨͯͤ͘͞ݱΊ
ʹɺ市ொଜଟ༷ͳ୲͍खͷ֬อҭɺظ͞ΕΔଟ໘తػͷ計画తൃ
͚ͦͯʹͱ͍ͬͨ՝Λղܾ͍ͯ͘͠ඞཁ͕͋Γɺ͜ΕΒͷ՝ղܾش
ͷج൫ͱͯ͠ʮ農͕ͭͳ͙ʯίϛϡχςΟͷܗʹऔΓΈɺ·ͪͮ͘Γ
ͱͯ͠૬తʹਪਐ͍ͯ͘͜͠ͱ͕ॏཁͰ͋Δ

ɾ਼ͷ··Ͱ農地ݮগෆՄආ
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ਤද���　市ொଜάϧʔϓ・農地छผ͝ͱの農地໘ੵの༧ଌʢ୯ҐɿIBʣ

注釈）図表	43 に示した 2019（令和元）～ 2022（令和４）年の３カ年の農地種別農地面積減少率を乗じることで将来面
積を試算している。

資料）2022（令和４）年の値は東京都「東京の土地 2023（土地関係資料集）」より作成（https://www.toshiseibi.metro.
tokyo.lg.jp/seisaku/tochi/）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

②	都市農業を活用する未来

①に示したとおりに農地面積が減少すれば、農地があることで発揮される環境保全の機
能は連動して減少していくことが見込まれる。
一方で、現存する農地に対して新たな仕組みを設けることで多面的な機能を付加させて
いく取組は、障がい者福祉やシティプロモーション等の領域において広がりがみられ、多
面的機能がより多く発揮される未来も期待できる。

（2）	市町村が取り組むべき課題　～実現したい未来に向けて～
①	農地を減らさない未来　～多様な担い手の確保育成～

市町村が生産緑地等の買取を行い、農業公園・市民農園等として整備することで農地保
全に取り組むことも考えられるが、すべてを買い取ることはできないため、前述した農地
面積減少幅を埋めることができない。基本的に民有地である農地の保全に向けては、現行
の法制度の枠組みを踏まえると、農地所有者自身もしくは相続人が「農業・農地利用を継
続する」ことが何よりも重要となる。
多摩地域の市町村ヒアリング等の結果を踏まえると、農地減少の最も大きな要因は「相

農地ೌ*ࡩ計+ 宅地化農地 生産緑地 市街化調整区域農地
2022
(ඝ和�)

2031
(ඝ和13)

ࣳբ 2022
(ඝ和�)

2031
(ඝ和13)

ࣳբ 2022
(ඝ和�)

2031
(ඝ和13)

ࣳբ 2022
(ඝ和�)

2031
(ඝ和13)

ࣳբ

Ａ"Ｃ
*�ॶढ+

3,080 2,817 -8.54% 300 207 -30.88% 898 774 -13.83% 1,881 1,835 -2.45%

Ｄ
(11ॶढ)

1,497 1,271 -15.10% 166 102 -38.19% 1,335 1,169 -12.49%

Ｅ
(�ॶढ)

367 306 -16.66% 63 42 -33.47% 304 264 -4.59%

Ｆ
*�ॶढ+

342 333 -2.81%

ढࢪ
(30ॶढ)

5,286 4,726 -10.59% 529 352 -33.48% 2,537 2,206 -4.55% 1,881 1,835 -2.45%

ɾ農地໘ੵݮগʹ͍ɺଟ໘తػͷݮগݒ೦
ɾҰํͰɺ৽ͨͳΈʹΑΓଟ໘తػΛՃ͢Δಈ͖ʹ͕Δ

ɾ農地ॴ༗ऀͦͷ૬ଓਓʹΑΔ農ۀɾ農地ར用ͷଅਐͱɺ農地ॴ༗ऀ͕৽ͨ
ͳओମʹ農地Λച٫ɾିआ͢Δ͜ͱͰɺ農ۀɾ農地ར用Λܧଓ͍ͤͯ͘͜͞
ͱͷ྆ྠ͕՝
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続」である。相続人が農業を継続するにしても相続税の支払いのために農地の一部をやむ
なく売却することで農地減少したり、相続人が農業・農地利用を希望せず、農地減少した
りする。
このため一義的には、農地所有者やその相続人による農業・農地利用を促進できていな
いことが課題となる。現在は、農地貸借の円滑化、新たな農地所有に対する規制の緩和等
があり、多様な主体が農地を所有・利用できる環境が整いつつあるほか、実際に多様な主
体の農地取得・利用事例も確認されているところである。
そのため、農地所有者が新たな主体に農地を売却・貸借することで、農業・農地利用を
継続させていくことも大きなテーマとなる。言い換えれば、「農地を減らさない未来」に向
けて、今後もさらに多様な主体の農地所有や適正な利用・管理を促進していくことが重要
である。

②	都市農業を活用する未来　～期待される多面的機能の計画的発揮～

まず、環境保全の機能を維持していくためにも、「農地を減らさない未来」を実現してい
くことが重要である。
加えて、新たな仕組みを設けることで多面的な機能を付加させていく取組はさらに広げ
ていく余地があるため、これを計画的に発揮させていくことが重要である。
市町村及び農業者、住民の意向、さらには国・東京都の政策動向も踏まえると、新鮮な
農産物の供給のほか、教育、防災、福祉等の機能は特に発揮・促進が期待される。
これらの機能発揮にあたっては、農地が置かれた地理的特性や、当該農地に関わる人々
の働きかけが大きく影響することから、各市町村や市民・企業等が各地域・農地の特徴を
踏まえながら計画的に取り組んでいくことが重要である。
また、多面的機能の発揮はその特性に応じて農地利用者、農地近隣住民、広域の住民等
その受益は多岐にわたるにも関わらず、多面的機能の維持・発揮の役割は農地所有者・農
業者の善意に頼っている状況も散見される。故に農地所有者・農業者の一存で多面的機能
が発揮されなくなることも考えられる。
都市農業を活用する未来を拡張し、確実なものとしていくためには、その機能を発揮・
享受したいと思える主体が農地保全・利用に参画でき、多様な主体が連携することで計画
的に機能発揮できるような環境づくりを進めていくことが課題となる。

ɾ৽ͨͳΈΛઃ͚Δ͜ͱͰଟ໘తͳػΛՃ͍ͤͯ͘͞औΛ͍ͯ͛
͘͜ͱ͕՝ɻಛʹڭҭɺࡂɺࢱͷػಛʹൃشଅਐ͕ظ͞ΕΔ
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③	農地保全・多面的機能発揮の基盤となる「農でつなぐ」コミュニティの形成

「農地を減らさない未来」「都市農業を活用する未来」に向けた直接的な課題については
①及び②に示したとおりであるが、これらの課題解決を図っていくためには、その前提の
整備が必要になると考えられる。
繰り返しになるが、農地は私有地であるため、農地保全・利用について、結局は農地所
有者の判断に委ねるしかない。
そのため、市町村ができることとしては、既存制度を十分に活用することで、農地所有
者ないしはその後継者が、農業を続けよう、誰かと共に農地利用を展開しよう、貸借によっ
て、他の主体に委ねることも含めて、そう思える環境を作っていくことが重要である。
つまり、農地所有者・後継者が、多面的機能が発揮された農地利用（半ば公益的な農地
利用）を共に目指したいと思える仲間とつながる必要となる。
農地所有者・後継者が農地保全・利用を継続したいと思える確率を高めていくために、
農地保全・利用を共に為したいと思える関係性（つながり）を当該地域・市町村内に育ん
でいくことも市町村が取り組んでいく課題であると考えられる。
つながりを作っていく視点としては、農地所有者・農業者と近隣住民、地域住民、市町
村内の農業振興部局と他部局等が考えられる。

①②に示した直接的な課題解決に加えて、「農でつなぐ」コミュニティの形成を課題とし
て位置付け、これらの課題解決をまちづくりとして相乗的に取り組んでいくことが、「農地
を減らさない未来」「都市農業を活用する未来」に向けた近道なのではないだろうか。

ɾ農地ॴ༗ऀɾ͕ऀܧޙୗͤΔͱ͑ࢥΔ৽ͨͳ୲͍खͱͭͳ͕Γɺ農地ॴ༗ऀɾ
Ί͍ͯ͘͜ͱ՝ߴΔ֬Λ͑ࢥଓ͍ͨ͠ͱܧ農地อશɾར用Λ͕ऀܧޙ



65

第
Ⅲ
章

第ᶙ章　ݱঢ়Ѳ～����ॳ಄のଟຎ地Ҭʹ͓͚Δ都市農業・農地のలͱ՝～

ਤද ��　市ொଜ͕औΓΉ͖՝のߏ・ߏ

農地を減らさない未来 都市農業を活用する未来

解決に向けた
相乗関係

・農地は減少トレンドが継続。

・このままでは東京都が掲げ
る目標も達成できないおそ
れ

課題 多様な担い手の確保育成 多面的機能の計画的発揮

「農でつなぐ」コミュニティの形成

・多面的機能に着目した取組
の広がり。
・ただし、その発揮は農地所
有者・農業者の善意依存
（継続不安定）も散見

現状・問題

・農地所有者やその後継者に
よる農業・農地利用を促進
・多様な主体の農地所有や
適正な利用・管理を促進

・機能を発揮・享受したい主
体が農地保全・利用に参画
でき、計画的に機能発揮で
きるような環境づくり

負の
影響

計画的な機能発揮が
新たな担い手を生む

新たな担い手が
多様な機能を発揮

させる

新たな担い手の
参画を得ることで
コミュニティが活性化

コミュニティが
新たな担い手
を発掘

多面的機能を
きっかけとした
新たな参画が

コミュニティを活性化

コミュニティが
新たな機能への着目や
利用を計画・促進
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第Ⅳ章	 事例分析
～実現したい未来に資する先駆的な取組の分析～

本章ではⅢ章で整理・分析した今後の展望と課題を踏まえ、実現したい未来（農地を減
らさない未来、都市農業を活用する未来）に向けた課題解決の示唆を得る観点から、全国（多
摩地域と地理的条件が類似する三大都市圏）の先駆的な取組事例を分析・紹介する。
本調査研究においてヒアリングを実施し、その取組事例を分析・紹介するのは以下の事
例である。

ਤද ��　ੳ・հ͢Δઌۦతͳऔྫࣄ

औྫࣄ ओମࢪ࣮
՝ղܾͷࣔࠦ

ଟ༷ͳ
୲͍ख

ଟ໘త
ػ

ίϛϡχ
ςΟܗ

ʢ�ʣωΫετϑΝʔϚʔ制度 ฌݝݿਆށ市 ˕ ʓ

ʢ�ʣΘ͘Θ͘都ຽ農ԂখۚҪ
౦ژ都
Ұൠࣾஂ๏ਓখۚҪ市
ձڠ͓ͪ͜͠·ޫ؍

˕ ˕ ˕

ʢ�ʣେࡕ農ͭۀͳ͙ϓϩδΣΫτɾ
ͭͳ͙ηϯλʵ େࡕ ˕ ˕ ʓ

ʢ�ʣӋ生νϟϨϯδϑΝʔϜ Ӌ生市ݝۄ࡛ ˕ ˕ ʓ
ʢ�ʣத区Ͱͷ地域計画ࡦఆ Ѫݹ໊ݝ市 ˕ ˕ ʓ
ʢ�ʣా地区Ͱͷ地域計画ࡦఆ େࡕަ市 ʓ ʓ
ʢ�ʣઍ༿市ͭͨ͘ ઍ༿ݝઍ༿市 ˕ ˕
注釈）◎は各取組で当初意図していた課題、〇は各取組で解決の工夫が図られていると考えられる課題

各事例の分析・紹介に関しては、課題解決に向けた示唆を得るという観点から、参考と
なる情報を以下の構成で整理している。

ਤද ߏੳ・հのྫࣄ　��

˙՝ղܾͷ1PJOUɿ࠷େ̏ͭͷϙΠϯτΛհ
Ңʗऔͷओମʗऔͷ֓ཁܦɾܠͷ֓ཁɿऔͷഎྫࣄ˙
˙՝ղܾʹ͔ྫࣄ͚ͯΒಘΒΕΔࣔࠦ
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１.	ネクストファーマー制度（兵庫県神戸市）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿࣄΛଓ͚ͳ͕ΒͰֶͼɺࢀೖͰ͖Δํ๏ʢෑډͷ͍ब農૾ʣΛఏࣔ
1PJOU̎ɿೝఆݚम͕ؔػఆΊͨΧϦΩϡϥϜͷཤमʹΑͬͯ農ۀࣝɾٕΛ୲อ
1PJOȔɿೝఆݚमؔػΛհͨ͠৴པͷܗʹΑΔ地域Ͱͷିआͷԁ化

事例の概要
˙औのഎܦ・ܠҢ
・神戸市では 2015（平成 27）年から「神戸里山暮らし」を推進しており、古民家カ
フェの開業やリモートワークでの移住等の実例が生まれたものの、農業・農地利用
にまで結びつかないところに課題感を持っていた。

・一方で当時、神戸市では 10a 以上の規模で、また、新規就農者の場合は概ね 1,200
時間以上の研修を履修しなければ農地を借りることはできず、本業をしながら農業
に参画していくのが難しい状態にもあった。

・コロナ禍でリモートワークの広がりがみられたこともあり、移住を伴わない半農半
X需要も高まっていたことから、2021（令和３）年８月に神戸ネクストファーマー
制度を創設し、農業（農地管理）の担い手の拡大を図っていくこととした。

˙औのओମ
・神戸市が委託した一般財団法人神戸農政公社が事業全体の管理を担っている。
・認定研修機関は、それぞれの技術・農法に応じた研修を実施している。

ओମ ओͳׂ
ਆށ市農計画՝ ɾຊۀࣄͷا画ཱҊɾ࣮ࢪʢۀҕୗʣ

Ұൠஂࡒ๏ਓ
ਆށ農ެࣾ

ɾೝఆݚमؔػͷೝఆɺωΫετϑΝʔϚʔऀ֨ࢿͷཧ
ɾೝఆݚमؔػ
ʢ͜͏Ռथͷब農ֶߍʢਆށωΫετϑΝʔϚʔίʔεʣʣ

ೝఆݚमؔػʢ̕ஂମʣ
ʢ����ʢྩ̒ʣ�݄̎ࡏݱʣ

ɾݚमͷجຊΧϦΩϡϥϜ࡞ɺݚमͷ࣮ࢪ
ɾݚमޙͷϑΥϩʔʢ農地ͷѺટɺ地域ͱͷͭͳ͕Γɾ調整ࢧԉʣ

ʲೝఆݚमػ関ͱݚम໊Ұཡʳ
໊ؔػमݚ म໊ݚ ಛ

༗ݶձࣾ-VTJF ϚΠΫϩϑΝʔϚʔ
ζεΫʔϧ

Ճͮ Γ͘ɺ&"5�-0$"-�,0#&�'"3.&34�
."3,&5ͰࡊͷൢചମݧΛ͢Δ΄͔ɺݚमڌ
ͷݹຽՈͰཬࢁΒ͠ ମݧͰ Δ͖ɻ

ҭͪɹ্農Ԃ ॥ܕΦʔΨχοΫ
࡞ࡊΓ

ΦʔΨχοΫίϯςετͰडྺ͕͋Δ༗ػ
+"4ೝఆ農ՈͷԼͰɺ4%(TΛҙࣝͨ͠ಠࣗ農๏
Ϩετϥϯͱͷܖഓɾग़ՙ調整ʹ͍ͭ
ֶͯͿ ͱ͕͜Ͱ Δ͖ɻ

#*0�$3&"5034 ༗ػ農ݚۀम
$4"ʢ$PNNVOJUZ�4VQQPSUFE�"HSJDVMUVSFʗ
生産ऀͷઌ͍ʹΑΔఆ͓ظಧ͚ศʣɺ৽نब
農0#ΛؚΉάϧʔϓͰϑΥϩʔ͕Մɻ
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໊ؔػमݚ म໊ݚ ಛ

߹ಉձࣾΤʔεΫʔϧ ि農ۀक़ 農9Λํ͢ࢦΛରͱ͠ ͓ͯΓɺ農9Λ
࣮ફ͢Δޫ؍農Ԃͷࢹ͏ߦɻ

.PSOJOH�%FX�'BSN ࣗવ農ब農ऀݚम ෆىߞɺແංྉɺແ農ༀഓΛֶͿ ͱ͕͜Ͱ Δ͖ɻ

Ұൠஂࡒ๏ਓ�ਆށ
農ެࣾ

͜͏ Ռथͷब農ֶߍ
ʢਆށωΫετϑΝʔ
Ϛʔίʔεʣ

Ռथഓʹ͍ͭͯɺ͔ૅجΒֶͿ ͱ͕͜Ͱ Δ͖ɻ

ਆֶށӃେֶɾฌݿ
ߕ農ڠۀಉ߹ ָ農ΞΧσϛʔ ਆֶށӃେֶࢣߨʹΑΔֶ࠲ͱɺ+"ฌݿߕʹΑ

Δ࣮地ݚमͰ෯͍͕ࣝʹͭ͘ɻ
/10๏ਓΦϧλφ
ςΟϒϏϨοδ

ࣗવഓҴ࡞εΫʔ
ϧ ࣗવഓʹΑΔҴ࡞ΛֶͿ ͱ͕͜Ͱ Δ͖ɻ

߹ಉձࣾཅͩ·Γ農
Ԃ

ఱ地༗͓ػถͷ͕ͬ
͜͏ ༗ػ農๏ʹΑΔҴ࡞ΛֶͿ ͱ͕͜Ͱ Δ͖ɻ

資料）神戸市「神戸ネクストファーマー制度」より作成（https://www.city.kobe.lg.jp/a99375/business/sangyoshinko/
industry/sinkisyuunousya/kobenextfarmer.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

˙औの概ཁ
ʻೝఆݚमػ関͕࣮͢ࢪΔΧϦΩϡϥϜのཤमʼ
・希望者は自身の志向や参加できる条件を踏まえて、認定研修機関の中から受講を希
望する団体に応募する。

・農業・農地管理に必要な知識・技能（土づくり、栽培管理、出荷調整等）を約 100
時間のカリキュラムで研修として構成・実施している。

・毎月数日の研修を半年～１年かけて履修していくため、本業で働きながらも履修す
ることが可能になっている。

ʻཤमޙのҠॅ・農地ିआʹ関͢Δࢧԉʼ
・制度発足前に農業委員会と調整を行い、カリキュラムを履修すると、ネクストファー
マー資格者として認定され、神戸市内の 10a 未満の小規模な農地を借りることがで
きる。

・認定研修機関のほとんどは地元で農業を生業としている農業者であることから、研
修を通じて地元農業者との関係づくりができている状態で営農を開始できる。

・さらにネクストファーマーが農地を借り受けやすくするため、認定研修機関が地域
とのつなぎ役を担い、修了生が農業を開始した後も、フォローしている。

・また、就農と共に移住を希望する人に対する支援として、農政計画課と市内 13 町
にある出張所が連携し、ネクストファーマーの移住相談を農村定住促進コーディ
ネーター等につなぐことができる体制も構築している。
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ʲਆށωΫετϑΝʔϚʔ制度の概ཁʳ

資料）神戸市「神戸ネクストファーマー制度」より引用（https://www.city.kobe.lg.jp/documents/46389/
summary-kobenextfarmer.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ʻ͜Ε·Ͱの࣮ʼ
・神戸ネクストファーマー資格者は 128 名（2024（令和６）年 12 月末時点）であり、
20 ～ 30 歳代の若者層、定年退職後の年齢層が多く、家庭菜園の延長、自分に合っ
た農業スタイルを志向する層に受け入れられている。

・認定研修機関のうち、有限会社 Lusie の代表は一般社団法人 KOBE FARMERS
MARKET の代表にも就いており、市が推進する「EAT LOCAL KOBE」の中
心的な役割を担っている。ネクストファーマーが販路を開拓する際に、「EAT
LOCAL KOBE」で運営しているファーマーズマーケットで販売体験できるように
するなど、市施策が認定研修機関を介して、生産から販売まで連関する事例もみら
れている。

1 1200

YES

1000

NO 100

YES

100 1000
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ʲωΫετϑΝʔϚʔݚमੜ　΄��Ͱの࣮शの༷ࢠʳ

ʲ&"5 -0$"- ,0#&ϑΝʔϚʔζϚʔέοτͰのࡊのൢചମݧʳ

資料）EAT LOCAL KOBEウェブサイトより引用（https://eatlocalkobe.org/micro-farmers-school/）最終確認日
2024 年 12 月 25 日

23	 ほ場とは一般的に、農作物を栽培するための場所を指し、耕地部分だけでなく用排水路や農道等も含む。
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課題解決に向けて事例から得られる示唆
新たな担い手を確保すること、その担い手が農地を確保（借地）するといった課題
に対して市町村の施策として一貫で対応している好事例である。
特に入口の部分では、副業・半農半Xでも参入の敷居を低くすることで、新たな担
い手の掘り起こしをしつつ、市町村（及び委託した公社）が認定した地域の農業者の
もとで一定期間学ぶことで、知識・技術の習得を担保している。
この研修のスキームは、制度創設をした市町村の観点では農業（農地管理）の担い
手の増加が期待できるほか、研修生は研修を通じて地元農業者との関係構築ができる
こと、さらに育成研修機関は研修生とのつながりから自身が取り組む農業・農法（有
機農業や自然農法等）の普及や仲間づくりも期待できることなど、３者がそれぞれメ
リットを享受できる仕組みになっている。
研修修了後の農地貸借にあたっては、農地所有者の信頼・納得を得ることが課題と
なる。本制度では認定研修機関として地域の農業者がフォローし、借り手の「質保証（任
せられる人であるのか）」を担保することで、農地貸借をしやすい環境づくりをしてお
り、多様な担い手の参画を促進する取組として巧みである。
神戸市が都市農業に関する取組を包括的に推進できる背景基盤として、2019（平成
31）年４月に施行された「おいしい神戸産農水産物等の活用の推進に関する条例」の
存在を指摘できる。同条例では、神戸産農水産物等の活用の推進を目的に、ファーマー
ズマーケット「EAT LOCAL KOBE FARMERS MARKET」や「神戸ネクストファー
マー制度」、さらには神戸産農水産物等の学校給食等での優先利用など、地産地消に係
る施策を包括的に対象として、それらの取組の推進や定期的な進捗共有等を行ってお
り、連携・機運醸成に寄与している。
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２.	わくわく都民農園小金井
（東京都・一般社団法人小金井市観光まちおこし協会）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿ·ͪͮ͘ΓஂମΛ֩ʹଟ༷ͳओମ͕࿈ͨ͠ܞ農ԂӡӦΛ࣮ݱ
1PJOU̎ɿఆظతͳӡӦձٞͷ։࠵ʹΑΓɺଟ༷ͳओମͷೝࣝΛ͢Γ߹Θͤ
1PJOȔɿ農Ԃͷ区画ಛੑΛ౿·͑ͨෳͷିआܖ制度ͷ׆用

事例の概要
˙औのഎܦ・ܠҢ
・東京都は 2022 年問題（生産緑地の指定期限）や 2025 年問題（後期高齢者急増）が
目前に迫る中でこれらの問題への一つの処方箋を提示するべく、2019（令和元）年
度に生産緑地の貸借制度を活用したモデル農園の設置を事業化することとした。

・2020（令和２）年度に農地選定（所有者との基本合意）と運営事業者の選定、2021（令
和３）年度に下記に示す４者での協定を締結し、2022（令和４）年に「わくわく都
民農園小金井」を開園した。
＜まちづくり団体による農園運営＞
・運営事業者である一般社団法人小金井市観光まちおこし協会（以下、まちおこし協
会）は小金井市観光協会を 2016（平成 28）年に法人化した団体で、観光、まちづくり、
産業振興等を一体的に取り組んでいる。当事業は、まちの賑わいづくり（地域振興）
の一つの手段という位置付けである。

・介護や保育、商店街、まちづくり等、各分野の団体はそれぞれに努力しているものの、
まちの課題について横断的に話し合う場が不足していることに課題を感じており、
農作業をしながら色々な立場の人同士で話ができるとよいのではないか、人々が集
う拠点として多面的な効果を生み出せるのではないかと考えたのが参画のきっか
けであった。

˙औのओମ
・東京都は事業主体として開園に向けた農地の選定、期初の農園整備を担った。農地
の選定にあたっては利用者にとって利便性の高い立地であることを重視した。期初
の農園整備としては伐根等の造成工事、フェンスの設置、施設建築等を行った。

・小金井市は都市農地貸借円滑化法に基づく貸借の事業計画の認定を行った。
・農地の賃貸借契約は生産緑地所有者と運営事業者であるまちおこし協会の間で締結
している（シニア農園・共用部は都市農地貸借円滑化法 11 条に基づく賃貸借契約、
その他は同法４条に基づく賃貸借契約）。
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資料）一般社団法人小金井市観光まちおこし協会ウェブサイトより引用（https://koganei-kanko.jp/farm/introduction）
	 最終確認日2024 年 12月25日

˙औの概ཁ
ʻࣄ業࠾લ͔ΒఆظతͳӡӦձٞの։࠵ʼ
・まちづくり団体が農園を運営し、多面的な効果を発揮させていくためには多様な主
体との連携・協働が不可欠である。農園の運営にあたっては協定を締結している４
者のほか、農業技術指導・講習を担当する農園サポーター（JA東京むさし青壮年
部有志）や、福祉農園の利用等を担うNPO法人、子育て関係の地域の任意団体等
が事業計画段階から連携している。

・こうした多様な主体が現状や課題、今後の計画を把握し、各区画運営に係る判断に
参加できる体制とするため、事業の企画段階から 検討会として話し合いの場を設
けた。事業採択後は運営協議会として、月１回程度の定期会議を今日まで継続して
いる。

・例えば、開園にあたっての農業技術指導、農業資材調達に関しては、検討会に参加
していた JA東京むさし青壮年部に相談し、栽培計画・講習計画を作成している。

・また、福祉農園の利用等を担うNPO法人は、農福連携の意向があり、福祉農園で
の協働は想定していたが、収穫できた農産物をランチで提供することは同法人の提
案から実現している。

ʻଟ༷ͳ農Ԃ۠ըͱଟ༷ͳར༻ऀの関ΘΓʼ
・核となるシニア農園のほか、４種類の農園区画を設けている。シニア農園は 66,000
円 / 年の利用料を支払い、農園サポーターの協力を得ながら利用者自身が利用・管
理する。他の農園はまちおこし協会と連携団体によって運営されている。

・シニア農園利用者は小金井市内在住が６割程度を占めるが、１割は東京都区部から
通って利用している。

・シニア農園ではセミナー形式を採用することで、同じ場所・時間に集まって農作業
する時間があることや、他の農園でも水やり等の必要な作業があることで、経験者
が初心者に教えるなど、利用者同士の交流が生まれ、農園の運営協力にもつながっ
ている。

事業スキーム

協定締結

   【東京都】
・事業主体
・農園整備 等

【小金井市】
・各種手続調整 等

【生産緑地所有者】
・事業用地提供

【（一社）小金井市観光まちおこし協会】
・農園運営 等
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ʲ農Ԃʹ͓͚Δ֤۠ըのঢ়گʳ

資料）一般社団法人小金井市観光まちおこし協会ウェブサイトより引用（https://koganei-kanko.jp/farm/introduction）
	 最終確認日2024 年 12月25日

ʻޙࠓのࣄ業ల։ʼ
・東京都では、本モデルを都内各地へ横展開していくため「生産緑地を活用した体験
農園等普及事業 24」を 2024（令和６）年度から実施している。

・同事業において東京都はまちおこし協会にアドバイザー派遣の委託をしており、新
たに農園開設を検討する主体に対して、事業立ち上げや運営上の工夫等の相談に
乗っている。

・まちおこし協会としては、農業に係る取組を行っている法人等に対してアプローチ
することで、各地における同様の取組づくりの支援をしていくこととしている。

課題解決に向けて事例から得られる示唆
農業の知見・技術を有しないまちづくり団体であっても、まちづくり団体ならでは
のネットワークを活かすことで、農業、福祉等の多様な主体が参画でき、多様な機能
を発揮する農園の運営が可能となることを実証する事例である。また、生産緑地地区
において展開される一つの農園であっても、都市農地貸借円滑化法に基づく賃貸借を
組み合わせることで、農園運営の事業性（事業収支）を高められるように工夫してい
る点も注目である。

24	 https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2024/06/27/26.html 最終確認日 2025 年１月 30 日
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３.	大阪農業つなぐプロジェクト・つなぐセンター（大阪府）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿ農ۀͷऔҙΛͭ࣋෯͍ओମʹ͚ͨϫϯετοϓ૭ޱͷઃஔ
1PJOU̎ɿ農ۀϚονϯά制度ొʹΑΔ֤छडೖରԠ͕Մͳ農ऀۀͷϦετ化
1PJOȔɿۀاʷ農ऀۀ農࿈ܞͷଟ༷ͳܗͰͷ農ۀͷࢀ画ͷଅਐ�

事例の概要
˙औのഎܦ・ܠҢ
・大阪府では、従来から就農相談や農業者の登録制度等に取り組んでいたところ、コ
ロナ禍において都市住民の農業への関心が急速に高まり、大阪府への相談件数も増
加するなど、ニーズの増大、顕在化、変化等に対応していくことが求められた。

・府民のライフスタイルに応じた農業への参画を促進するため、就農相談や農福連携、
半農半X、企業による副業や農業体験等での農業者との連携に関する窓口を一元化
し、「大阪農業つなぐセンター」を 2021（令和３）年度に設置した。

˙औのओମ
・「大阪農業つなぐセンター」は、大阪府環境農林水産部農政室推進課が設置している。
˙औの概ཁ
ʻब農ʹ関͢Δ૬ஊ૭ޱʼ
・農業をやってみたいが何から始めればよいのか分からない層を含む、幅広い府民や
企業からの相談を受け付けており、ワンストップで情報収集できる場を提供してい
る。

・大阪農業つなぐセンターとして「大阪を中心とした新規就農関連情報」を取りまと
めており、相談内容に合致した市町村の農業研修講座や支援策があれば紹介してい
る。

ʻ農業Ϛονϯά制度ʼ
・新規就農や農業体験を希望する府
民に対して、大阪府で受入先とな
る登録農業者とのマッチングを行
い、農業者による農業体験・ボラ
ンティアの受入を斡旋している。

・農業者が農業マッチング制度への
登録を行う際には、右の４つの
コースから選択して登録を行う。
なお、ハートフルアグリコースで
は農業者と福祉施設で請負契約を、
企業コースでは農業者と企業で連
携協定の締結を支援する。

ʲ農業Ϛονϯά制度のίʔεʳ

資料：大阪府ウェブサイト	（https://www.pref.osaka.lg.jp/
o120090/nosei/osakaagriinnovation/matching.html）
最終確認日 2025 年 1 月 30 日
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ʻ� ΞάϦύʔτφʔ制度ʢᶆا業ίʔεʼʼ
・副業やボランティア等により農業に参画する企業を「アグリパートナー」と位置付
け、取組を希望する企業と、受入を希望する農業者とのマッチングを行っている。

・企業の関わり方には「副業（従業員の副業としての農業を希望する企業）」「農業体験・
ボランティア（従業員の農業体験や農業ボランティアの取組を希望する企業）」「福
利厚生（従業員への福利厚生としての農業を希望する企業）」の３分野があり、企
業はいずれかまたは複数の分野を選んで応募する。

・大阪府は農業者と企業との間の詳細な条件等の調整についても支援を行い、マッチ
ングが成立した場合は、農業者と企業との間で連携協定を締結し、取組を実施する。

ʲΞάϦύʔτφʔのԠื͔Β࣮ࢪ·ͰのྲྀΕʳ

資料：大阪府ウェブサイト（https://www.pref.osaka.lg.jp/o120090/nosei/agri_partner/index.html）最終確認日
2024 年 12 月 25 日

ʻϋʔτϑϧΞάϦʢ農連ܞʣʼ
・障害者の雇用・就労による企業等の農への参入を促進するため、ワンストップ相談
窓口を設置し、参入に関する相談対応から参入後の事業継続を見据えた一連の支援
を実施している。

・2022（令和４）年度には府内で農福連携に取り組む企業や福祉関係者が、情報共有
や意見交換、相互支援を行うための「ハートフルアグリネットワーク」を立ち上げ、
2024（令和６）年 11 月現在は 14 社が加盟しており、交流会や研修等を開催している。

ʻ͜Ε·Ͱの࣮ʼ
・農業ボランティアに関しては年間 20 数件の問い合わせがあり、2023（令和５）年
度は１年で 26 件の受入につながった。

・アグリパートナー制度では、農業体験分野や副業分野で連携協定の締結事例が生ま
れており、なす・きゅうり農家（富田林市）やぶどう栽培を行っているワイナリー
（柏原市）等が受入を行っている。
・ハートフルアグリに関する相談件数は年間 20 件前後で推移している。
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ʻޙࠓのల։ʼ
・大阪農業つなぐセンターの機能を向上させる方向性として、市町村との連携強化が
課題の一つとして挙げられた。

・農福連携に関しては、次年度以降、農福連携技術支援者の育成に取り組んでいくこ
とを検討しており、農業と福祉の両分野に精通するハブ人材とともに一貫した支援
体制を構築していくことを目指している。

課題解決に向けて事例から得られる示唆
大阪府が市町村を包括する広域の地方公共団体として、幅広い主体の意向や相談を
受け付けるワンストップ窓口を設置した好事例である。
特に、受入先となる登録農業者を募集してストックし、相談内容に応じて大阪府が
マッチングを行っており、市町村を越えた連携を可能としている点は特筆すべきポイ
ントである。
働き方やライフスタイルの変容によって、農との関わり方に関するニーズは今後さ
らに多様化していくことが想定される。農業をやってみたいが何から始めればよいの
か分からない層を多様な担い手として受け入れていくためには、行政側の部局や担当
で区切らずに窓口を一元化することが有用であるということが本事例からの学びであ
る。
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４.	羽生チャレンジファーム（埼玉県羽生市）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿجຊߏΛࡦఆ͠ඪΛ໌֬化ͯ͠ɺؔऀͷ߹ҙܗʹͭͳ͛Δ
1PJOU̎ɿ市͕地ऀݖ調整ɾാ地化ͨ͠農地Λ用ҙ͠ɺ༏ྑۀاͷ༠கʹޭ�
1PJOȔɿࢀೖࢀۀاՃͷ࿈ٞڠܞձͷઃஔʹΑΓɺ地域ͱͷԁͳؔߏங
事例の概要　　　
˙औのഎܦ・ܠҢ
・水田が 85%を占める羽生市では耕作放棄地が増加し、高齢化により農業者自身か
ら営農継続に不安が寄せられていた。

・市としては、都心から約 60km で羽生 IC に近
接し、県立羽生水郷公園25やキヤッセ羽生26等の
観光施設が集積する三田ケ谷地区にて観光農園
を開設したいと考えていた。

・上記を背景に 2017（平成 29）年から検討を開
始し、2018（平成 30）年３月に観光農園等基
本構想を策定した。
右資料）羽生市「羽生市・三田ケ谷地区の農業団地「チャレ

ンジファーム」について」より引用
・農業団地羽生チャレンジファームは同構想を具現化したモデル事業であり、同年４
月から地元関係者への説明を開始し、2019（令和元）年には企業が初参入した。

˙औのओମ
・羽生市は、事前の計画策定から地域の関係者との合意形成、農地を確保した上での
畑地化を行い、参入企業の誘致を株式会社アグリメディアに委託するが、参入まで
の地権者との調整や参入後の地域とのつながり支援など、事業全般に対応している。

・特に、事前準備段階で地権者との合意形成に向けては、まず地元有力者に説明を行
い、自治会を通じて３～４回程度説明会を開催した。なお、貸付意向のない農業者
は、敷地内の一部にて引き続き耕作を継続している。

ओମ ओͳׂ

Ӌ生市ڥࡁܦ෦
農՝

ͷऀۀࣄɺຽؒܗઆ໌ɾ߹ҙऀݖఆɺ地ࡦͷߏຊجલ४උɿࣄ
ҕୗʢۀا༠கʣ

農地֬อɿാ地化ɺۀاͱ地ؒऀݖͰͷܖక݁ࢧԉ
հͷۀاͷऀݖΛબఆɺ地ۀاೖࢀԉɿ৹ࠪձΛઃஔͯ͠ࢧೖࢀ

ͮ͘Γɺ地ަऀݖবɺܖక݁ࢧԉ
ԉࢧԉɿ地域ͱͷͭͳ͕Γࢧޙೖࢀ

͍ͨ͞·農ྛৼڵ
ηϯλʔ

ͷਃۀࣄͷิॿࠃԉɺϋε整උʹؔ͢Δࢧର͢Δٕज़ʹۀاೖࢀ
ࢧԉ

ެӹஂࡒ๏ਓ
農ྛެࣾݝۄ࡛

農地தؒཧߏػͱͯ͠ɺ農地ॴ༗ऀٴͼࢀೖۀاͱͦΕͧΕିआ
Λక݁ܖ

25	 広さ 18.5ha で、国指定の天然記念物となっているムジナモ自生地がある公園。菖蒲田、修景池など水を取り入れた
施設を中心に整備・開設され、園内には「さいたま水族館」がある。

26	 農業物産館、農業体験施設等がある農林公園。
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ओମ ओͳׂ
ຽؒۀࣄ ʢऀ農ۀί
ϯαϧςΟϯάʣ

ۀاೖࢀɺ͔ͯ͠׆ωοτϫʔΫΛ͍ͷ෯ۀا࿈ؔۀԉɿ農ࢧೖࢀ
ͷืूɾ༠கࢧԉ

˙औの概ཁ
ʻ農業ஂ地ʮνϟϨϯδϑΝʔϜʯの概ཁʼ
・農振農用地域内のまとまった農地約 24ha の区域で、水田を畑地に整備した上で、
観光農園や高収益作物栽培、スマート農業の実証等、次世代型の農業誘致を目指す
事業である。

・参入企業は、農地中間管理機構を通じて農地を貸借し、民間主体による事業を展開
している。2024（令和６）年 11 月時点で計画地の７～８割はすでに企業（５社）
が入居し、残り部分もすべて借り手は決定する見込みが立っている。

ʻࢀೖا業ʹΑΔओͳऔʼ

資料）羽生市「羽生市・三田ケ谷地区の農業団地「チャレンジファーム」について」より引用

ۀاೖࢀ औ֓ཁ

ϙλδΣΨʔσϯࣜגձࣾ
ຊ༗ͷϋʔϒ生産๏ਓɻ���IBΛିआ͠ϋʔϒΛ生産ɻ
ίϩφՒͰ֎৯産͚ۀͷग़ՙಷ化͢Δ͕ɺ&$�� ʹΑΔබ
ͷൢച͕調ɻ市ʹ৽ͨʹ農֦େɻ

ձࣾέϯκʔࣜג
Ӌ生市ͰεʔύʔಓͷӺΛܦӦɻΠνΰͷޫ؍農ԂΛܦ
Ӧ͠گͰ͋Δ΄͔ɺ;Δ͞ͱೲ੫ͷฦྱʹͳ͍ͬͯΔɻ
ΩονϯΧʔΛಋೖ͠ɺग़ுൢച࣮ࢪɻ

ձࣾ͛Μ͖農ࣜג
શࠃల։ͷେख農ۀ用ࡐࢿϝʔΧʔͷࢠձࣾɻΠνΰͷޫ؍
農ԂΛܦӦ͠گͰ͋Δ΄͔ɺओʹ &$市εʔύʔʹͯ
ൢചɻϞσϧϋεͱֶͯ͠ݟ։࠵ɻ

ձࣾλΧϛϠࣜג
େखݐઃ用ϝʔΧʔɻ農ۀ用ύΠϓϋεͷ࠷৽ٕज़Λ
用ϋεͷ࣮ূۀ用͖ͨ͠Ύ͏ΓϛχτϚτΛ生産ɻ農׆
ɻ࠵ձ։ֶݟΓɺ͓ͯ͠ࢪ࣮ݧ࣮

27	 電子商取引を行うサイトを指す。主にネットショップを想定する。
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・参入企業が構成員となるチャレンジファーム連絡協議会を立ち上げ、アグリフェス
等の交流イベントを開催しているほか、地元イベントへの出店や市内拠点での出張
販売等を展開している。

ʻࢀೖا業ʹͱͬͯのϝϦοτʼ
・まとまった農地が確保できることで、作業時の移動コストが少なく、従業員の負担
軽減につながる営農環境を確保できる。

・羽生市が地権者交渉と畑地化を担っており、参入企業にとって参入時におけるハー
ド面及びソフト面の負担軽減につながり、円滑な参入が可能になる。

・東北縦貫自動車道で都心から１時間の距離にあるが、賃料は埼玉県南部に比べると
かなり安価だが、周辺農地に比べると３倍以上とかなり高い賃料設定にしている。

・農地に農業用施設を整備する際には、市の担当者が窓口となり、転用に伴う手続や
地権者との交渉も円滑に行われる。

ʻ市ʹͱͬͯのϝϦοτ・पล地ҬのޮՌʼ
・市内では耕作放棄地がみられるようになり、高齢化により担い手が不足していたと
ころ、企業参入により農地保全を実現できている。

・参入企業は、きれいなトイレや洗面所を整備するなど、労働環境にも配慮した経営
を展開し、求人サイトや農業大学校でも求人を募集し、参入企業全体で 80 人程度
の地元雇用を創出している。

・市外からの観光客が増加し観光面でも効果があり、地元スーパーへの販売拡大や農
業団地内での直売所設置、キッチンカー出店等で、住民に市内産野菜を知ってもら
うきっかけにもつながっている。

ʻޙࠓのల։ʼ
・チャレンジファームの敷地はすべて貸借が成立見込みであり、現在、別地区にてほ
場を整備し、企業誘致を行っている。これらですべて貸借が見込めた後は、まとまっ
た農地で地元から同意が得られる見込みのあるエリアがあれば、新たな地区への展
開も想定されている。

課題解決に向けて事例から得られる示唆
本事例の初期段階の要所が地権者説明である。事前に観光農園等基本構想を策定し、
事業目的やゴールを明確にしたことで関係者の合意形成につながっている。
次に、参入企業にとっての参入時の障壁と考えられる地権者調整や畑地整備の負担
を軽減し、また都心からみた企業メリットを的確に提示できており、参入意向のある
企業は多い中で、優良な企業の参入につなげられていることが、地権者調整も円滑に
進めることができる要因となっている。また、農地の一部転用が必要となる農業用施
設についても、参入企業と所有者との直接交渉により、円滑に手続が進められ、新た
な事業展開が可能となっているとみられる。
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さらに、企業参入後も連絡協議会を設置して、地域との交流・連携機会を創出し、
単なる企業参入にとどめない地域の一員としての活動の場を作っている点が持続的な
事業の成功の秘訣と考えられる。
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５.	中川区での地域計画策定（愛知県名古屋市）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿ地域計画ࡦఆΛػܖͱͨ͠୲͍खީิͱ農地ॴ༗ऀͷަྲྀͷػձͮ͘Γ
1PJOU̎ɿઌ͢ߦΔ地域ͷ農ऀۀͱͷަྲྀʹΑΔ҆৺ײͷৢ

事例の概要
˙औのഎܦ・ܠҢ
・名古屋市では、農業従事者の高齢化が顕著となっており、市が実施したアンケート
では 60 歳以上が９割を占めている結果となった。

・また同アンケートでは、約５割が「農業をやめたい」と回答しており、その主な理
由として「健康や体力の面でつらい」「後継ぎがいない」といった回答がみられた。

・中川区供
くまいでん

米田地区・包
かのさと

里地区は、ともに農地面積の約９割を水田が占める水田地域
であり、農業振興地域に指定されている。

・両地区は都市公園（戸田川緑地）として 1958（昭和 33）年に都市計画決定されて
いるが、当該区域は事業が未着手であり、公園用地として早期の用地買収を求める
声も上がっている。

・相続等で土地が細分化されていることや、基盤整備が行われていないため農業用水
の管理に多くの労力や費用がかかることから、収支が赤字の状態の農業者も多い状
況であった。

・上述の事情から耕作意欲が高い地域とは言い難く、人・農地プラン策定前は耕作放
棄された農地も点在している状況であった。

・都市農地は、農産物の生産だけでなく、防災空間や緑地空間など、多様な機能を有
し、良好な都市環境の形成に大きく寄与していることから、都市農地の保全を図っ
ていくため、地域の農地をまとめて担い手に集積していく農地中間管理事業と、そ
の方針を定める人・農地プラン（当時）の策定に取り組んだ。

ʲڙถా地۠ٴͼแཬ地۠のҐஔʳ

資料：名古屋市「名古屋市　地域計画策定予定エリア」
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˙औのओମ
・農業委員会や JAはすべての地域の協議の場に参加している。
・農業委員は必要に応じて農地所有者の意向確認等の地元調整を担っている。

ओମ ओͳׂ

ہ市緑ݹ໊
都市農ۀ՝

ɾ農ऀۀͷҙ調ࠪͷ࣮ࢪ
ɾٞڠͷ୲͍खͱͷަྲྀձͷ։࠵
ɾਓɾ農地ϓϥϯݕ౼ձͷ։࠵

ҕһձۀ市農ݹ໊
ʢ農ۀҕһʣ

ɾٞڠͷͷࢀՃ
ɾ農地ॴ༗ऀͷҙ֬ೝͷ地ݩ調整

+"ͳ͝ ɾٞڠͷͷࢀՃ

˙औの概ཁ
ʻ୲いखީิのൃ۷ʼ
・地域内の認定農業者や認定新規就農者、中間管理機構事業で借受けをしている農業
者、意向調査等で営農拡大の意向を示した農業者等を対象として意向確認を行い、
担い手候補を抽出した。

・認定農業者でもあり、農福連携に取り組む就労継続支援（B型）事業所の代表者か
ら、人・農地プランにおける担い手となる意向が示された。

ʻڙถా地۠ʹ͓͚Δ୲いखͱのަྲྀձの࣮ࢪʼ
・同事業所代表が担い手候補となった中川区供米田地区では、これまでに同地区内で
同事業所が営農した経験がないことから、市は同事業所代表と農地所有者の交流の
機会を設け、疑問や不安を解消するための話し合いを実施した。

・交流会に出席できなかった農地所有者や今後の意向に悩む農地所有者に対しては、
農業土木委員 28 が中心となって説明や声がけを行った。

・供米田地区は区画が小さく一般的に耕作しづらい農地であり、水の管理も複雑で
あったが、同事業所は無農薬・無肥料栽培に取り組んでおり、条件の適合性が高かっ
たことも合意形成が可能となった一因である。

ʻब࿑ܧଓࢧԉࣄ業ॴのԁͳ農業ࢀೖʼ
・同事業所代表者は農業にも福祉にも精通した人材であったため、特に障がい者のた
めの作業計画づくりを市として支援、コーディネートはしていない。

・同事業所代表者は農業の知識・技能を習得にあたって、かつて市が主催するベジ
ファーマー養成講座を受講しており、そこから農業に参入を進めていた。

ʻൃޙ地۠ʹ͓͚Δઌߦ地۠農業ऀͱのҙަݟの࣮ࢪʼ
・供米田地区と同様に都市公園の予定区域となっており、基盤整備・面積等の条件も
類似していた包里地区では、供米田地区の集約化の話が聞き及んで、同じような議
論・進め方をしていきたいという意向が得られた。

・そこで、包里地区での意見交換会に先行事例である供米田地区の農業者を招き、名
古屋市から事例説明を行うとともに、供米田地区の農業者に対する質疑を行う場を
設けた。

28	 市長が委嘱する非常勤特別職で、農業用立切や樋門の操作及び巡回点検を行う。
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ʻ͜Ε·Ͱの࣮ʼ
・供米田地区では 2021（令和３）年３月より中心経営体（１者）ほかによる農地（2.8ha）
の借受けが開始されており、包里地区では 2023（令和５）年１月より中心経営体（１
者）ほかによる農地（1.7ha）の借受けが開始されている。

ʻޙࠓのల։ʼ
・市は貯留機能等の多面的機能を発揮している農地（水田）を、都市部のグリーンイ
ンフラとして維持・保全していきたいと考えているが、農地の維持コストを農地所
有者が負担しなくてはいけないことが課題となっている。

・市としては、担い手の収益性を向上させることで、農地所有者に賃料という形で利
益を還元する方法を模索しており、農地を担い手に集積・集約していくとともに、
農業の収益性を改善する方策を検討している。

課題解決に向けて事例から得られる示唆
農福連携に取り組む事業者が農業の新たな担い手として地域に入っていく過程にお
いて、市町村が農地所有者と担い手をうまくつないだ好事例である。
様々な事情により耕作意欲が必ずしも高いとは言えない当該地域において、市町村
が新たな担い手と農地所有者の交流の機会を設けるとともに、農業土木委員が中心と
なって個別の農地所有者に対する説明や声かけを行うことで、双方の疑問や不安の解
消につながり、地域の合意形成を進めることができたと考えられる。
また、後発の地域では、環境や状況の類似する地域における地域計画の事例紹介や、
先行地域の農業者との交流を行うことで、円滑な合意形成につながった。本事例は都
市公園の事業着手までの間という前提での地域計画のケースではあるが、１地区の地
域計画の策定に向けたプロセスから得られた知見やノウハウが、他地区でも活用でき
た点は重要な示唆である。
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６.	星田地区での地域計画（大阪府交野市）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿ地域計画ͷࡦఆաఔʹ͓͚Δ地域ͷ՝কདྷ૾Λٞ͢Δͮ͘Γ
1PJOU̎ɿ農地ͷ༗͢Δଟ໘తػͷൃشΛओతͱͨ͠地域計画ͷࡦఆ

事例の概要
˙औのഎܦ・ܠҢ
・交野市は水田を中心に市域の 7.7％が農地として利用されているが、農業振興地域
の指定はない。

・市内には JRや京阪電車が通っており、大阪市や近隣都市へのアクセスの利便性が
高い立地であることに加え、2010（平成 22）年には第二京阪道路が開通したこと
もあって、市内全体に都市開発の圧力が依然としてかかっている状況である。

・星田地区は、市街化調整区域に位置するものの、周囲を宅地や商業施設に囲まれ、
市街化編入され土地区画整理事業によるまちづくりが行われている星田駅北地区、
市街化調整区域内地区計画により大型商業施設
が立地する星田北二丁目地区に隣接しており、
周辺エリアでは面的な農地の広がる最後の地区
となっている。

・開発を期待する農業者と農業を継続したい農業
者が混在する状況の中で、農地が無秩序に開発
されることを防ぎ、将来にわたり農地を維持し
ていくための方策を検討するため、市は農業者
の農地利用の意向把握が最重要と考え、農業委
員会会長とともに地元農業者に働きかけを行っ
た。

˙औのओମ
・市と農業委員会が中心となって、地域計画の策定に向けた取組を推進した。

ओମ ओͳׂ
ަ市૯෦地域ৼڵ՝
ʢ࣌都市整උ෦農՝ʣ
ަ市農ۀҕһձ

ɾ農ऀۀҙ調ࠪͷ࣮ࢪɾگݱ地ਤͷ࡞
ɾ農ऀۀҙ調ࠪͷ݁Ռใࠂձͷ։࠵
ɾूམ࠲ஊձͷ։࠵

େࡕத෦農ͱ緑ͷ૯߹ࣄॴ
Տ農ڠۀಉ߹
େࡕ農ۀձٞ

ɾ地域計画ͷࡦఆʹࢧ͚ͨԉ

農ऀۀͷද໊̔ ɾूམ࠲ஊձͰͷҙܾࢥఆΛ୲͏

ʲా地۠のҐஔʳ

資料：交野市「都市的地域での地域計画策
定に向けた取組みと課題について－
大阪府交野市星田地区での地域計画
策定の取組－」（2024（令和６年））
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˙औの概ཁ
ʻ農業ऀҙௐࠪの࣮ࢪͱگݱ地ਤの࡞ʼ
・市は、農業経営基盤強化促進法の改正前の 2021（令和３）年度に意向調査を実施し、
51 経営体のうち 32 経営体から回答を回収した。

・2023（令和５）年度には、未回答者に向けて再度意向調査を実施し、最終回答は
39 経営体となった。

・農業者調査結果をもとに現況地図を作成した。
ʻকདྷʹ͚た͠߹いのͮ͘Γʼ
・コロナ禍という状況もあり、農業者全員が集まって議論を行うことが難しかったた
め、代表者決定会議にて、一定規模で営農していて地域の課題や水利事情等に理解
の深い８名の農業者を代表者として選定し、集落座談会で意思決定を行う体制を整
えた。

・これまでに集落座談会を計５回、全体会議を計３回開催してきており、営農を継続
する上での課題の共有と解決策の検討、地域における将来の農業のあり方等につい
て議論が行われた。

ʻ農地のଟ໘తػʹΔೝࣝのڞ༗ʼ
・地域計画の策定過程において様々な地域課題が共有される中で、農地の有する防災
機能やレクリエーション機能等の多面的機能を前面に出した形で農地を維持して
いくことが方向性の一つとして検討された。

・将来に向けた話し合いの結果、住民の農業への理解を深めるため、市民との融和ゾー
ン（企業の福利厚生・自治会の親睦等の体験農園、市民農園、防災登録農地など）
について検討するといった内容が地域計画案に盛り込まれた。

ʻ։ൃѹྗの͋ΔΤϦΞʹ͓͚Δ地ҬܭըのࡦఆʹΔ点ʼ
・	地域 vs 市役所の構図になると地域計画はまとまらなくなってしまうため、市も話
し合いに積極的に参加し、地域と市の間で認識を合わせていくことで信頼関係を構
築した。

・民間事業者の開発等の動きを把握するため、都市計画部局との連携・情報共有を密
に行うとともに、地域の方から情報提供してもらえるよう関係づくりに努めている。

ʻޙࠓのల։ʼ
・農業経営基盤強化促進法の趣旨を踏まえると、農地を担い手に集積・集約させるこ
とが地域計画策定の目的ではあるが、市街化調整区域でも開発圧力のある星田地区
においては、農地の持つ多面的機能の発揮を主目的として地域計画の策定を目指し
ている。
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課題解決に向けて事例から得られる示唆
地域計画の策定過程の中で、地域の抱える課題や将来像を議論され、地域の話し合
いが継続している点が本事例の特筆すべき成果である。
都市部における農地保全の議論では、開発を期待する農業者と営農を継続したい農
業者が混在し、両者への対応が課題となる。本事例では担い手への農地の集約・集積
のみならず、農地や施設の維持管理を中心とする地域課題を共有し、課題解決と農地
保全を一体として推進していくための計画として、地域計画の策定が目指されている。
開発圧力の高い市街地に近接する市街化調整区域においては、農業経営の強化のみ
を目的とすると話し合いを取りまとめていくことは非常に難しい。農業者や農地所有
者の意向を重視しつつ、農地の有する多面的機能の発揮を主目的とした地域計画の策
定を目指すことも、一つの到達点となり得る点が重要な示唆である。
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７.	千葉市つくたべ（千葉県千葉市）

【課題解決 Point】
1PJOU̍ɿྲྀ௨՝ͷॏతͳରԠΛؚΊͨ地産地ফͷਪਐ
1PJOU̎ɿಠࣗͷొ制度ʹΑΔαϓϥΠνΣʔϯͷ֤ओମʹର͢ΔϝϦοτͷग़
1PJOȔɿຽؒͷϊϋΛޮ͔ͨ͠׆Ռతͳ13ۀࣄͱྲྀ௨ͷଅਐ

事例の概要　
˙औのഎܦ・ܠҢ
・市として若葉区や緑区といった農業が盛んな地域と美浜区等の消費者が多く生活す
る地域を農畜産物で結びつけることで、地産地消の意識醸成や消費の拡大及び生産
者の所得向上を図る必要性を感じていた。

・従来の地産地消に係る取組では、域内での短距離輸送や共同配送による流通コスト
の削減及び燃料使用量や二酸化炭素排出量削減を通じた環境負荷を低減する効率
的な流通が課題となっていた。

・上記の背景から、市内産農産物の活用及び効率的な流通体制の確立と、消費者の
拡大を目指し、2016（平成 28）年より流通実証実験（2016（平成 28 年）～ 2017
（平成 29 年））、千葉市地産地消推進店（千葉市つくたべ推進店）登録制度の設立、
SNS の活用等による認知向上、農業者と飲食店・小売店とのマッチングを実施し
ている。

・2020（令和２）年度以降は民間事業者と連携し、千葉市つくたべの情報発信や、イ
ベントの企画、市内農産物の効率的な流通促進に取り組んでいる。

˙औのओମ
・市農政課は業務委託先の民間事業者と協働してウェブサイトや SNS での広報 PR、
イベントの企画・実施に取り組んでいる。

・市と業務委託先の民間事業者は単年度契約を締結しており、年度ごとに事業の実施
内容を検討している。

ओମ ओͳׂ
ઍ༿市農՝ ɾۀࣄͷا画ཱҊɾ࣮ࢪ

ɾ地産地ফਪਐళొ制度ͷӡӦ
ɾຽؒऀۀࣄͱͷڠಇʹΑΔใ13Πϕϯτͷ࣮ࢪ

ຽؒऀۀࣄʢۀҕୗઌʣ ɾΣϒαΠτ 4/4Λ׆用ͨ͠ใ 13
ɾΠϕϯτͷ࣮ࢪ

ຽؒऀۀࣄʢ地産地ফਪਐళʣɾ市産農産ٴͼͦͷՃͷੵۃతͳൢചɾɾྲྀ௨

˙औの概ཁ
ʻ地࢈地ফਪਐళొ制度の概ཁʼ
・地産地消に賛同し、市内農産物を積極的に活用、販売する事業者を「千葉市地産地
消推進店（千葉市つくたべ推進店）」として登録する。
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・登録対象となる事業者は市内産農畜産物を使用したメニューを提供する飲食店（食
べられる店）、市内産農産物を販売する直売所や小売店（買える店）、市内産農産物
を原材料とした加工品を製造する食品加工事業者（つくる店）、市内産農産物を市
内に流通させる食品卸売事業者（流通サービス）である。

・登録希望者は申請書及び、仕入れ先の農業者からの推薦書を千葉市に提出する。推
進店として認定されると千葉市からつくたべマークが描かれた登録証が交付され、
ウェブサイトや SNSを通して事業者の紹介がされる。

ʲ市農࢈のྲྀΕのΠϝʔδʳ

ʻさいόεࣜגձࣾͱのڠಇʼ
・流通サービスとして、やさいバス株式会社が推進店に登録されている。同社は、生
産者と購買者が直接受発注し、冷蔵トラックが集配拠点を周回して配送する仕組み
により、配送コストを抑えながら新鮮な農作物を届ける物流サービスを提供する事
業者である。

・市とは 2020（令和２）年度に直接意見交換を行い「やさいバス千葉」が発足した。
発足時の市内の生産者及び利用者への声かけは千葉市が実施している。

ʻ͜Ε·Ͱのऔ࣮ʼ
・2024（令和６）年 11 月時点で食べる店が 25 店、買える店が 21 店、つくる店が７店、
流通サービスが４事業者登録されている。

・推進店からは、つくたべは地産地消というコンセプトが分かりやすいという意見や、
SNSによるお店の PRが顧客の増加につながっているという感想が寄せられている。

課題解決に向けて事例から得られる示唆
地産地消の促進において難点となる流通課題に対し民間のノウハウを取り入れなが
ら効果的にアプローチしている好事例である。地産地消に取り組む事業者の登録制度
を設けている事例は他市町村でも見受けられるが、千葉市では直売所や小売店、飲食
店だけでなく、製菓店や惣菜店等といった加工品を製造する事業者や、市内産農産物

市内生産۴

ʳߣਧ
（るਧ␤␡␑ߣ）

൪ড়ڸ業۴
（൪ড়⑀⌤⑄）

ৎފ・ݨਧ੧
（⏠るਧ）

業۴੧ڸ̷֯・ࣸࡕரߣ
（⏼くるਧ）

ള市⏼くた␑ࠞ進ਧࢁ

市内ޟ۴
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を積極的に流通させる流通サービスの事業者も登録対象としている点が特徴的である。
特に流通事業者との連携は、卸売市場が減少するなど、販路が縮小している多摩地
域内の市町村においては、民間のノウハウを活かして生産者と消費者を直接つなぐ取
組として参考になる。
生産から消費までの各主体にとってメリットを創出できる取組となっている点も特
筆すべき点である。千葉市つくたべ推進店に登録された事業者は、登録証の交付やウェ
ブサイトや SNS での紹介により、企業 PRや顧客の増加が期待できる。市内の消費者
は民間事業者による積極的な市内産農産物の販売・流通により、新鮮な市内産農産物
へアクセスしやすくなる。農産物を生産する農業者は、地産地消の意識が醸成による
消費の拡大や、流通の効率化により販路を確保しやすくなり所得の向上が見込まれる。
また、このように市町村内の多様な主体が参画する枠組みは、地域内持続的な経済循
環の創出やシティプロモーションにもつながる可能性があり、地産地消を起点とした
地域の活性化に寄与する取組にも発展しうる。
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第Ⅴ章	
多摩地域の都市農業・農地の課題解決と活用に向けた提言

１.	政策提言の基本方針

本章では、第Ⅰ章の調査研究の方針（２ページ参照）で言及したとおり、10 年後に再来
するであろう「都市農業の次なる転換期」に向けた効果的な対応を、各市町村が早期に講
じられるようにすることを目的とし、「2030 年代初頭の農あるまちづくり」に向けた提言
を行う。
提言は、第Ⅲ章３項（61 ページから）で整理・分析した課題と、第Ⅳ章において分析・
紹介した課題解決に資する先駆的事例を踏まえ、以下の構成で作成した。

ਤද ��　ʮ����ॳ಄の農͋Δ·ͪͮ͘Γʯʹ͚たఏݴのશମߏ

各提言の項目は、市町村及び国や東京都、農業関係団体等の関係機関・主体がそれぞれ
の立場・役割で連携しながら取り組んでいくことを念頭に、以下の構成とした。
まず、冒頭に「①目指すべき方向性」を示している。提言の内容の多くは、各取組を実
施する主体となる農業者、地域住民、企業等と、これを支援したり、協働したりする市町村、
国、東京都、農業関係団体等が関わりながら実現していくことが求められる。
普段は異なる背景・目的を有した主体同士が協働していくためには、「何を目指して共に
取り組んでいるのか」というビジョン・目標を明確にしておく必要がある。
その上で、「②市町村として取り組んでいくべきこと」として、各地域の都市農業・農地
の課題解決・活用を推進していく市町村としての役割、取り組むべきことを示している。
最後に、市町村だけでは足りない支援・協働の役割について、国、東京都、農業関係団
体等の市町村を取り巻く主体に期待される役割、取組を示している。

ଟ༷ͳ୲͍खͷ֬อҭ

ଟ໘తػͷ計画తൃش

ʮ農Ͱͭͳ͙ ʯίϛϡχςΟͷܗ

ᶃଟ༷ͳ୲͍खͷࢀ画Λޙԡ͠ Δ͢ିआͷߴ度化

ᶄՈঝ͠ܧ͍ͮ͘͢ڥ Γ

ᶃڭҭػ

ᶄػࡂ

ᶅػࢱ

ᶃ農地ͱॅຽ͕ͭͳ͕Δֻ͚ͮ͘ Γ
ʢ農地ʹ Δ͢ॅຽཧղৢʣ

ᶄ生産͔Βফඅ·ͰΛͭͳ͙ Έͮ͘ Γʢ地産地ফʣ

ᶅிؔ෦ہΛͭͳ͙ ମ制ͮ͘ Γ

ʲ整ཧɾੳ͞Εͨ՝ͷ߲ʳ ʲ՝ղܾʹ͚ͨఏݴͷ߲ʳ
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ਤද���　֤ఏݴのߏ

各提言の内容を実際に取り組んでいく際には、地域の農業者や事業者など様々な主体と
協力・協働できる関係が必要となる。
こうした関係は市町村が場づくりをすることで育まれていく側面はあるものの、「０」か
ら立ち上げていくことは容易ではない。意志ある農業者や異業種事業者がいるといった
「１」があるところや、地域特性から多面的機能（防災機能等）の発揮が優先的に求められ
るところから、重点的に取り組んでいくことが重要となる。
言い換えると、戦略的に地域・事業者を見定めて取組を展開していく必要がある。

ᶃ͢ࢦ͖ํੑ

市ொଜɺ֤ ػؔ ɾؔओମ͕ڞ༗
͢ Ϗ͖δϣϯɺ࢟͢ࢦ
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ͷऔ
ʢ市ொଜ͕ओମͱͳΔऔΛ

ؚΉʣ
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ݱΛ࣮࢟ Δͨ͢ΊͷऔΛ༠
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２.	課題解決に向けた提言

2-1．多様な担い手の確保・育成
（1）	多様な担い手に適した貸借の高度化　
①	目指すべき方向性

後継者がいない農業者が半数以上を占める中で、現在の制度下では相続等による農地の
減少を食い止めることは容易ではない。しかし、貸借を促す制度は整ってきており、所有
者がやむを得ない事情で農地を手放す前に貸借を促進して農地利用を継続していくことは
可能である。
そこで、2030（令和 12）年に向けて、あらゆる農地が耕作されている状態を目指し、耕
作が困難になった農地は速やかに新たな担い手に貸借できる態勢が整えられていることが
重要である。
農地の立地特性や土地の状態等に応じて、営農しやすい農地は地域内外の担い手に、次
いで新規の担い手に段階的に貸借を促し、地域内で農業を承継していくことが期待される。
営農しにくい農地は、農業にとどまらず、農地を活用したビジネス・活動が出てきてい
ることから、それらに取り組む民間事業者やNPO、地域団体等に貸借して、地域の雇用促
進や交流促進等の地域の様々な課題解決に寄与していくことが期待される。

ਤද���　ିआのߴ度Խの͢ࢦ͖ํੑΠϝʔδ

ɾ農ۀతҎ֎Ͱɺ市ຽ農Ԃͷ։ઃΛతͱͨ͠ିआՄͰ͋Δ

貸借用地の拡大

貸借先：既存農業者

後継者
不在の
農地

営農し
やすい
土地

認定農業者

地域内農業者

貸借先：農的利用事業者（例）

貸借先：新規農業者

新規就農者

法人
（新規参入）地域外農業者

営農し
にくい
土地

地域農業の承継／地域雇用の促進

地域内の多面的機能の発揮促進

大規模・近隣に駐車場あり

交流・観光事業等

大規模・近隣に駐車場なし

企業の福利厚生等

小規模・近隣に駐車場あり

貸農園事業等

小規模・近隣に駐車場なし

教育・福祉事業等

貸借期間の拡充

安定した農業経営環境の構築

多様な農的利用機会の創出

長期の賃貸借（1０年以上）

賃貸借
（１～５年以上）

使用貸借
（長期）

使用貸借（１年未満～５年以上）
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このような貸借の対象となる土地の拡大を図るとともに、貸し手優位の使用貸借や短期
間の賃貸借が主流となっているが、借り手が安心して農業や他事業に投資ができる長期間
の賃貸借を促進していくことも重要である。一方で、所有者が使用貸借や短期賃貸借等を
志向する農地の場合は、試行的な農地利用や貸農園事業等への貸借が適していると考えら
れることから、貸し手と借り手のニーズを細やかに把握しマッチングを行っていくことが
期待される。

②	市町村として取り組んでいくべきこと

貸借を促進していくためには、農地所有者に自ら耕作が困難となってきた際の選択肢と
して貸借を認識してもらうことが起点となる。貸し手側も安心して貸与ができるよう、新
たな貸借に関する制度の情報発信を強化し、まずは制度理解を深めてもらうことが、必要
である。また、地域内の借り手候補者との顔合わせ等を進め、地域内における貸借関係者
間の信頼関係の構築を図るとともに、地域内での農業承継の機運を高めていくことが有効
と考えられる。さらに、神戸市の事例にみられるように、新規就農者や参入法人の場合に
おいても、市町村が、貸借のマッチングから地域への定着まできめ細やかな支援を行って
いくことが重要である（69 ページ参照）。
他方で、農地所有者には、固定資産税や相続税の納税猶予等優遇措置を講じられている
農地を、農地として維持し続ける土地所有者としての責務があることも認識を強く持って
もらうことも重要である。

農地の土壌環境や形状、周辺環境等の立地特性に応じて貸借の可能性（用途や借主等）
は異なってくる。近年、市街化区域は特定生産緑地の指定に際して、市街化調整区域は地
域計画の策定にあたり、農地所有者の今後の農地利用意向を把握し、地図上で可視化でき
る態勢は整えられてきた。
市町村担当者には、この機を捉え、農業を継続してほしいエリアのみならず、小中学校
に近接するエリアでは学校と連携した地域の交流拠点としての活用等、地区ごとに地域特

ɾआΓखͷχʔζ౿·͑ͨିआؒظΛିྀͨ͠ߟआܖͷબࢶͷ֦େ

ɾ農地ॴ༗ऀͷିआʹର͢ΔཧղଅਐٴͼआΓखͱͷ৴པؔߏங͔Βఆண·
Ͱͷ͖Ίࡉ͔ͳϚονϯάࢧԉ

ɾ地域ಛੑʹԠͯ͡農地ʹظ͢ΔػΛ౿·͑ͨকདྷతͳ農地ར用ͷํͷ
໌֬化
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性に応じて発揮してほしい機能を特定し、将来的な農地利用の方針を検討しておくことが
重要となる。その方針をもとに、市街化調整区域においては地域計画作成に際し、市街化
区域においては、特定生産緑地の再指定に向けて、農業者の意向のみならず地域側からの
農業・農地に対するニーズ・発揮してほしい機能に応じて、農地利用の担い手となる主体
を特定し、必要に応じて貸借を進めるための計画を作成することが重要である。
特に、まとまった農地については、農の風景育成地区の指定や農地保全型地区計画制度
等を活用していくことも有効と考えられる。また、地域内で貸借の借り手の確保が将来的
に難しいと考えられる場合には、羽生市の事例のように農業に意欲的に取り組む企業の受
入に向けた対応も有効な手段の一つと考えられる（80 ページ参照）。

新規の貸借に際しては、借り手が事前に農業の担い手として一定の要件を満たすことが
求められる。しかし、借り手が安心して農業に取り組んでいくためには、農業技術はもち
ろんのこと、農業経営や地域と調和した農業を展開するための調整・連携等の面で相談で
きる体制の構築が重要となる。
また、使用貸借は、貸し手の事情に応じて貸借が期中に解約となることが、借り手の事
業経営上のリスクとなる。貸し手側に、貸付期間満了後には、確実に農地が返還される点
を改めて周知徹底して、貸借契約の締結を促していく。
さらに、相続等により貸借の継続が困難となった場合も、新たな代替農地を紹介できる
よう、貸地候補に関する情報を随時更新しておくことが必要と考えられる。

③	市町村を取り巻く主体に期待されること

現在、東京都の農地中間管理機構を担う一般社団法人東京都農業会議では、新規就農者
や農業参入を図る福祉法人等を対象に、市町村域を超えた貸借の斡旋をすでに行っている
が、今後は一層、需給バランスが崩れ、地域外から優良な担い手を確保していくニーズが
高まっていくと考えられる。
市町村は、まずは地域内での農業承継に対する認識を共有し、地域内での貸借を促進し
ていく。その上で、地域内で借り手の確保が難しいと考えられる場合には、地域外から農
業者あるいは企業等の新たな担い手を確保することについて、市町村として地域内の意向
も踏まえること、そして将来的な農地保全・利用の考え方を整理し、農地所有者の合意形
成を図っていくことが必要となる。地域側からの農地利用の担い手ニーズ等を一般社団法

ɾआΓख͕҆৺ͯ͠農ۀʹऔΓΉ͜ͱ͕Ͱ͖Δ૬ஊମ制ͷߏங農地֬อͷ
ԉࢧ

ɾ地域֎͔Βͷ৽ͨͳ୲͍ख֬อɾडೖʹ͚ͨ地域Ͱͷ߹ҙܗ
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人東京都農業会議と共有し、連携して広域での貸借のマッチングを図っていくことが重要
と考えられる。

貸借を促進していくための抜本的な方策として、農地所有者が相続等の際に農地をでき
るだけ残す選択をしていってもらうことが望ましい。そのためには、農地所有者や後継者
が、高収益型の農業や異業種と連携したサービス業等の多角的な事業展開、貸借による収
入確保等、農地利用には多様な選択肢があることに理解を深めることが重要である。また、
農地所有者の資産管理等の相談先となる JAや税理士、不動産事業者等に、農地をできる
だけ保全する制度に対する理解や資産形成のあり方について検討を深めてもらうことも必
要と考えられる。
さらに、生産緑地地区については、市町村の財源等を考慮すると買取には限界があるこ
とから、買取に代わり、20 年間等の超長期賃貸借を継続することで貸し手がインセンティ
ブを得られるような制度の創設等を求めていくことが期待される。

（2）	家族承継しやすい環境づくり
①	目指すべき方向性

都市農業の担い手不足が課題となる中、農業経営の承継は早期から計画的に経営ノウハ
ウや生産技術を承継する必要が指摘されている 29。また、澤田（2019）30 は経営者が 65 歳未
満のうちに承継を行う経営体の方が、承継時、承継後に販売金額を拡大させやすいことや、
承継前に専業的に従事している同居農業後継者を確保することが承継の可能性を高めるこ
とを指摘しているが、承継時期は高齢化しており、また同居後継者の多くが農業に従事し
ていないという現状がある。
国の主要な支援制度として、就農準備資金・経営開始資金（旧農業次世代人材投資資金）
や経営継承・発展等支援事業があり、このうち就農準備資金は就農前の支援、経営開始資
金と経営継承・発展等支援事業補助金は就農後の経営に対する支援制度である。
親元就農の場合は、就農準備資金では「就農後５年以内に経営を継承する」こと、経営
開始資金と経営継承・発展等支援補助金では、新規作目の導入や経営の多角化等、経営の
発展に向けて取り組むことが要件となっている。つまり、早期から就農し経営承継まで長
期間にわたって経験を積む場合や、親の農業をそのまま承継する場合は支援の対象となら
ない等、新規就農者の場合と比較して親元就農者は就農にあたって、負担が少ないことを

29	 農林水産省「農業の経営継承に関する手引き」（令和３年度）（https://www.maff	.go.jp/j/keiei/attach/pdf/keieikeisyo
-13.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

30	 澤田（2019）「専業的家族経営における経営継承の特徴と課題－ 2005 年から 2015 年のパネルデータを用いた分析
から―」農業経営研究 ,	第 57 巻 ,	第２号 ,	p29-34.

ɾ農地อશʹࢿ͚ͨ産ཧʹΔཧղଅਐٴͼΠϯηϯςΟϒͷग़ͷݕ౼

ɾ農͔ظૣ͕ऀܧޙۀΒ農ۀΛֶͿػձ૬ஊͰ͖Δڥͷॆ࣮
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前提とした要件となっている。
しかしながら、本調査研究のヒアリングでは、市町村や有識者から親元就農特有の課題
感が指摘されている。具体的には、国の担い手政策は他分野から農業への新規参入に対す
る支援が多く、親元就農に対する国の支援策が不足している点や、親と子で世代が離れて
いる場合には農業に対する価値観が異なり、必ずしも親から指導を受けることが望ましい
とは限らない点、事業承継のための資産管理等について親子間の話し合いが不足している
点、相続税等の税負担が挙げられた。
以上のように、親元就農者は特有の課題を抱えながらも、そこに対する重点的な対応が
なされていない。上記の課題を踏まえ、農業後継者が早期から親や親以外の農業者から農
業を学ぶ機会や、事業承継について相談できる機会を充実させることにより、多様な農業
を就業の選択肢にできる環境を整えていく。

②	市町村として取り組んでいくべきこと

前述のとおり、親元就農に対する国の支援制度は親の経営をそのまま承継する場合や、
就農後５年以内に経営承継をしない場合には対象とならない。しかし、承継の形や承継時
期は農業者の属性や地域の営農環境によって異なり、中には支援対象とならない親元就農
者が多く存在する市町村もあると想定される。市町村の実情に合わせて、独自に支援制度
を設けることは親元就農の選択肢を広げるために有効であると考えられる。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲѪඤݝࢠொʳࢠொݩब農ࢧԉۀࣄ
ΑΔʹࠃͷۚࢿࢿੈ࣍ۀΔ߹ʹɺ農͢ܧӦΛͦͷ··ঝܦͱͯ͠ͷऀܧޙ

ԉ制度ͷަཁ݅Λຬͨ͞ͳ͍ࢧͷࠃԉ制度ͷରͱͳΒͳ͍ɻ͜ͷ࣮Λ౿·͑ɺࢧ
ۚΛઃ͍ͯ͠Δɻڅब農ऀʹର͢Δݩԉ͢ΔͨΊɺொಠࣗͰࢧब農ऀΛݩ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾࢠொʮࢠொݩब農ࢧԉڅۀࣄۚʹ͍ͭͯʯ
ʢIUUQT���XXX�UPXO�VDIJLP�FIJNF�KQ�TPTIJLJ����������IUNMʣ

ヒアリングでは、家族承継は家族内の問題であり市町村が介入することには限界がある
という意見があり、市町村が直接対応することが難しい側面もある。そこで市町村は後継
者と地域農業者のつながりの場を創出することで、地域農業者を介して間接的にサポート
する体制が有効であると思われる。
後継者を含めた農業者コミュニティづくりにより悩みを相談できる場を提供することや、
後継者が親以外の農業者からノウハウを学ぶ機会を増やすために、地域の農業者を紹介し

ɾݩब農ʹର͢Δ市ொଜʹΑΔࢧԉ制度ͷॆ࣮

ɾऀܧޙͱ地域農ऀۀͷͭͳ͕Γͷग़ʹΑΔऀܧޙͷαϙʔτ
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たり、見学や指導の調整等を行ったりすることが重要である。またそのつながりをとおし
て、後継者が多様な農業に触れることでモデルとなるような農業を見つけられるように、
農業の選択肢が広がるような経験を増やしていくことが必要である。

③	市町村を取り巻く主体に期待されることこと

上述のように新規就農者の中でも、親元就農者には特有の課題が存在する。したがって、
同じ境遇にある親元就農者同士で課題を共有することにより、助け合える環境が必要であ
る。NPO法人農家のこせがれネットワークは全国の農業者のこせがれ（後継者）で構成さ
れたネットワークであり、ファミリービジネスの重要性を提起し、事業承継を円滑に進め
る手法を伝える活動を実施している 31。
しかし、都市農業においては生産緑地が多く存在し、相続税猶予を受けているケースも
多い等、都市農業特有の課題感や悩みが存在する。全国のネットワークの存在に加え、都
市農業において親元就農者を取り巻く課題について話し合えるネットワークも拡充する必
要がある。都市農業を営む農業者が多く存在する地域をまとめあげる主体として、東京都
もしくは多摩地域市町村の広域連携により都市農業における後継者ネットワークを構築し
ていくことが考えられる。

家族承継は資産形成等について親子間での話し合いが重要であるが、親と子のコミュニ
ケーションがうまくいかない場合や、理解が不足しており円滑に承継できない場合がある。
そこで JA全農は事業承継ブック 32 を公開するなど、計画的な事業承継に向けた具体的なス
テップを提示している。
また、有識者のヒアリングからも JAは他の主体に比べ家族内の問題にも干渉しやすい
存在であることが指摘された。例えば農業者に近い存在である地元の JAが主体となり、
相談を持ちかけられる前から農業者にアプローチすることが有効だろう。さらには地元金
融機関、税理士等の有識者に都市農地の保全に対する理解を促し、後継者が相談しやすい
環境を整えることが重要と考えられる。

31	 NPO法人農家のこせがれネットワーク	ウェブサイト（http://kosegarenet.com/）最終確認日 2024 年 12 月 20 日
32	 JA全農「事業承継支援への取り組み」（https://www.zennoh.or.jp/tac/business.html）最終確認日 2024 年 12月 20日

ɾ市ொଜ域Λ͑ͨ都市農ۀͷऀܧޙωοτϫʔΫͷ֦ॆ

ɾ地ऀۀࣄݩͷྗڠʹΑΔ૬ஊػձͷॆ࣮ͱ農地อશʹର͢Δཧղଅਐ
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2-2．期待される多面的機能の発揮促進
（1）	教育的機能
①	目指すべき方向性

本調査研究で実施した多摩地域自治体アンケートでは、活用意向のある多面的機能とし
て「教育・生涯学習機会の提供」は「新鮮な農産物の供給」に次いで市町村の関心が高い（54
ページ参照）。
一方で、各市町村において現時点で教育分野において取り組まれている施策としては、
食育等の観点から学校給食への地場農産物の活用が多い。
都市農業から育まれる農産物を教育に活用するという視点は重要であるものの、都市農
業が持つ「学習・学びの素材」としての価値を十分に活かしきれているとは言い難い。
都市農業は、土地や植物（生物）という観点でみれば、自然現象・自然環境（温室効果
ガスの吸収、気候の緩和等）について学ぶことができる。また、産業としての観点でみれば、
流通・物流、加工、販売、事業収支等の「経済」を学ぶこともできる。さらには、農福連
携、防災など、「社会」のあり方を学ぶこともでき、SDGs を構成する「環境」「経済」「社会」
のどの側面からも学びが得られる優れた素材である。
多摩地域は、大都市に隣接しているにも関わらず、こうした優れた素材が各学校施設（幼
稚園、小学校、中学校、高校）や保育施設に近接する形で存在していると言える。

2020（令和２）年度以降順次導入されている学習指導要領において、「社会に開かれた教
育課程」の理念のもと、地域と連携・協働しながら学校教育を展開していくことを目指し
ている。このことを踏まえれば、多摩地域において都市農業を教育・学習素材として活用
しない手はない。
また、教育・学習素材としての活用可能性は、学齢期の学校教育だけでなく、博物館や
公民館、子育て支援施設など、地域における社会教育・生涯学習の機会・素材としての展開・
活用もできる。あらゆる世代の人が興味・関心に応じて気軽に都市農業、農作業の現場に
アクセスできる環境が整った地域にしていく。

ɾ都市農͕ͭ࣋ۀʮֶशɾֶͼͷૉࡐʯͱͯ͠ͷՁͷेͳ׆用

ɾଟຎ地域ʹ͓͍ͯ都市農ۀΛڭҭɾֶशૉࡐͱͯ͠ͷ׆用



103

第
Ⅴ
章

第ᶛ章　ଟຎ地Ҭの都市農業・農地の՝ղܾͱ͚ʹ༺׆たఏݴ

②	市町村として取り組んでいくべきこと

学校教育では、地域と連携・協働しながら学校教育を展開していくための具体的な制度
として、学校運営協議会制度（コミュニティ・スクール）33 を創設しており、2017（平成
29）年度からはその導入が努力義務化されている。
学校運営協議会では、当該学校の教育活動の目標や内容に関する協議が行われる。例え
ば、地域を題材とした学習活動に関する相談がある。地元で活動する農業者を委員の候補
として考えていくことで、学校運営協議会の場から都市農業の多面的機能に着目した教育・
学習活動が計画的に展開され、定着できる可能性がある。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲࡾॏ࢛ݝ市市ʳ࢛市市ཱอʑখֶߍɹֶߍӡӦٞڠձ
ಉߍͷίϛϡχςΟɾεΫʔϧͰɺʮ農ۀମݧ෦ձʯΛઃஔ͓ͯ͠Γɺҕһ͕ॴଐ͢Δ

ʮอʑͷࣗવʹ͠Ήձʯ地域ͷ農͕ऀۀɺా২͑ҴמΓɺαπϚΠϞͷබ্Ҷ΄Γ
ͷ農ۀମମݧͷࢦಋΛ͍ͯͬߦΔɻ

ॻʢฏࠂ市൛ίϛϡχςΟεΫʔϧใ࢛市市ʮ࢛ྉʣࢿ �� 度૯ׅʣʯΑΓҾ用ʢIUUQT���XXX�
DJUZ�ZPLLBJDIJ�MH�KQ�XXX�DPOUFOUT���������������TJNQMF���I��IPCPTZPV�QEGʣ࠷ऴ
֬ೝ���� ��݄��

③	市町村を取り巻く主体に期待されること

東京都立や私立の高校と市町村との関わりは薄い面がある。しかし、高校は「総合的な
探究の時間」を軸に、地域・社会と接続させた学びが急速に広がっており、学校周辺地域
の都市農業を学習素材として活用していくニーズは増えていると思われる。
高校の設置者においても、学校周辺の都市農業を活かした教育活動を展開したい場合に
は、学校が立地する市町村と連携し、学校運営協議会委員に地元農業者の参画を得たり、
都市農業・農地の現場に学生がアクセスできる機会づくりをしていくことで、都市農業が
持つ教育的機能を活用することができるのではないか。

33	 文部科学省「コミュニティ・スクール及び地域学校協働活動実施状況調査」（2024（令和６）年度）によれば東京
都内の公立学校では 39.5% の導入率となっている。なお、市町村別にみると八王子市、立川市、三鷹市、町田市、
小金井市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市、西東京市、檜原村、
奥多摩町では 100%の導入率となっている。

（https://manabi-mirai.mext.go.jp/upload/13tokyo_2024chousa_barchart.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ɾֶߍӡӦٞڠձҕһͷ農ऀۀͷى用ʹΑΔֶߍͱ都市農ۀͷଓਪਐ

５年生　田植え １，２年生サツマイモほり ３年生　枝豆収穫

ɾ都ཱߍߴʹ͓͚Δʮ૯߹తͳ୳ڀͷؒ࣌ʯʹ͓͚Δ都市農ۀͱͷଓɾ׆用
ਪਐ
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（2）	防災機能
①	目指すべき方向性

農地の多面的機能の一つとして防災機能が認識されて以降、防災協力農地の指定等によ
りその発揮に向けた取組が進められてきた。しかしながら、防災協力農地等の面積は近年
でみれば増加傾向にあるものの、2013（平成 25）年以降全体では伸び悩んでいる現状があ
る 34。
本調査研究における多摩地域自治体アンケートでは、農業振興施策において防災・減災
分野との連携があると回答した割合が 2017（平成 29）年の前回調査研究と比較するとやや
減少している。
一方で、都市農地の減少による困りごととして、防災協力農地に指定できる農地が不足
していることが挙げられていることなど、農地の防災機能の発揮が農地保全の重要な目的
の一つとして求められていると言える。
取組が停滞している原因として、多摩地域の市町村へのヒアリングでは防災協力農地の
指定に興味はあるものの、農地法がベースにあることから農業以外の利用がどこまで許容
されるのか分からないという意見があった。また、多摩地域においては生産緑地地区に指
定されている農地が相続税の納税猶予を受けているケースが珍しくないが、その場合には
判断がより複雑になる点にも留意すべきである。
都市農地であればこそ発揮できる防災機能を明確にし、それらが発揮できる体制を整え
ることが必要である。

また、有識者からは農地の防災機能の具体化や評価がなされておらず、農地所有者や住
民にとってその機能が理解されにくい点が課題として指摘された。農地に求められる防災
機能やその重要性は、農地の特徴や周辺の環境等の条件によって異なる。例えば、住宅の
少ない山間部の農地と比較して、オープンスペースの少ない市街地の農地は、延焼リスク
の低減により寄与すると言える。
防災協力農地等を指定するだけでなく周辺環境等の条件を考慮してエリアごとに防災機
能の重要性を把握し、またそれを関係者の理解へつなげ、より効果的に機能を発揮してい
くことが求められる。

34	 農林水産省「防災協力農地等の取組状況」（令和５年３月 31 日現在）（https://www.maff	.go.jp/j/nousin/kouryu/
tosi_nougyo/attach/pdf/t_kuwashiku-66.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

ɾ市ொଜ農͕ऀۀ農地ͷػࡂͷൃ͚ͨʹشऔΛਐΊΒΕΔମ制ͷ
整උ

ɾΤϦΞ͝ͱʹٻΊΒΕΔ農地ͷػࡂͦͷॏཁੑͷ໌֬化



105

第
Ⅴ
章

第ᶛ章　ଟຎ地Ҭの都市農業・農地の՝ղܾͱ͚ʹ༺׆たఏݴ

②	市町村として取り組んでいくべきこと

農地に求められる防災機能やその重要性はそのエリアによって異なっており、市街地か
ら山間部まで多様な環境を有する多摩地域では、防災機能が特に重要となるエリアを特定
することで、効果的に防災機能を発揮させることが重要である。
例えば、地震リスクについては東京都都市整備局のウェブサイト 35 で公開されており、精

緻な評価までは難しくとも、ある程度の防災機能の重要性は確認できるようになっている。
こうした情報を活用しながら、各エリアにおける農地に求められる機能やその重要性を可
視化する等して、特に重要なエリアの農地所有者に対しては JA等と連携して積極的に協
力を呼びかけるといった取組が必要だと考えられる。
しかし、エリアの特定や農地の防災に向けた活用方針の具体化は、農業部門の職員だけ
取り組むことが難しい。よって、適宜、防災部門と連携しながら取り組む必要がある。また、
農業振興計画で農地の防災活用について言及する等、市町村の計画として農地の防災機能
の発揮を明確に位置付けていくことが望ましい。
なお、重要な防災協力農地等に対してはインセンティブを付与することにより、協力を
増やすことが期待されるが、この点については後述する国の制度として提案することも考
えられる。

防災機能が効果的に発揮されるためには、農地の認知度を向上させることが重要である。
農地を活用した避難訓練や炊き出し等を日頃から実施することは、農地の防災機能に対す
る住民の理解醸成につながることに加え、地域の防災機能を高めるために有効である。
すでに都内では定期的に防災イベント等が実施されている農園も存在する36。さらに言え
ば、こうした取組により地域住民同士のつながりや、地域住民と都市農業のつながりが生
まれ、防災を起点としてコミュニティが形成されることや、都市農業の理解を深めること
ができる機会を創出できるという効果も期待される。
例えば、市町村が特に防災上特に重要なエリアの農地所有者やその周辺住民に対し呼び
かけを行ったり、都市農業機能発揮支援事業等の防災機能の強化に向けた支援制度を紹介
したりすることで、日常的な取組の場づくりをサポートすることが重要である。

35	 東京都都市整備局「地震に関する地域危険度測定調査（第９回）」（https://www.funenka.metro.tokyo.lg.jp/area-
hazard-level/regional-risk-level/）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

36	 内閣官房「国土強靭化	民間の取組事例集」（令和５年４月）p89-90（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/kokudo_
kyoujinka/r5_minkan/index.html）最終確認日 2024 年 12 月 20 日

ɾࡂϦεΫใΛͱʹ農地ʹٻΊΒΕΔػࡂͱͦͷॏཁੑΛΤϦΞ
͝ͱʹѲ

ɾ地域ॅຽͱͷͭͳ͕ΓΛ͔ͨ͠׆ػࡂͷൃ͚ͨʹشऔΛଅਐ
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③	市町村を取り巻く主体に期待されること

農地において防災機能の発揮が求められる一方で、農地でできる防災への取組や防災設
備の設置等は、農地法や生産緑地法、租税特別措置法といった法律による複雑な制約があ
り、市町村職員の判断に迷いが生じる点が多い。
特に災害時の利用だけでなく、避難訓練等の平常時の取組や災害時に備えるために必要
な設備の建築について明記しておくことにより、農地所有者が日頃から安心して防災機能
の向上に励むことのできる環境を整える必要がある。
市町村ごとに、防災協力農地等での施設整備や農外利用範囲の明確化をすることは難し
く、国による統一した対応が必要となる。

前述のとおり、災害リスクの高いエリアにおいて防災協力農地等を増やしていくために
は農地所有者に対するインセンティブが必要である。延焼リスク等の情報から、一定の重
要性が認められる農地に対しては、規制緩和や税制優遇、資材の貸与といった優遇措置を
設けることにより協力を促すことも考えられる。
同時に優遇措置が設けられた農地に対しては、定期的な防災訓練の協力や防災設備のメ
ンテナンスといった、長期的な防災機能維持・向上のための取組を義務化することで、都
市におけるオープンスペースとして重要な役割を果たす農地を将来にわたって保全するこ
とが求められる。

ɾ๏制度ͷ整ཧʹΑΔྗڠࡂ農地ͰՄͳऔͷ໌֬化

ɾ農地ॴ༗ऀʹର͢ΔΠϯηϯςΟϒΛ༩Ͱ͖Δ制度ͷઃ
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（3）	福祉機能
①	目指すべき方向性

農福連携の取組主体は、全国で 2019（令和元）年度末の 4,117 件から 2022（令和４）年
度末の 6,343 件へと大きく増加している 37。農福連携の取組による効果について、農福連携
に取り組んだ障害者就労施設のうち 87.5％が「あり」と回答しており 38、福祉的機能は特に
障がい者への就労支援において効果が認識されている。
一方で「農福連携等推進ビジョン（2024 改訂版）」では、農福連携を障がい者のみなら
ず、高齢者、生活困窮者、ひきこもりの状態にある者等の就労・社会参画支援、犯罪をし
た者等の立ち直り支援等にも対象を広げていくことが必要であるとしており、今後は多様
な人々が農地の福祉的機能を享受できている状態を目指すことが求められている。
そのためには、農福連携への取組意向を持つ地域の福祉関係者や農業者に対する情報提
供、連携先のマッチング、作業内容や対価、時期の調整等の連携に係るコーディネートと
いった支援・バックアップ体制の充実化を図っていく必要がある。

さらには、都市農地特有の立地を活かしていくことも重要である。障害者就労施設側の
農福連携を進める上での課題として「販路の確保」や「農作業中のトイレの確保」、農業経
営体側の障がい者等を受け入れる上での課題として「ほ場でのトイレ・休憩所の確保」が
挙げられている 39。
都市農業には生産現場と消費者が近く、販路を拡大しやすいという強みがあり、農福連
携で生産された農産物の付加価値や社会的意義の訴求を効果的に行うことができる。また、
トイレや休憩所についても、近隣の都市公園や公共施設、商業施設等との連携など、都市
における既存ストックの活用によって課題を解決することも可能と考える。こうした支援・
バックアップ体制の充実化と都市のリソースの活用を統合的に進め、都市農業・農地の福
祉的機能の発揮に多様な主体が参入しやすい環境の実現を目指すことが重要である。

37	 農林水産省「令和５年度	食料・農業・農村白書」（令和６年５月）（https://www.maff	.go.jp/j/wpaper/w_maff	/r5/
index.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

38	 一般社団法人日本基金「農福連携に関するアンケート調査結果」（令和５年３月）
39	 一般社団法人日本基金「農福連携に関するアンケート調査結果」（令和５年３月）

ɾ農࿈ܞͷऔҙΛͭ࣋地域ͷऀؔࢱ農ऀۀʹର͢ΔҰ؏ͨ͠
ԉɾόοΫΞοϓମ制ͷॆ࣮ࢧ

ɾ都市ʹ͓͚ΔطଘετοΫΛ農࿈׆ʹܞ用
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ਤද���　࢟͢ࢦのΠϝʔδ

②	市町村として取り組んでいくべきこと

多摩地域自治体アンケートの結果から、都市農業・農地の活用に関して「障がい者福祉」
分野が実施段階にあると回答した市町村は、2017（平成 29）年の前回調査研究から増加傾
向にあるものの３～４割程度となっている（55 ページ参照）。都市農地における福祉的機
能の発揮をより一層推進していくために、農政部局と福祉部局をはじめとした部局横断的
な体制を構築し、庁内の意識向上に取り組んでいくことが必要である。
また、多摩地域自治体の農業分野の個別計画からは、農業者の約半数が農福連携に消極
的であることが分かる 40。農業者に、都市農地の福祉的機能の理解を促進していくために、
市町村のみならず JAやすでに農福連携に取り組んでいる農業者とともに、新たな仲間づ
くりに取り組んでいくことが重要である。
加えて、福祉関係者に向けた就労先として農業分野の存在を周知する取組や、消費者と
しての住民に向けた農福連携で生産された農産物の戦略的なプロモーションも並行して取
り組むことも求められる。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲߴܳ҆ݝ市ʳ҆ܳ市農࿈ڀݚܞձ
҆ܳ市ࣄࢱॴɾ農ྛ՝ɺ҆ܳࢱอ݈ॴɺࣄࢱॴɺোऀबۀɾ生ࢧ׆ԉηϯλʔɺ

एऀαϙʔτεςʔγϣϯɺ+"ߴܳ҆ݝ地区͔Βߏ͞ΕΔڀݚձΛઃཱɻॳ֤
ब࿑ۀ農ݧମۀ農ޙΓɺͦͷ·࢝ʹ࠵ͷ։ۀࣄൃܒɾٴձීڧ༗ɺษڞͷใؔػ
Έͷܞԉ৫ͱͯ҆ܳ͠市ʹ͓͚Δ農࿈ࢧ化ʹऔΓΜͰ͓Γɺதؒڧԉͷࢧ
ͮ͘ΓΛ͍ͯͬߦΔɻ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾϊϑΫެࣜνϟϯωϧʮ農࿈ܞऔհಈ画ᴹதؒࢧԉ৫ฤʯ
ʢIUUQT���XXX�ZPVUVCF�DPN�XBUDI W�()70Q+3E&EHʣ
ɾ農࿈ܞԠԉίϯιʔγΞϜʮϊϑΫɾΞϫʔυ �����डஂମऔྫࣄʯ
ʢIUUQT���XXX�NB⒎��HP�KQ�K�OPVTJO�LPVSZV�BUUBDI�QEG�LPVSFJ����QEGʣ

40	 武蔵村山市「武蔵村山市第三次農業振興計画」（平成 30 年３月）（https://www.city.musashimurayama.lg.jp/
shisei/shisaku/kankyou/1008078.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日、武蔵野市「武蔵野市農業振興基本計画（令
和５（2023）年度修正版）（https://www.city.musashino.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/945/
kaiteiban2023.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

多様な人が福祉面における農地の
効果を享受できている

多様な人が担い手として活躍し、
持続可能な農業が実現されている

窓口からの一貫した支援体制

マッチング情報提供 コーディネート 技術支援

興味がある 参入したい
連携先候補が
見つかった

ついに始める

都市のリソース

トイレ・休憩所

販路

など

ɾશํ໘ʢ市ொଜɺ農ऀۀɺऀؔࢱɺॅຽʣͷҙࣝৢͱωοτϫʔΫ
ͷߏங
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農福連携の考えが広く普及しつつある今日、農福連携への取組意向を持つ福祉関係者や
農業者等からの市町村に相談が寄せられることはさらに増えると予想される。市町村とし
て農福連携の実践を支援していくために、農福連携に関するワンストップの相談窓口を設
置し、相談者のニーズや理解度、取組段階に応じた適切な情報提供やマッチング等の支援
を行っていくことが求められる。
窓口機能やマッチング機能の強化に関しては、登録制度等により農福連携の受入意向の
ある農業者のデータベースを作成する等の取組が考えられる。また、市町村内でニーズや
各種条件の合致する連携先が見つからない場合でも、近隣市町村に最適な連携先が存在す
る場合もあると考えられる。実際に市町村も管轄を越えた農福連携のネットワークの必要
性を認識しているため 41、広域のネットワークを形成して市町村の域を超えた情報連携や
マッチングを行っていく仕組みづくりも望まれる。
参入から事業継続までの一貫した支援に関しては、農福連携コーディネーター 42 や農福

連携技術支援者 43 等の専門人材を確保・育成を行い、専門人材と連携した支援体制の構築
が必要であると考えられる。実際の取組事例として、第Ⅳ章で紹介した大阪府「大阪農業
つなぐセンター（ハートフルアグリ）」の取組が参考となる（77 ページ参照）。
また、トイレや休憩所が課題となる場合は、近隣の都市公園や公共施設の紹介、使用に
係る調整等を行うことも市町村としての重要な役割である。

農業者の高齢化や担い手不足が進む中で、地域の農業の維持・発展のためには多様な担
い手の確保・育成が課題となっているが、福祉法人等が新たな担い手候補となるケースも
今後増えていくことが想定される。
市街化区域においては農地貸借のマッチングの支援、地元農業者や周辺住民の理解促進
など、市街化調整区域においては地域計画における担い手としての位置付けに向けた農地
所有者や他の担い手との調整に係る支援など、市町村は農福連携に取り組む事業者が新た
な担い手となるよう、新規参入や営農規模の拡大等の支援に取り組んでいく必要がある。
実際の取組事例として、第Ⅳ章で紹介した名古屋市「中川区における地域計画策定」の
取組が参考となる（84 ページ参照）。

41	 農林水産省「農福連携の取組に関する意識・意向調査結果」（令和４年３月）（https://www.maff	.go.jp/j/fi	nding/
mind/attach/pdf/index-72.pdf）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

42	 農業者と障害者就労支援施設等のニーズのマッチング、作業内容や請負報酬単価等の契約内容の決定に向けた調整
といった仲介を行う人材。

43	 農業の現場において、農業者、障害者就労施設等の職業指導員、障害者本人の三者に対し、農福連携を実践する手
法を具体的にアドバイスする専門人材で、農福連携技術支援者育成研修の研修課程を受講し、農林水産省から必要
な知識と技能を身につけたと認められると研修修了者となり、「農福連携技術支援者」（農林水産省認定）として現
場における支援を行うことができる。

ɾϫϯετοϓ૭ޱͷઃஔͱҰ؏ͨ͠ࢧԉମ制ͷߏங

ɾ農࿈ܞʹऔΓΉ͕ऀۀࣄ୲͍खʹͳΔ͜ͱͷࢧԉ
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③	市町村を取り巻く主体に期待されること

すでに農福連携に取り組んでいる福祉関係者や農業者には、農福連携コーディネーター
や農福連携技術支援者、アドバイザー等として、一貫した支援体制の構築に向け、市町村
と連携し、後発の事業者の支援に協力してもらうことが望ましい。

より多様な人々が都市農地の福祉的機能を享受できるようにするためには、分野横断的
な取組を進めていくことが重要であり、中間支援組織の関与・貢献が不可欠である。例えば、
まちづくり団体が中間支援組織としての役割を担うことで、多様な業種の主体とのつなが
りが生まれ、さらなる事業の発展も期待できる。
実際の取組事例として、第Ⅳ章で紹介した「わくわく都民農園小金井」の取組が参考と
なる（74 ページ参照）。

ɾ農࿈ܞʹؔΘΔઐਓࡐͷ֬อɾҭ

ɾ·ͪͮ͘Γஂମͷதؒࢧԉ৫ͷࢀ画
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2-3．農でつなぐコミュニティの形成
（1）	農地に接する住民理解醸成
①	目指すべき方向性

農林水産省「都市農業に関する意向調査」（2023（令和５）年 10 月）によると、都市住
民の約７割が、都市農業の多様な役割を評価し、都市農業・都市農地の保全を求めており、
特に身近に農地がある都市住民の方ほど、農地を残していくべきと考える傾向がある 44。
一方で、多摩地域自治体の農業分野の個別計画からは、農地の問題点として、土埃や不耕
作農地の存在、農薬散布といった問題が認識されていることが分かる 45。
また、農業者側でも、営農環境の悪化や農薬散布が十分にできないといった宅地化・市
街化の進展による課題や、周辺住民の理解、不法投棄等の問題が認識されていることが分
かる 46。
双方の問題に対応し、農と住の調和するまちづくりを進めるためには、農業者による農
地の周辺地域への影響の発生防止策・軽減策のみならず、住民の理解を醸成する、農地と
住民をつなぐ取組が必要である。

地域住民の農地に対する理解が深まり、地域住民と農業者の間にコミュニケーションが
生まれることで、農と住が混在することによる対立が低減され、農地が周辺環境に与える
懸念のある影響が許容されやすくなり、農地への被害も抑制されることを通じて、営農環
境の向上、農業を承継しやすい環境づくりを目指すことが必要である。

44	 農林水産省「都市農業に関する意向調査」（2023（令和５）年 10 月）
45	 武蔵村山市「武蔵村山市第三次農業振興計画」（2018（平成 30）年）、立川市「立川市第５次農業振興計画」（2020（令
和２）年）、稲城市「第四次稲城市農業基本計画」（2021（令和３）年）、東大和市「東大和市農業振興計画（2018（平
成 30）年）／等

46	 立川市「立川市第５次農業振興計画」（2020（令和２）年）、府中市「第 4次府中市農業振興計画」（2023（令和５）
年）、調布市「調布市農業振興計画」（2021（令和３）年）、国分寺市「第三次国分寺市農業振興計画」（2016（平成
28）年）、西東京市「第３次西東京市農業振興計画」（2024（令和６）年）、多摩市「多摩市都市農業振興プラン」（2019
（平成 31）年）／等

ɾ農地ʹର͢Δॅຽཧղ͕ৢ͞ΕΔ͜ͱʹΑΔɺ農ͱॅͷ調͢Δ·ͪͮ͘
Γͷਪਐ

ɾॅຽͱ農ऀۀͷؒʹίϛϡχέʔγϣϯ͕生·ΕɺӦ農্͕͢ڥΔͱͱ
ʹɺ農Ոʹͱͬͯ農ۀΛঝ͠ܧ͍ͮ͘͢ڥΓ
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②	市町村として取り組んでいくべきこと

住民理解の醸成を「周辺に農地があることを知る」「農地の周辺環境への影響と都市農業
の多面的価値を知る」「都市農業の魅力を感じる」「都市農地で交流する／都市農業に参加
する」の４ステップに分けた場合、前半２ステップの「知る」に関しては、市町村と農業
者が地域住民に向けて農地の周知と理解促進に取り組むことが求められる。
一方で、後半の２ステップは農業者や地域住民が主体的に行う取組を、市町村はバック
アップに回って支援することが重要である。

土埃やにおいに関する苦情等の地域住民と農地のコンフリクト（対立）は、新たな居住
者との間で起こりやすいと考えられる。新たな居住者が周辺に農地があることを十分に認
知していなかったり、農地が周辺環境にあたる懸念のある影響について認識していなかっ
たりすると、苦情の発生につながりやすいと想定される。
市町村としても苦情を受けた場合、法的に問題があるケース等を除き、介入は難しい。
そこで、農地の存在や周辺環境への影響、都市農業の多面的価値を新たな居住者に対して
早期に発信し、理解を促していくことが重要である。
例えば、都市農業・農地の理解促進リーフレットを作成・配布する、農地の多く分布す

ഉኁጫशのඦถӡ農地とഉኁをつな֏Ӣ

೮ᇩに農地がある֒とを

ཐる

農地の೮ᇩৄ੩ַのࢬを

ཐる

都市農業の多面अཏを

ཐる

都市農業のትを

শ֗る
都市農地で୪ጺ֘る
都市農業に参इ֘る

農地が೮ᇩৄ੩にይևるଖႪのあるࢬ

におい

ແࣿኴ༎ 農ዄైᆑ

ဘᕼ 農業֓־

ဘ௱のጺഞ

農地ַのᅇ॔

ኅཉጵ入

農ౌᆾのီႍ

ᆊሓဨ৾

農ભのီႍ
ᄇภのጌ制

農業ೄ

೮ᇩ地ַࡰのࢬのᄇภሻప・
ଲపの実౮

ᄇภのሻ
のଲࢬ

ಛಓ体・農業ೄにׇる
೮ཐ・ጫश້ුのຎ

農業ೄ׃地ࡰഉኁのຎを
ಛಓ体がッחפッ،

ɾॅຽཧղৢͷஈ֊ʹԠׂͨ͡ͷม化

ɾ৽ͨͳऀॅډͷ都市農ۀɾ都市農地ͷप
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る地域に引っ越してきた居住者に対して窓口で情報提供を行う等の取組が考えられる。
また、マンションの新築や戸建住宅の宅地開発による居住者と地域の農業者との交流を
促進する仕組みを導入することも一案である。
京都市では「京都市地域コミュニティ活性化推進条例」47 に基づき、マンションの新築や
戸建住宅の宅地開発による新たな居住者と地域住民との交流を促進するため、新たな居住
者に対する地域活動情報の提供や自治会・町内会加入の案内等の連絡調整を地域と事業者
との間で早期に行うための制度を運用している。
農地の多く分布する地域においては、京都市の事例のスキームを参考とし、新たな居住
者と地域の農業者との間の円滑にコミュニケーションが行えるように、事業者側にも協力
を求める仕組みづくりが実現できると望ましい。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲ౦ژ都調市ʳసೖऀ͚ϦʔϑϨοτͷ
都市農ۀ市農産ͷཧղଅਐΛਤΔͨΊɺసೖऀʹϦʔϑϨοτΛɻ市農産

ചॴͷັྗɺ農ۀମݧ৯ҭʹؔ͢ΔใΛൃ৴͢Δͱͱʹɺॅ地ͷதʹଘࡏ
͢Δ農地Ͱ農ߦ͕ۀΘΕ͍ͯΔ͜ͱʹରͯ͠ɺཧղͱྗڠΛଅ͢จষΛ͍ͯ͠ࡌهΔɻ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾ調市ΣϒαΠτʮసೖऀ͚ϦʔϑϨοτʮ調市Α͏ͦ͜ʢ調市産農産Λ
৯ͯɺ調ͷັྗΛൃݟʣʯʯʢIUUQT���XXX�DJUZ�DIPGV�MH�KQ��������Q�������
IUNMʣ

都市農地での交流や都市農業への参加を活発にするため、市町村として地域住民や農業
者による都市農業の多面的価値や魅力を発信する取組 48 を支援していくことが求められる。
「緑農住」まちづくりガイドライン（東京都）の中で有識者が「農の資源を生かしたま
ちづくりを農業者や地域住民が創意工夫を凝らして展開できるように支援することが、生
き生きとした農のある風景を継承していくことにつながっていく」49 と指摘するように、地
域住民や農業者発意のボトムアップでのソフト事業に対して、市町村が支援を行っていく
ことが重要である。都市農業・農地の多面的機能でつながるまちづくりの実現が期待される。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲ౦ژ都࿅അ区ʳ農ͷ෩ܠҭ地区農地อશۀࣄඅิॿۚ
農ͷ෩ܠҭ地区ͷ農ऀۀॅຽʹΑΔऔΛࢧԉ͢ΔͨΊɺ����ʢྩ̎ʣ度Α

Γิॿ制度Λ։࢝ɻ農ͷ෩ܠҭ地区ͷ農地Λ׆用ͨ͠都市農地ɾ都市農ۀͷັྗൃ
৴·ͨ農地ͷอશʹ͢ࢿΔิ͕ۀࣄॿରͱͳ͓ͬͯΓɺใΠϕϯτձͷઃӦඅɺ
ͷँྱʹར用Մͱͳ͍ͬͯΔɻऀྗڠ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾ࿅അ区ΣϒαΠτʮ農ͷ෩ܠҭ地区農地อશۀࣄʯ
ʢIUUQT���XXX�DJUZ�OFSJNB�UPLZP�KQ�LBOLPNPZPTIJ�OPHZP�IVSFBJ�OPVOPIVVLFJ@�IUNMʣ

47	 京都市「京都市地域コミュニティ活性化推進条例の改正について」（https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/
0000250941.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

48	 例えば、練馬区南大泉地区の農の風景育成地区では、「南大泉	with	農フェスタ」の開催など、農業者と地域住民が
協働し、農をテーマとしたまちづくりが進められている。

49	 飯田晶子氏（東京大学	特任講師（専門：ランドスケープ））による事例のポイント解説より引用
	 東京都「「緑農住」まちづくりガイドライン」（令和４年３月）p86（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
seisaku/midori_kakuho/ryokunoju.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

ɾ農ۀతҎ֎Ͱɺ市ຽ農Ԃͷ։ઃΛతͱͨ͠ିआՄͰ͋Δ
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③	市町村を取り巻く主体に期待されること

「都市農業の魅力を感じる」「都市農地で交流する／都市農業に参加する」のステップと
して、地域住民や農業者が主体的に取り組む必要がある。例えば、練馬区南大泉の農の風
景育成地区では、地域の農業者が主体となっての農を活用したまちづくりの取組が進めら
れている 50。

農と住の調和するまちづくりを進めるためには、「住」側からのまちづくりのアプローチ
も効果的である。中でも、今後リノベーションや建替えのタイミングを迎える既存のアパー
トやマンションについて、農と調和した住宅・施設としての生まれ変わりを推進していく
取組が期待される。
先行事例としては「人とつながる・地域とつながる	まちのリビング」をコンセプトに、
築 50 年を超える従業員住宅を入居者や地域住民が交流できる農園を併設した賃貸住宅にリ
ノベーションしたミノリテラス草加 51 や、農家と建築家が協働し、シェアスペースと菜園
付きのアパートへのリノベーションを行ったワカミヤハイツ 52 等が挙げられる。
わが国は、人口減少時代を迎えており、同時に既存市街地ではリノベーションや建替え
の波が訪れている。新規の開発で農を付加価値にした取組は多くみられるが、「都市農業の
魅力を感じる」「都市農地で交流する／都市農業に参加する」機会を創出する上で、上記の
ような取組の重要性はさらに高まっていくだろう。

50	 東京都「「緑農住」まちづくりガイドライン」（令和４年３月）p87（https://www.toshiseibi.metro.tokyo.lg.jp/
seisaku/midori_kakuho/ryokunoju.html）最終確認日 2024 年 12 月 25 日

51	 ミノリテラスウェブサイト（https://solaie.jp/ill-chintai/soka-hikawacho/）最終確認日 2024 年 12 月 25 日
52	 寺田徹（2022）「生産緑地の位置づけと次の 30 年における都市農地・都市農業」土地総合研究 ,	2022 年冬号 ,	14-
21pp.

ɾ農ऀۀʹΑΔ農Λ׆用ͨ͠·ͪͮ͘Γͷऔͷਪਐ

ɾ農ͱ調ͨ͠ॅɾࢪઃͷϦϊϕʔγϣϯɾݐସ͑ͷਪਐ
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（2）	生産から消費までをつなぐ体制づくり　（地産地消）
①	目指すべき方向性

多摩地域では、多くの市町村で農産物の販売方法は直販が主流となっている。個々の農
業者が出荷量に応じた販路（庭先販売、生協、農協の直売所、地元小売店や飲食店等）を
開拓しており、今後もその傾向は続くと想定される。他方で 2023（令和５）年５月に青梅
青果地方卸売市場が廃止され、出荷量の多い市街化調整区域の農業者を中心に販路の確保
が課題となっている。
ここまでの調査結果から、農業者は農産物の販売を通じて市民との交流を期待しており、
市民も地元産農産物を身近で購入できる仕組みを求めていることがうかがえる。
そこで、2030 年代に向けて、農地の周辺地域の住民に向けては庭先での販売を中心に、
地域の課題解決に資する取組等も行いながら、農業への理解醸成を図っていくことを目指
す。また、市町村内の住民に向けては、高齢化する農業者だけで販路開拓や流通を担って
いくことも難しくなると想定されることから、まちづくり団体等と連携した販路開拓や地
域支援型農業の展開等を実践し、まちづくりの促進を図っていく。さらに、都心等域外へ
の出荷については、地域の個性を活かした販路開拓やブランド化、観光と連携したサービ
ス展開等を推進し、シティプロモーションにつなげていくことが期待される。
このように、農業は単なる農産物の販売にとどまらず、農産物を通じて市町村内外での
交流を創出する総合サービス業、社会課題解決型の取組へと転換し、関係人口の創出やま
ちづくり等につながっていく姿を目指していくことが有益である。

ਤද���　ੜ͔࢈Βফඅ·ͰΛつͳ͙ମ制ͮ͘Γの͢ࢦ͖ํੑΠϝʔδ

� Mitsubishi UFJ Research and Consulting 

生産⏣␡ޟ␖⏿⏼␂⏨ढ制づく␢（地産地ޟ）

農業۴

ఙܹ民ܞ

市民

৽ࢀৎ

都市ܹ民

市内ৎݨ
ߣਧ・ʳފ
ਧ␐͍ݎ

地域ڛ˽ԉ
農業੧

␖⏹づく␢の促進地域の͑ाͦԲ

農業൛ͦのࡆߖ

地域のಥඋଷߨ

⑂③⑸⑭⌤⑂⑲⑾

൪ড়業۴

␖⏹づく␢ॶढ
␜⑸͍ݎ
ਗ਼Ҍ産の特ࡅを
κ⏣⏯たୖස␐
の͍ݎ

Ё֟␀Ԓ⏯た
⑀⌤⑄ਦ開

੧

農産௮の൪ড়をড়⏰た市内外の֚൪の促進␐

ɾ農産ͷফඅΛհͨ͠地域͔Β都市ؒ·ͰͷަྲྀΛग़͢Δͭͳ͕Γͮ͘Γ
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②	市町村として取り組んでいくべきこと

住民からの地元産農産物に対するニーズは高く、最寄りの小売店や量販店等の身近な購
入場所・機会の増加が期待されており、地域内流通の確保が課題となる。しかし、物流業
界では慢性的な人手不足が続いており、物流費は上昇傾向にある。
このような中、多摩地域や東京都近郊では、地元産農産物を使ったメニューを提供する
地元飲食店を中心に地産地消をまち全体で推進する国分寺市のこくベジや、千葉市のつく
たべプロジェクト（90 ページ参照）、柏市の八百屋ろじまる等、地産地消を軸にまちづく
りを推進している事例がみられる。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲઍ༿ݝദ市ʳീඦΖ͡·Δ
ۭ͖地ͷར׆用地産地ফΛతͱͯ͠ɺ·ͪͮ͘ΓΛઐͱ͢Δ/10͕ொதͷۭ͖地

ӺલσοΩʹ͓͚Δࡊ市Λا画ӡӦɻദӺۙ͘ͷۭ͖地Ͱຖिਫ༵ʹʮ࿏地ཪϚ
ϧγΣʯΛ։͖ͨͯ͠࠵ɻ։࠵ස度Λ૿ͯ͠΄͍͠ͱ͍͏ফඅऀͷͱɺఆظతʹൢച
͍ͨ͠ͱ͍͏農ՈͷΛड͚ͯৗઃళฮΛ։ઃ͢Δ͜ͱͱ͠ɺӺલͷۭ͖ళฮΛ׆用ͨ͠
ചॴʢΖ͡·ΔʣΛӡӦ͍ͯ͠Δɻ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾࣜגձࣾΖ͡·ΔΣϒαΠτʢIUUQT���XXX�SPKJNBSV�DPN�ʣ

そこで、農業や農産物等に関心のあるまちづくり団体と連携し、流通の担い手として市
民や事業者、NPO等の参加を促し、地産地消を推進していくことが有効と考えられる。
身近な販路・購入場所の確保については、まずは地域の交流拠点等を活用してマルシェ
等のイベントを開催し、定期的な取組から常設店舗の設置検討等、段階的に取組を定着さ
せていくことも有効である。

ʻྫࣄߟࢀʼɹʲ౦ژ都ࠃࣉ市ʳ͘͜ϕδϓϩδΣΫτ
地産ͷ農ச産Λ͘͜ϕδͷѪশͰϒϥϯσΟϯάΛ͍ߦɺ௨Ͱ͘͜ϕδΛߪೖɾ

ҿ৯Ͱ͖Δചॴҿ৯ళΛొɻચ࿅͞ΕͨϩΰΩϟονίϐʔʹΑΔϒϥϯσΟϯ
άɺΣϒαΠτ 4/4Ͱͷใൃ৴ɺϚϧγΣΛ͡Ίͱͨ͠·ͪͮ͘ΓΠϕϯτͷ
ਓͷΛల։ɻ地域ҰମͰ地産地ফΛਐΊΔ͜ͱͰɺ·ͪͷՁݸɺҿ৯ళࢪ࣮
ັྗ্ʹͭͳ͕͍ͬͯΔɻ
˝ৄ͘͠Γ͍ͨ߹
ɾ͘͜ϕδϓϩδΣΫτਪਐ࿈བྷձΣϒαΠτʮࠃࡾࣉඦࡊʮ͘͜ϕδʯʯ
ʢIUUQT���LPLVWFHF�KQ�ʣ

ɾ農産ͷྲྀ௨ൢചͷ地域ͷଟ༷ͳओମͷࢀ画Λଅਐ
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近年は、生産者や食のこだわりに魅力を感じる市民や、生産者支援を通じて社会貢献を
志向する市民等は増えており、生産者のストーリーと食材をセットにして販売する雑誌や
通販サイト、定期的な食材購入に併せて農作業体験や生産者との交流機会も提供される会
員制サービス等が提供されている。
ローカルメディアや SNS等も活用しつつ、地域の生産者の努力やこだわりを魅力に変換
し、農作業体験等と組み合わせて付加価値のあるサービス等に仕立てていくことで、農業
や周辺サービスの収益向上を図るとともに、多様な担い手育成につなげていくことも可能
と考えられる。

近年、都市近郊にて地域単位での旅行情報誌が発刊され、首都圏近郊の日帰り観光や、
食や自然に触れる体験等を組み合わせたグランピング等の宿泊観光も人気が高まっている。
多摩地域では、伝統的な江戸東京野菜や農業と関連のある歴史・文化的な景観等を活か
して、観光事業者等と連携し、農産物を販売するだけでなく集客につなげていくも可能と
考えられる。また、飲食店と連携して、地元産食材を使用した料理の開発等を進め、まち
づくりに活かしていくことも有効である。

③	市町村を取り巻く主体に期待されること

多摩地域の農業者は少量出荷が多く、農業者が個別で販路を開拓している。従来、地方
卸売市場等を通じて販売していた農業者や、経営規模の拡大を図る農業者は、これまでと
は異なる出荷規模や出荷形態等に応じて、より広域の新たな販路の確保が必要と考えられ
る。このような中で、個人だけでは限界があることから、市町村の仲介支援等も期待され
ている。
そこで、都心等への販路開拓にあたっては、複数の市町村あるいは東京都と連携して、
東京産の農産物の魅力を訴求できる小ロットで取扱い可能な販路とのマッチングを行って
いくことが有効である。

ɾଟ༷ͳϝσΟΞΛ׆用ͨ͠地域ͷ農ۀͷັྗΛ׆用ͨ͠αʔϏεͷఏڙ

ɾ農ۀͷ༗͢Δྺ࢙ɾจ化తͳັྗମݧίϯςϯπΛ׆用ͨ͠ू٬ͷଅਐ

ɾ౦ژ都ෳ市ொଜͱ࿈ൢͨ͠ܞ࿏ͱͷϚονϯάͷଅਐ
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（3）	庁内関係部局をつなぐ体制づくり
①	目指すべき方向性

本調査研究で実施した多摩地域自治体アンケートの結果を踏まえれば、すでに市町村内
の相当程度の政策分野に都市農業・農地を活用する施策が及んでいると考えられる（55 ペー
ジ参照）。
今後、より計画的・持続的な施策・取組としていく観点と、一つの施策・取組において
より多様な機能の発揮を企図していくためには、多様な主体が都市農業・農地に関わりや
すい環境を整えていく必要がある。
本調査研究で取り上げた事例においても、貸借の現場で「農業者」と「福祉法人」をつ
ないだり、農園運営を「まちづくり団体」が担ったりすることで農地保全や多面的機能の
発揮がされてきている。
さらに、農業参入したそれらの「異業種事業者」同士の連携や「異業種」と地元農業者
の定常的なつながりづくりが、各事例の成功の秘訣であることもみえてきている。
各市町村の関係部局が相互に情報交換・意思疎通ができる関係性ができ、農業者や新た
な農地利用の担い手等を相互に紹介し合えるような関係になっていくことが望ましい。

②	市町村として取り組んでいくべきこと

市町村が取り組むべきこととして、分野横断的な計画策定や会議体の設置を例として、
庁内関係部局をつなぐ基盤を作っていくことが重要である。
町田市では、公園・緑地・里山・農地等のみどり空間を包括的に対象とするビジョンの
策定を行っており、その検討体制として、農業振興部局を含む４部合同の検討会を構成し
ている。

ʻྫࣄߟࢀʼ�ʲ౦ژ都ொా市ʳ�·ͪ ͩΈͲΓ׆用ωοτϫʔΫ׆�ಈϏδϣϯͷࡦఆ
ொా市Ͱɺ����ʢྩ̎ʣ ��݄ʹிʹʮΈͲΓۭؒ׆用ݕ౼ձʯʢҎԼɺʮݕ౼

ձʯͱ͍͏ɻʣΛઃஔ͠ɺެԂɾ緑地ɾཬࢁɾ農地ΛΈͲΓۭؒͱͯ͠Ұମతʹଊ͑ɺ市
ຽͷΒ͠ʹඞཁͳݯࢿͱͯ͠׆用ɾอશ͢ΔΈΛҐஔ͚Δʮ·ͪͩΈͲΓ׆用ωο
τϫʔΫ׆ಈϏδϣϯʯΛ ����ʢྩ̐ʣʹࡦఆͨ͠ɻ
ɺ都市ͮہࣄ͞ΕɺߏͰڃͷ෦՝ہ෦ձɺΈͲΓۭؒʹؔΘΔிؔ౼ݕ

͘Γ෦ͷެԂ緑地Λॴ͢ΔެԂ緑地՝ɺ生産緑地地区Λॴ͢Δ地ར用調整՝ɺ都
市ࡦ՝ɺଟຎ都市ϞϊϨʔϧਪਐࣨͷ̏෦ॺ߹ಉͰઃஔ͞Ε͍ͯͨɻ

ɾ֤市ொଜͷؔ෦͕ہ૬ޓʹใަɾҙૄࢥ௨͕Ͱ͖ɺ農ऀۀ৽ͨͳ農
地ར用ͷ୲͍खΛ૬ޓʹհ͠߹͑ΔΑ͏ͳؔͮ͘Γ

ɾԣஅతͳ計画ࡦఆձٞମͷઃஔʹΑΔிؔ෦ہΛͭͳ͙ج൫ͮ͘Γ
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ऍʣࣄہ̏෦ॺ߹ಉͰઃஔ
都ʮ緑農ॅ·ͪͮ͘ΓΨΠυϥΠϯʯʢྩ݄̐̏ʣΑΓҾ用ژྉʣ౦ࢿ
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HVJEF@�����QEG �������ʣ࠷ऴ֬ೝ ���� ��݄ ��

みどり空間活用検討会

みどり空間活用検討会作業グループ

情報共有

関係部課長
理事者への検討方針確認、
成果報告等

担当部署 構成メンバー（担当課）

都市づくり部

経済観光部 農業振興課（農政担当、里山担当）、観光まちづくり課

環境資源部 環境政策課、環境・自然共生課

政策経営部 企画政策課

必要な調査検討、
各施策への位置付
け・調整

公園緑地課＊、土地利用調整課＊、都市政策課多摩都市モ
ノレール推進室＊、同課都市計画係、地区街づくり課
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おわりに

「都市農業振興基本法」が 2015（平成 27）年に制定されてからちょうど 10 年が経過す
る本年度、当調査会では「都市農業」をテーマとした調査研究に取り組みました。
2017（平成 29）年度の前回調査研究と比べますと、この間の法制度環境の変化を受け、
多摩地域の各市町村において、都市農業・農地の多面的機能に着目した取組や、多様な主
体の参画が着実に広がっており、「農のあるまちづくり」の進展に向けた力強い胎動を実感
したところです。
一方で、多摩地域の農地の減少傾向は続いており、また、都市農業や農地保全の担い手
の確保が各市町村においてより大きな課題として認識されるようになるなど、今後を展望
すると「農のあるまちづくり」の取組を続けていくことは平坦な道のりではありません。
本調査研究では、特定生産緑地の指定期限や地域計画の目標年次が到来する「2030 年代
初頭」を都市農業の次なる転換期と位置付け、その時機までに「農のあるまちづくり」を
進展させていくために必要なことを政策提言としてとりまとめました。
これらの政策提言が、各市町村における都市農業・農地に係る課題解決や活用の一助に
なれば幸いに存じます。
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付 録（多摩地域自治体アンケート結果）
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た
「
㞀
ࡀ
࠸
⪅
⚟
♴
」
施
策
の
実
施
状
況
及
び
取
組
意
向

≻
≽
≯

≻
≽
≯

≻
⊂
≯

≾
≾
≯

≻
⊂
≯

⊁
≿
≯

⊀
≾
≯

≿
⊀
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≺
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≻
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≼
≺
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≽
≺
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≾
≺
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≿
≺
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⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

Ы
␃
ۢ
ڞ
⏯
⏾
⏢
␢
܈⌋
␢
ࢾ
␗
␆
Κ
ܺ

ഛ
৺

Ы
␃
ۢ
ڞ
⏯
⏾
⏢
␢
⌊؇
֍
␚
ԛ
इ
ഛ
৺

Ј
Ԃ
部
局
␀
␆
ৄ
ࡈ
␇
ܨ
൷
⏯
⌊ۢ
ך
␃
ʔ
⏱
ॼ
;

ӝ
ढ
ਘ
␂
ۢ
ך
␃
֦
⏩
⌊Ј
Ԃ
部
局
␀
ৄ
ࡈ
ঘ

ӝ
ढ
ਘ
␃
␇
Բ
৺
⏯
⏾
⏜
␂
⏜
⏤
⌊Ј
Ԃ
部
局
␀
Ҕ
ђ
ঘ

Չ
ੰ
␇
⏯
⏾
⏜
␂
⏜
⏤
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֍
܈
␢
ࢾ

⏿
␗
⏷
⏜

Չ
ੰ
⏱
␣
ഛ
৺
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␘
ഛ
৺
␇
␂
⏜

⏵
␆
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≻
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⊃
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≼
⊁
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≼
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⊂
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⊀
⊁
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≺
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≼
≺
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≽
≺
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≾
≺
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≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
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≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

Ы
␃
ۢ
ڞ
⏯
⏾
⏢
␢
܈⌋
␢
ࢾ
␗
␆
Κ
ܺ

ഛ
৺

Ы
␃
ۢ
ڞ
⏯
⏾
⏢
␢
⌊؇
֍
␚
ԛ
इ
ഛ
৺

Ј
Ԃ
部
局
␀
␆
ৄ
ࡈ
␇
ܨ
൷
⏯
⌊ۢ
ך
␃
ʔ
⏱
ॼ
;

ӝ
ढ
ਘ
␂
ۢ
ך
␃
֦
⏩
⌊Ј
Ԃ
部
局
␀
ৄ
ࡈ
ঘ

ӝ
ढ
ਘ
␃
␇
Բ
৺
⏯
⏾
⏜
␂
⏜
⏤
⌊Ј
Ԃ
部
局
␀
Ҕ
ђ
ঘ

Չ
ੰ
␇
⏯
⏾
⏜
␂
⏜
⏤
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֍
܈
␢
ࢾ

⏿
␗
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⏜

Չ
ੰ
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ᅗ
⾲

70
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
「
㒔
ᕷ
ᇶ
┙
ᩚ
ഛ
」
施
策
の
実
施
状
況
及
び
取
組
意
向

㸱
)

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
の
๓
ᅇ
調
査
◊
✲

の
ẚ
㍑

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
に
実
施
し
た
๓
回
調
ᰝ
◊
✲
と
の
ẚ
㍑
を
行
っ
た
⤖
ᯝ
は
ᅗ
⾲

71
の
と
お
り

で
あ
る
。
ࡇ
ࡇ
で
は
、
ྛ
ᨻ
策
分
野
で
施
策
の
実
施
段
階
に
あ
る
割
合
を
、
20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
調
ᰝ

と
20
24
（
௧

㸴
）
ᖺ
ᗘ
調
ᰝ
で
ẚ
㍑
し
て
い
る
。

「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
分
野
に
つ
い
て
実
施
段
階
に
あ
る
と
回
答
し
た
自


య
は

30
pt

以
ୖ
ቑ
ຍ
し
て
お
り
、
「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
取
組
が
ᗈ
が
っ
て
い
る
ࡇ
と
が
࠺
か

が
࠼
る
。
ࡲ
た
「
㞀
が
い
⪅
⚟
♴
」
分
野
に
つ
い
て
も

18
pt

ቑ
ຍ
し
て
い
る
。୍

᪉
で
、
「

ᗣ
・
་
⒪
」

分
野
の
ࡳ
実
施
割
合
が
減
ᑡ
し
て
い
る
。

≼
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⊁
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⊁
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⊂
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␢
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␚
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␆
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⏯
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⏱
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;
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␂
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⏩
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部
局
␀
ৄ
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৺
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⏜
␂
⏜
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⏤
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ᅗ
⾲

71
（
20
17
ᖺ

の
ẚ
㍑
）
「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
施
策
の
࠺
ࡕ
実
施
ẁ
㝵
に
࠶
る
ࡶ
の

ὀ
㔘
）
た
ࡔ
し

20
17

ᖺ
ᗘ
調
ᰝ
は

F
グ
ࣝ
ー
プ
を
調
ᰝ
ᑐ
㇟
と
し
て
い
な
い
た
ࡵ
、
20
24

ᖺ
ᗘ
調
ᰝ
に
つ
い
て
も

F
グ
ࣝ
ー

プ
を
㝖
い
た

28
自

య
を
㞟
計
ᑐ
㇟
と
し
て
い
る
。
ࡇ
ࢀ
以
㝆
の

20
17

ᖺ
ᗘ
調
ᰝ
と
の
ẚ
㍑
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

る
。

ղ
「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
政
策
の
実
施
に
お
࠸
࡚
ࠊ
全
ᗇ
ⓗ
ࡲ
た
ࡣ
」
ᩘ
部
局
の
㐃
ᦠ
及
び
༠

ാ
に
ࡼ
ࡗ
࡚
⏕
ࡌ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
ᨻ
策
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
、
全
ᗇ
ⓗ
ࡲ
た
は
」
ᩘ
部
局
で
㐃
ᦠ
ཬ

ࡧ
༠
ാ
す
る
ୖ
で
の
ᅔ
り
ࡈ
と
の
᭷
↓
に
つ
い
て
、
「
᭷
」
と
答
࠼
た
自

య
は

36
.7
％
と
༙
ᩘ
を
下
回

っ
た
。

ᅗ
⾲

72
全
ᗇ
ⓗ
ࡲ
た
ࡣ
」
ᩘ
部
局
㛫
の
㐃
ᦠ
及
び
༠
ാ
に
ࡼ
ࡗ
࡚
⏕
ࡌ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
ࡳ
る
と
、
A㹼

C
グ
ࣝ
ー
プ
で
は
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
自

య
が

75
％
と
㐣
༙
を
༨
ࡵ
、
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⊂
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⊁
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⊁
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⊁
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⊁
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⊁
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⊀
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⊀
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≾
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≼
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⊁
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⊂
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⊃
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⏚
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␂
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ವ
ͧ
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1
2
9

農
業
生
⏘
つ
ᶍ
の

ࡁ
い
地
ᇦ
で
ㄢ
㢟
ឤ
が
あ
る
ഴ
ྥ
が
ࡳ
ࡽ
ࢀ
る
。
ࡲ
た
ᅔ
り
ࡈ
と
の
ᴫ
せ
は
ᅗ
⾲

73

の
と
お
り
で
あ
る
。
」
ᩘ
部
局
㛫
で
の
ព
ᛮ
Ỵ
定
ࡸ
ᙺ
割
分
ᢸ
の
㞴
し
ࡉ
が
ᣲ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
た
。

ᅗ
⾲

73
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
全
ᗇ
ⓗ
ࡲ
た
ࡣ
」
ᩘ
部
局
㛫
の
㐃
ᦠ
及
び
༠
ാ
に
ࡼ
ࡗ
࡚
⏕
ࡌ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

⊁
≿
≯

≽
⊀
≯

≻
≻
≯

≻
≽
≯

≿
≿
≯

≿
⊀
≯

≻
≽
≯ ⊃
≯

≽
≽
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

⏚
␣

␂
⏜

ವ
ͧ
੨

1
3
0

ᅗ
⾲

74
全
ᗇ
ⓗ
ࡲ
た
ࡣ
」
ᩘ
部
局
㛫
の
㐃
ᦠ
及
び
༠
ാ
に
ࡼ
ࡗ
࡚
⏕
ࡌ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
ᴫ
せ

⊋
〈
⊍

⑶
⌤
③

⌎␗
␁
␢
␆
డ
ࢪ
␆
ڭ
ਮ
⏿
␆
農
ঁ
␆
Я
૧
␇
⌊ˁ
ࠟ
ߵ
ੵ
⌱
൪
ʠ
ۃ
ࠟ
⌲
⌊ੂ
ږ
౫
ض
֦
߁
⌱
̈́
ض
ۀ
˺
ޢ
౫
ڡ
⌲
ࡐ⌋
௮
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ഫ
ࡅ
␃
⏢
⏩
␣
ҍ
ѹ
␜

̱
ਘ
⑀
⌤

⑄
␂
␁
ओ
Ф
␃

⏷
␣
⏤
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␀
⏯
⏾
డ
ࢪ
␆

⑾
⑆
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⑀
⑄
␇
␂
⏧
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ঁ
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⏤
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⏜
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⏤
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യ
␜
Ϲ
൛

യ
␆
Π
డ
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␋
␃
⌊డ
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ਘ
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農
業
振
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ঁ
ൖ
യ
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ҙ
డ
ࢪ
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␆
ࡈ
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⏤
؈
ઽ
⏿
⏚
␣
⌋

⌎⌱
ࡐ
⏰
⏞
␣
͑
ा
␀
⏯
⏾
⌲
ృ

ݨ
ޔ
⏱
␣
部
ݮ
␀
農
ঁ
␆
κ
യ

࠘
␣
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І
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ు
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␃
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␆
ह
ब

␢
੧
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⏾
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इ
⏿
⏥
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␆
⏿
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Ԓ
␆
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␜
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業
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⏚
␣
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ঁ
⌱
ࡐ
ټ
ඌ
ঁ
␚
Ў
␙
⌲

ʤ
՝
ਘ
␃
Ϲ

൛
⏱
␣
部
ݮ
⏤
ஒ
വ
⌋

⌎ۢ
ڞ
␃
⏚
⏷
⏻
⏾
␆

Ԓ
ढ
ࡁ
␆
׃

⏤
͑
ा
␀
␂
␣
⌋

⊎

⑶
⌤
③

ך⌎
ࡇ
⏤
農
ঁ

ݨ
ഋ
ಖ
␇
ळ
ۺ
⏱
␣
⏫
␀
␇
ن⌋
ࡇ
ਘ
␂

०
⌱
ࠇ
Թ

Ў
␘
⌲
⏤
ऻ
⏥
⏜
⏷
␙
ե
ۢ
ਘ
⏿
␇
␂
⏜
␀
ד
⏠

␣
⌋ʤ
ు
⏿
農
業
␀
ऒ
௰
೮
␀
␆

Ԓ

Չ
ੰ
⏱
␣
ف
␃
␇
⌊⏵
␆
ԛ
इ
ࡅ
⏤
݃
വ
␀
␂
␣
⏤
ࢪ⌋
ೌ
ږ

̱
Ӕ
ʠ
␀
␂
⏻
⏾

⏜
␣

ږ
⏿
␇
⌊࣠
इ
੧
⏿
農
ঁ
⏤

џ
⏭
␤
␣
ԃ
֦
⏤
⏚
␣
⏷
␙
⌊ऒ
௰
೮
␀
⌽
農
業
⌾
⏤

Ԓ
⏯
⏷
ڞ
ٚ
⏤
ਦ
ͽ
⏯
⏽
␡

⏜
⌋

⌎ಱ
ഋ
ঁ

κ
യ
⏯
⏾
農
ঁ

ࡐ
⏣
⏯
⏷
ڞ
ٚ

Չ
ੰ
⏱
␣
⏫
␀
␀
␂
␣
⏷
␙
⌊࣠
इ
␆
ଷ
ࡐ
੧
␃
н
ʰ
⏱
␣
ੈ
ঁ
␆
చ
Є
വ

ѯ
␂
␁
ڸ⌋
業
␆
ԛ
इ
ࡅ
␃
ౕ
⏯
⏜
ࣺ
ೌ
⏤
⏚
␣
⌋

⌎௧

部
局
␆

Ԓ
␆
ف
⌊Ҕ
ђ
੧
␃
ۀ
І
⏤
⏣
⏣
␣
⏫
␀
⏤
⏚
␢
␖
⏱
⌋

⌎農
ঁ
␆
܈
ઌ
␜
ڞ⌋
ࡷ
ࡈ

␃
Ԃ
␣

⑄

⌊␖
⏷
ڸ⌋
業
ۢ
ڞ
֍
␆
⑴
⑾

⑾


⑄

␚
͑
ा
⌋

⌎⌽
農
ঁ
⌎農
業
⌾

κ
⏣
⏯
⏷
ڞ
ٚ

ۢ
ڞ
⏿
⏥
␣
␆
␇
⌊Ӎ
⏧
␃
農
ঁ
⏤
⏚
␣
డ
ʡ
˶
␃
ժ
␡
␤
␣
␂
␁
⌊
ঁ
␆
ࡁ


ܕ

⏩
␣
⏫
␀
⌋

⌎Ӎ
⏧
␃
農
ঁ
⏤
⏚
␣
డ
ʡ
˶
⏿
␇
⌊ঁ
߈
ټ
೮
ؾ

מ

⏯
⏾
ѹ
ߣ
␆
ل
ൽ
␃
ڊ
യ
⏯
⏷
␢
⌊˶
ڻ
␆
̀
௮
܍
␢
ढ
՛
␃
ൖ

യ
⏯
⏾
⏜
␣
⏤
⌊Ӎ
⏧
␃
農
ঁ
⏤
␂
⏜
డ
ʡ
˶
␇
⌊⏵
⏞
⏜
⏻
⏷
܈
␢
ࢾ
␗

ۢ
ڞ
⏱
␣
⏫
␀
⏤
ઽ
⏯
⏜
ߑ
ң
⏿
⏚
␣
⌋

⊏

⑶
⌤
③

ږ⌎
મ
␆
ऌ
ك
⏱
␣
農
ঁ
␇
␓
␔
ږ

̱
ঁ
ʠ
⏿
⏚
␣
⏫
␀
⏣
␡
⌊農
ঁ
ೌ
ࡩ
⏤
բ
ދ
⏯
⌊農
ঁ
⌎農
業

κ
⏣
⏯
⏷
ڞ
ٚ
␆
ਦ

ͽ
⏤
ઽ
⏯
⏜
⌋
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1
3
1

ճ
⥳
（
農
業
を
ྵ
ࡴ
）
の
ಖ
全
に
㛵
ࡍ
る
᮲

ࠊ
᠇
❶
ࠊ
ᐉ
ゝ
の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

⥳
（
農
業
を
ྵ
ࡴ
）
の
保
全
に
関
す
る
᮲

、
᠇
❶
、
ᐉ
ゝ
の
᭷
↓
に
関
し
て
、
「
᭷
」
と
回
答
し
た

自

య
は
༙
ᩘ
で
あ
る
。

ᅗ
⾲

75
⥳
の
ಖ
全
に
㛵
ࡍ
る
᮲

ࠊ
᠇
❶
ࠊ
ᐉ
ゝ
の
᭷
↓

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
ࡳ
る
と
、
D
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ
ࣝ
ー
プ
で
は
「
᭷
」
と
答
࠼
た
自

య
が
㐣
༙
を
༨
ࡵ

て
お
り
、
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
㠃
✚
割
合
の
高
い
地
ᇦ
で
⥳
の
保
全
に
ᑐ
す
る
ព
㆑
が
高
い
ࡇ
と
が
࠺
か
が
࠼
る
。

ᅗ
⾲

76
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
⥳
の
ಖ
全
に
㛵
ࡍ
る
᮲

ࠊ
᠇
❶
ࠊ
ᐉ
ゝ
の
᭷
↓

（
2）

農
業

⯆
部
局

①
農
業

⯆
に
㛵
ࡍ
る
⌧
⾜
計
画
の
᭷
↓
及
び
策
ᐃ
ᖺ
ḟ
・
計
画
ᮇ
㛫

ᅗ
⾲

77
に
示
す
ࡼ
࠺
に
農
業

⯆
に
関
す
る
⌧
行
計
画
に
関
し
て
は
、
96
.7
%の

自

య
が
「
᭷
」
と

回
答
し
て
い
る
。

策
定
ᖺ
次
は
ᅗ
⾲

78
の
と
お
り
で
あ
る
。
㏆
ᖺ
の
ἲ
ᨵ
ṇ
（
20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
の
生
⏘
⥳
地
ἲ
ᨵ

ṇ
、
20
18
（
ᖹ
ᡂ

30
）
ᖺ
㒔
ᕷ
農
地
㈚




ἲ
ไ
定
➼
）
以
後
に
計
画
策
定
ࡉ
ࢀ
た
自

య
が
༙
ᩘ

以
ୖ
を
༨
ࡵ
る
。

ᅗ
⾲

79
は
農
業

⯆
に
関
す
る
⌧
行
計
画
の
計
画
ᮇ
㛫
を
示
し
て
い
る
。
計
画
ᮇ
㛫
は

10
ᖺ
と
回
答

し
た
自

య
が
㐣
༙
を
༨
ࡵ
る
。

≿
≺
≯

≾
≽
≯

⊁
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

ഋ
⏯
⏾
⏜
␣

ഋ
⏯
⏾
⏜
␂
⏜

ವ
ͧ
੨

≼
≿
≯

≿
≿
≯

≿
⊀
≯

⊀
≽
≯

≽
⊀
≯

≾
≾
≯

≻
≽
≯ ⊃
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

ഋ
⏯
⏾
⏜
␣

ഋ
⏯
⏾
⏜
␂
⏜

ವ
ͧ
੨

1
3
2

ᅗ
⾲

77
農
業

⯆
に
㛵
ࡍ
る
⌧
⾜
計
画
の
᭷
↓

ᅗ
⾲

78
農
業

⯆
に
㛵
ࡍ
る
⌧
⾜
計
画
の
策
ᐃ
ᖺ
ḟ

ᅗ
⾲

79
農
業

⯆
に
㛵
ࡍ
る
⌧
⾜
計
画
の
計
画
ᮇ
㛫

ղ
⌧
⾜
計
画
に

⨨

け
ࡽ
ࢀ
た
農
業

⯆
施
策
の
࠺
ࡕ
ࠊ
農
業

⯆
分
野
௨
እ
の
政
策
分
野

㐃
ᦠ

し
࡚
実
施
し
࡚
࠸
る
施
策

１
)
全
体
集
計

農
業

⯆
施
策
に
お
い
て
㐃
ᦠ
し
て
い
る

の
ᨻ
策
分
野
と
し
て
は
、「

教
育
・
子
育
て
」
分
野
が

83
％
、

「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
分
野
が

80
％
と
高
い
割
合
を
示
し
て
お
り
、
「
商
工
・

観
光
」
「
景
観
保
全
、
自
然
・
生
態
系
保
全
」
「
交
通
・
物
流
」
「
防
災
・
減
災
」
の
分
野
も

50
％
以
ୖ

の
割
合
と
な
っ
て
い
る
。

⊃
⊀
≸⊁
≯

≽
≸≽
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

ഋ
ವ

≾
≻
≯

≿
⊃
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊃
≳

〈
≼
≺
≻
⊂

≼
≺
≻
⊃
〈

⊁
≯

≻
≾
≯

≻
≾
≯

⊀
⊀
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊃
≳

〈
⎟


⎠


⎡
〈
⎤


≻
≺
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1
3
3

ᅗ
⾲

80
農
業

⯆
施
策
に
お
࠸
࡚

政
策
分
野

㐃
ᦠ
ࡍ
る
施
策

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
ࡳ
る
と
、
「
教
育
・
子
育
て
」
「
商
工
・
観
光
」
「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ

ン
デ
ィ
ン
グ
」
「
景
観
保
全
、
自
然
・
生
態
系
保
全
」
「
交
通
・
物
流
」
「
防
災
・
減
災
」
分
野
は
い
ࡎ
ࢀ

の
グ
ࣝ
ー
プ
で
も
✚
ᴟ
ⓗ
に
取
り
組
ࡲ
ࢀ
て
お
り
、

ࡁ
な
ᕪ
は
ࡳ
ࡽ
ࢀ
な
い
。

୍
᪉
で
「
ᩥ

・
ⱁ
⾡
・
ࢫ
࣏
ー
ࢶ
」
と
「
高
㱋
⪅
⚟
♴
・

ㆤ
」
分
野
は

E
グ
ࣝ
ー
プ
で
、
「
㞀
が

い
⪅
⚟
♴
」
「

ᗣ
・
་
⒪
」
分
野
は

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ
ࣝ
ー
プ
で
㐃
ᦠ
し
て
い
る
と
回
答
し
た
割

合
が
高
ࡃ
な
っ
て
い
る
。
ࡲ
た

E
グ
ࣝ
ー
プ
は
い
ࡎ
ࢀ
の
分
野
で
も
㐃
ᦠ
し
て
い
る
割
合
が
高
ࡃ
、

ᨻ

策
分
野
と
の
㐃
ᦠ
に
✚
ᴟ
ⓗ
で
あ
る
様
子
が
࠺
か
が
࠼
る
。

⊂
≽
≯

≼
≺
≯

≽
⊁
≯

≼
≺
≯

≻
≺
≯

≿
⊁
≯

≾
⊁
≯

⊀
≽
≯

≽
≯

⊀
≺
≯ ⊀
≽
≯

⊂
≺
≯

⊁
≯

≻
≽
≯

≺
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

ҡ
ʡ
ڔ⌎
ʡ
⏾


̱
⌎ԧ
ݏ
⌎⑄
⑨
⌤



⏤
⏜
۴

ڥ

ר
ඬ
۴

ڥ
⌎ͤ
֖

Լ
ֵ
⌎ʝ
ඁ

ނ
֯
⌎Ё
֟

ϴ
ҙ

Ԕ
Ё
డ
ࢪ
ۋ⌋
ࢩ
ࡐ⌎
प
ԙ
డ
ࢪ

ੂ
ږ
Р
ୟ
ࡈ


֚
ড়
⌎௮
൪

౫
ض
⌎բ
ض

⑂


③
⑸
⑭
⌤
⑂
⑲
⑾
⌎②
⑴
⑾


⑾


⏵
␆
ऒ

⏜
⏲
␤
␆
௰
೮
␚

Ԓ
⏯
⏾
⏜
␂
⏜

ವ
ͧ
੨

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

1
3
4

ᅗ
⾲

81
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
業

⯆
施
策
に
お
࠸
࡚

政
策
分
野

㐃
ᦠ
ࡍ
る
施
策

㸱
)
企
画
部
局

の
ẚ
㍑

ᅗ
⾲

82
は
、
ᅗ
⾲

80
で
示
し
た
ྛ
ᨻ
策
分
野
に
つ
い
て
農
業

⯆
部
局
が
㐃
ᦠ
し
て
い
る
と
回
答

し
た
割
合
と
、
ᅗ
⾲

67
で
示
し
た
ྛ
ᨻ
策
分
野
に
つ
い
て
企
画
部
局
が
実
施
段
階
に
あ
る
と
回
答
し
た

割
合
を
ẚ
㍑
し
た
も
の
で
あ
る
。
部
局
㛫
で
㐃
ᦠ
に
関
し
て

ࡁ
な
ㄆ
㆑
の
ᕪ
は
ࡳ
ࡽ
ࢀ
な
い
。

⊁
≿
≯

≻
≽
≯

⊀
≽
≯

≻
≽
≯

≻
≽
≯

⊀
≽
≯

≽
⊂
≯

⊀
≽
≯

≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≽
≯

⊁
≿
≯

≻
≽
≯

≼
≿
≯

⊃
≻
≯

⊃
≯

⊃
≯

⊃
≯

≺
≯

≿
≿
≯

≿
≿
≯

⊀
≾
≯

≺
≯

⊀
≾
≯

⊀
≾
≯

⊂
≼
≯

≺
≯

⊃
≯

≻
≺
≺
≯

≾
≾
≯

≿
⊀
≯

≾
≾
≯

≼
≼
≯

⊀
⊁
≯

≿
⊀
≯

⊁
⊂
≯

≻
≻
≯

⊁
⊂
≯

⊁
⊂
≯

⊂
⊃
≯

≻
≻
≯

≺
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

ҡ
ʡ
ڔ⌎
ʡ
⏾


̱
⌎ԧ
ݏ
⌎⑄
⑨
⌤



⏤
⏜
۴

ڥ

ר
ඬ
۴

ڥ
⌎ͤ
֖

Լ
ֵ
⌎ʝ
ඁ

ނ
֯
⌎Ё
֟

ϴ
ҙ

Ԕ
Ё
డ
ࢪ
ۋ⌋
ࢩ
ࡐ⌎
प
ԙ
డ
ࢪ

ੂ
ږ
Р
ୟ
ࡈ


֚
ড়
⌎௮
൪

౫
ض
⌎բ
ض

⑂


③
⑸
⑭
⌤
⑂
⑲
⑾
⌎②
⑴
⑾


⑾


⏵
␆
ऒ

⏜
⏲
␤
␆
௰
೮
␚

Ԓ
⏯
⏾
⏜
␂
⏜

≲⊹
⊇
⊂
≳≪
⊋
〈
⊍

≲⊹
⊇
≻
≻
≳≪
⊎

≲⊹
⊇
⊃
≳≪
⊏
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1
3
5

ᅗ
⾲

82
（
企
画
部
局

の
ẚ
㍑
）
㐃
ᦠ
し
࡚
࠸
る
政
策
分
野

㸲
)

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
調
査

の
ẚ
㍑

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
に
実
施
し
た
๓
回
調
ᰝ
◊
✲
と
の
ẚ
㍑
を
行
っ
た
⤖
ᯝ
は
ᅗ
⾲

83
の
と
お
り

で
あ
る
。
「
㞀
が
い
⪅
⚟
♴
」
「
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
」
分
野
に
つ
い
て
㐃
ᦠ
が

ቑ
ຍ
し
て
い
る
୍
᪉
で
、
「

ᗣ
・
་
⒪
」
分
野
で
㐃
ᦠ
が
減
ᑡ
し
て
い
る
Ⅼ
は
、
企
画
部
局
と
同
様
の
ഴ

ྥ
で
あ
る
と
ゝ
࠼
る
。
ࡲ
た
農
業

⯆
部
局
で
は
「
交
通
・
物
流
」
分
野
で
㐃
ᦠ
し
て
い
る
と
回
答
し
た
自


య
が

ࡁ
ࡃ
ቑ
ຍ
し
て
い
る
。
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83
（
20
17
ᖺ

の
ẚ
㍑
）
農
業

⯆
施
策
に
お
࠸
࡚

政
策
分
野

㐃
ᦠ
ࡍ
る
施
策

ճ
「
農
地
・
農
業
」
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ


１
)
全
体
集
計

「
農
地
・
農
業
」
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
は
ᅗ
⾲

84
に
あ
る
ࡼ
࠺
に
、
「
ᢸ
い
ᡭ
の
☜
保
・
育

ᡂ
」
「
農
地
保
全
（
㐟
ఇ

・
減
ᑡ

の
ᑐ
ᛂ
）
」
「
農
地
・
農
業
に
ᑐ
す
る
ఫ
Ẹ
か
ࡽ
の
ⱞ

の
予
防
・

ᑐ
ᛂ
」
と
回
答
し
た
自

య
が
ከ
い
。

ࡲ
た
ᅗ
⾲

85
に
あ
る
ࡼ
࠺
に
、
≉
に
㔜
せ
な
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
も
同
様
に
「
ᢸ
い
ᡭ
の
☜
保
・
育

ᡂ
」
「
農
地
保
全
（
㐟
ఇ

・
減
ᑡ

の
ᑐ
ᛂ
）
」
「
農
地
・
農
業
に
ᑐ
す
る
ఫ
Ẹ
か
ࡽ
の
ⱞ

の
予
防
・

ᑐ
ᛂ
」
を
回
答
す
る
自

య
が
ከ
い
。

ᅗ
⾲

84
「
農
地
・
農
業
」
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ
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ᅗ
⾲

85
「
農
地
・
農
業
」
に
㛵
ࡍ
る
≉
に
㔜
せ
࡞
ᅔ
ࡾ
ࡈ


㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

「
農
地
・
農
業
」
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
を
グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
㞟
計
し
た
も
の
が
ᅗ
⾲

86
、「

農
地
・
農
業
」

に
関
す
る
≉
に
㔜
せ
な
ᅔ
り
ࡈ
と
を
グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
㞟
計
し
た
も
の
が
ᅗ
⾲

87
で
あ
る
。

「
ᢸ
い
ᡭ
の
☜
保
・
育
ᡂ
」
は
い
ࡎ
ࢀ
の
グ
ࣝ
ー
プ
に
お
い
て
も
ᅔ
り
ࡈ
と
と
し
て
回
答
ࡉ
ࢀ
た
割
合

が
高
ࡃ
、
D
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ
ࣝ
ー
プ
で
は

10
0％

と
な
っ
て
い
る
。

ࡲ
た
い
ࡎ
ࢀ
の
グ
ࣝ
ー
プ
に
お
い
て
も
「
ᢸ
い
ᡭ
の
☜
保
・
育
ᡂ
」
を
≉
に
㔜
せ
な
ᅔ
り
ࡈ
と
と
し
て

回
答
し
た
割
合
が

50
％
以
ୖ
と
な
っ
て
お
り
、
ከ
ᦶ
地
ᇦ
全
య
で
ᢸ
い
ᡭ
に
関
す
る
ㄢ
㢟
ឤ
が
あ
る
様
子

が
࠺
か
が
࠼
る
。

୍
᪉
で
「
農
地
保
全
（
㐟
ఇ

・
減
ᑡ

の
ᑐ
ᛂ
）
」
は
農
業
生
⏘
つ
ᶍ
の

ࡁ
い

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
で
、

「
農
地
保
全
（
⛯
㈇
ᢸ

の
ᑐ
ᛂ
）
」
は
生
⏘
⥳
地
割
合
の
高
い

D
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ
ࣝ
ー
プ
で
、
「
自

然
環
境
ኚ


の
ᑐ
ᛂ
」
「
農
地
・
農
業
に
ᑐ
す
る
ఫ
Ẹ
か
ࡽ
の
ⱞ

の
予
防
・
ᑐ
ᛂ
」
は

D
グ
ࣝ
ー
プ

で
高
い
ഴ
ྥ
が
あ
り
、
グ
ࣝ
ー
プ
の
≉
ᛶ
に
ࡼ
っ
て
ㄢ
㢟
ㄆ
㆑
が
␗
な
る
ࡇ
と
が
分
か
る
。
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⊁
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（
ࢢ
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࣮
ࣉ
ู
）
「
農
地
・
農
業
」
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ
 ⊀
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87
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
「
農
地
・
農
業
」
に
㛵
ࡍ
る
≉
に
㔜
せ
࡞
ᅔ
ࡾ
ࡈ


մ
農
業

⯆
ࡸ
各
✀
政
策
ㄢ
㢟
の
ゎ
Ỵ
に
向
け
࡚
ࠊ
≉
に
Ⓨ

・
活
⏝
ࡉ
ࡏ
࡚
࠸
ࡁ
た
࠸
「
農
地
・
農

業
」
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟

１
)
全
体
集
計

≉
に
Ⓨ

・
活
⏝
ࡉ
ࡏ
た
い
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
に
つ
い
て
は
「
᪂
㩭
な
農
⏘
物
の
౪
⤥
」
「
教
育
・
生
ᾭ
Ꮫ

⩦
ᶵ

の
ᥦ
౪
」
と
答
࠼
た
自

య
が
ከ
い
。
ࡲ
た
「
農
業
య
㦂
・
交
流
の
ሙ
」
「
災
ᐖ

の
防
災
✵
㛫
」

「
地
ᇦ
⏘
業
の

⯆
」

の
活
⏝
ព
ྥ
も
☜
ㄆ
で
ࡁ
る
。

ᅗ
⾲
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≉
に
Ⓨ

・
活
⏝
ࡉ
ࡏ
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࠸
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟

≺
≯

≻
≽
≯

⊂
⊂
≯

≺
≯

⊂
⊂
≯

≺
≯

≼
≿
≯

≺
≯

≼
≿
≯

≻
≽
≯≻
⊂
≯

≺
≯

⊁
≽
≯

≽
⊀
≯

≾
≿
≯

≽
⊀
≯

≻
⊂
≯

≺
≯ ≺
≯

⊀
≾
≯

≼
≼
≯

≺
≯

⊀
⊁
≯

≺
≯

≾
≾
≯

≽
≽
≯

≺
≯

≻
≻
≯

≻
≻
≯

≽
≽
≯

≺
≯
≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

農
業
Ԛ
˚
⌎˚
農
ڛ
˽

ঁ
߈
農
ټ
௮
␆
ୖ
ස
⌎
␢
ࢀ
␆
Π
డ

०
⏜
܊
␆
Π
డ
⌎ʡ
ࡆ

ۋ
ࢩ
ϴ
ҙ
␆
క
̱
␐
␆
ਚ
̔

農
ঁ
డ
ࢪ
⌱
ക
ѧ
̱
⌎բ
ދ
␐
␆
त
̔
⌲

農
ঁ
డ
ࢪ
⌱


०
␐
␆
त
̔
⌲

ঁ
ټ
ঁ
ޟ
ࠞ
ࠄ
⌱
൪
ড়
␆
ڇ
ࢾ
␗
⏽
⏧
␢
⌲

ঁ
ʠ
મ
␆
ʓ
業


Ԓ

農
ঁ
⌎農
業
␆
ܞ
ঀ
⌎
ঀ
ੇ
֦
߁

農
ঁ
⌎農
業
␃
त
⏱
␣
ܹ
ಱ
⏣
␡
␆
Ә
ߌ
␆
ഛ
౫
⌎त
̔

≲⊹
⊇
⊂
≳≪
⊋
〈
⊍

≲⊹
⊇
≻
≻
≳≪
⊎

≲⊹
⊇
⊃
≳≪
⊏

⊁
≽
≯

⊀
⊁
≯

≽
≽
≯

≽
≯

≽
≺
≯

≺
≯

⊁
≯

≼
≽
≯

≺
≯

≽
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

߱
ࢥ
␂
農
ټ
௮
␆
ҍ
ѹ

ҡ
ʡ
ࡐ⌎
Έ
Ϊ
ܪ
Я
ͥ
␆
ਃ
ҍ

農
業
ढ
՛
⌎֚
൪
κ

␆
߈

߮
ɺ
␡
⏨
ඌ
ঁ
ӡ
І

ض
΄
ۀ
␆
౫
ض
ӡ
І


ੈ
⌎ϴ
ҙ
␆
డ
ࢪ

ܹ
ϴ
ҙ
␆
ಥ
උ
ࣅ
ݎ
⌎ଷ
ߨ

ঁ
ʠ
ټ
業
␆
振
興

⏵
␆
ऒ

એ
␃
␂
⏜

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

1
4
0

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

「
᪂
㩭
な
農
⏘
物
の
౪
⤥
」
「
教
育
・
生
ᾭ
Ꮫ
⩦
ᶵ

の
ᥦ
౪
」
と
回
答
し
た
自

య
は
い
ࡎ
ࢀ
の
グ

ࣝ
ー
プ
で
も
㐣
༙
を
༨
ࡵ
る
。
ࡲ
た
「
教
育
・
生
ᾭ
Ꮫ
⩦
ᶵ

の
ᥦ
౪
」
「
災
ᐖ

の
防
災
✵
㛫
」
は

D
グ

ࣝ
ー
プ
の
回
答
割
合
が
高
い
。

ᅗ
⾲

89
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
≉
に
Ⓨ

・
活
⏝
ࡉ
ࡏ
た
࠸
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟

յ
農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
ࡀ
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ

に
ࡼ
る
⏕
ࡌ
࡚
࠸
る
ᕷ
Ẹ
ࡸ
⾜
政
の
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
が
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ
と
に
ࡼ
っ
て
生
ࡌ
て
い
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
関
し
て
は
、
ᕷ
Ẹ
の
ᅔ
り

ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
答
࠼
た
自

య
が

13
％
、
行
ᨻ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自


య
が

37
％
と
、
行
ᨻ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
の
᪉
が
ከ
ࡃ
ㄆ
㆑
ࡉ
ࢀ
て
い
る
ࡇ
と
が
分
か
る
。
ᕷ
Ẹ
の
ᅔ
り
ࡈ
と

と
し
て
は
農
ཬ
ࡧ
⥳
の
景
観
が
ኻ
ࢃ
ࢀ
る
ࡇ
と
➼
が
ᣲ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
、
行
ᨻ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
と
し
て
は
防
災
ᶵ
⬟

の
ప
下
ࡸ
農
業
య
㦂
の
ሙ
の
減
ᑡ
➼
が
ᣲ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
た
。

ᅗ
⾲

90
農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
ࡀ
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ

に
ࡼ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

⊂
⊂
≯

⊀
≽
≯

≿
≺
≯

≺
≯

≼
≿
≯

≺
≯

≽
⊂
≯

⊁
≽
≯

⊃
≻
≯

≽
⊀
≯

⊃
≯

≾
≿
≯

≺
≯

≼
⊁
≯

⊁
⊂
≯

≿
⊀
≯

≼
≼
≯

≺
≯

≼
≼
≯

≻
≻
≯

≺
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

߱
ࢥ
␂
農
ټ
௮
␆
ҍ
ѹ

ҡ
ʡ
ࡐ⌎
Έ
Ϊ
ܪ
Я
ͥ
␆
ਃ
ҍ

農
業
ढ
՛
⌎֚
൪
κ

␆
߈

߮
ɺ
␡
⏨
ඌ
ঁ
ӡ
І

ض
΄
ۀ
␆
౫
ض
ӡ
І

ܹ
ϴ
ҙ
␆
ಥ
උ
ࣅ
ݎ
⌎ଷ
ߨ

ঁ
ʠ
ټ
業
␆
振
興

≲⊹
⊇
⊂
≳≪
⊋
〈
⊍

≲⊹
⊇
≻
≻
≳≪
⊎

≲⊹
⊇
⊃
≳≪
⊏

≻
≽
≯

≽
⊁
≯

⊀
⊁
≯

≿
⊁
≯

≼
≺
≯

⊁
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

ږ
ಱ

ך
ࡇ

≲⊹⊇≽≺≳ ≲⊹⊇≽≺≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨
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1
4
1

ᅗ
⾲

91
農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
ࡀ
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ

に
ࡼ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
ᴫ
せ

ږ
ಱ

ך
ࡇ

⊎

⑶
⌤
③

ږ⌎
ࡇ
࠼
ේ
ৄ
؞
␆
Ե
̀
⏿
␇
⎢
ζ
ʂ
߁
␆
ږ
ಱ
⏤
ࠂ
Ӎ

␂
ঁ
ʠ
␆
農
ঁ

چ
⏯
⏾
ഽ
⏯
⏜
␀
Ϧ
⏰
⏾
⏜
␣
⌋␖
⏷
⌊

ږ
ಱ
␆
農
ঁ
農
業
␃
त
⏱
␣
Ь
न
␇
農
ټ
௮
␆
ҍ
ѹ
␃

␀
␁
␖
␡
⏲
ټ
業
⌊ϴ
ҙ
⌊Ԕ
Ё
⌊ҡ
ʡ
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੫
⌎
̱
␂
␁

ओ
Ф
␃

⏷
␣
⏤
⌊⏫
⏞
⏯
⏷
Я
૧
⏤
˭
⌡
৳
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⏜
⏧
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ವ
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␂
␣
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⏿
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␂
農
ټ
௮
␆
ҍ
ѹ
␆
߈

⏤
ۚ

␤
␣
␓
⏣
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ҙ
డ
ࢪ
⌎Ԕ
Ё
ԋ
ࡆ
␀
⏜
⏻
⏷
ਮ

⏿

␆
ಥ
උ
⏤
̰
⏤
␣
⌋

⌎݃
വ
␂
ঁ
ʠ
ټ
業
␆
ʤ
⏼
⏿
⏚
␣
農
業
␆
Ԛ
˚
Р
ୟ
⏤

܅
ढ
̱
⏱
␣
␀
␀
␚
␃
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л
␆
ږ
ಱ
␆
Ь
न
␃
̔
⏠
␡

␤
␂
⏜
⌋

ږ⌎
⏤
ੈ
ঁ
ݨ
ഋ
۴
⏣
␡
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⏯
⏾
ͽ
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⏯
⏾
⏜
␣
ږ
ಱ

農
˶
␃
⏢
⏜
⏾
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इ
੧
␃
␠
␢
ੈ
ঁ
␆
చ
Є

⏯
␂
⏩

␤
␈
␂
␡
␂
⏧
␂
⏻
⏷
ف
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ब
ঁ

१
⏱
⏫
␀
␃
Ә
൴
⏯

⏾
⏜
␣
⌋
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΄
ۀ
␆
౫
ض
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૧
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৳
̰
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␣
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⏫
␀
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ۋ
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␂
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␁
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Ё

␃
Ј
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⏳
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⏻
⏷
⌋
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യ
੧
␃
ୄ
⏞
農
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␆
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੧
␃
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⏜
⌊౫
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Ҕ
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農

ঁ
␚
բ
ދ
ԃ
֦
␃
⏚
␣
⏫
␀
⌋

⌎౫
ض
Ҕ
උ
農
ঁ
␃
ښ
৺
⏿
⏥
␣
農
ঁ
⏤
բ
ދ
⏯
⏾
⏜
␣
⌋

⌎ऻ
к

␂
農
ঁ
␆
բ
ދ
␃
␠
␢
⌊農
業
ढ
՛
␆
߈
␜
౫
ض

Я
૧
␆
߈
⏤
բ
ދ
⏯
⏾
⏜
␣
⌋

⌎࣠
इ
੧
␆
⑊

⑪
⑾

␃
␠
␢
⌊農
ঁ
⏤

⑴


⑄


␜

ؼ
߈
␃
ਬ
യ
⏭
␤
␣
ڸ
ඟ
⏤
ٸ
Փ
⏭
␤
⌊農
̼
⏣
␡
ʍ
Փ

⏤
У
⏳
␡
␤
⏾
⏜
␣
⌋

⌎農
ঁ
␆
բ
ދ
␃
ୄ
⏞
౫
̈́
⌎౫
ض
Я
૧
␆
৳
̰

⌎農
ঁ
⏤
ދ
␂
⏧
␂
⏻
⏷
⏫
␀
␃
␠
␢
⌊農
業
ढ
՛
␆
߈
␚
ދ

␂
⏧
␂
⏻
⏷
⏫
␀

1
4
2

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
が
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ
と
に
ࡼ
っ
て
生
ࡌ
て
い
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
関
し
て
は
、
「
᭷
」
と
答

࠼
た
の
は
ᕷ
Ẹ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
、
行
ᨻ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
と
も
に
、
D
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ
ࣝ
ー
プ
の
自

య
で
あ

る
。
行
ᨻ
の
ᅔ
り
ࡈ
と
に
関
し
て
は
、
E
グ
ࣝ
ー
プ
で
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自

య
が

67
％
と
高
い
割
合

と
な
っ
て
い
る
。

ᅗ
⾲

92
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
ࡀ
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ

に
ࡼ
る
ᕷ
Ẹ
の
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

ᅗ
⾲

93
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
地
の
ከ
㠃
ⓗ
ᶵ
⬟
ࡀ
ኻ
ࢃ
ࢀ
た
ࡇ

に
ࡼ
る
⾜
政
の
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

ն
⮬

体
の
⠊
ᅖ
を
㉸
࠼
た
ᗈ
ᇦ
ⓗ
࡞
農
地

⏝
の
状
況

１
)
全
体
集
計

自

య
の
⠊
ᅖ
を
㉸
࠼
た
ᗈ
ᇦ
ⓗ
な
農
地

⏝
の
≧
ἣ
に
関
し
て
、
「
㈗
自

య
に
ᒃ
ఫ
す
る
農
業
⪅

が

自

య
の
農
地
を

⏝
し
て
い
る
（
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
↓
）
」
「

自

య
に
ᒃ
ఫ
す
る
農
業

⪅
が
㈗
自

య
の
農
地
を

⏝
し
て
い
る
（
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
↓
）
」
と
回
答
し
た
自

య
は
と
も

に
70
％
以
ୖ
を
༨
ࡵ
、
ከ
ᦶ
地
ᇦ
の
ከ
ࡃ
の
自

య
で
ᗈ
ᇦ
ⓗ
な
農
地

⏝
が
あ
る
ࡇ
と
が
分
か
る
。
୍

᪉
で
、
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
が
あ
る
ᗈ
ᇦ
ⓗ
な
農
地

⏝
は
ᑡ
な
い
。

≻
⊂
≯ ≼
≼
≯

⊂
⊂
≯ ≿
≿
≯

≿
⊀
≯

≻
≽
≯

≼
⊁
≯ ≼
≼
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

≾
≿
≯

⊀
⊁
≯

≻
≺
≺
≯

≾
≿
≯

≼
≼
≯

⊃
≯

≻
≻
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨
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1
4
3

ᅗ
⾲

94
ᗈ
ᇦ
ⓗ
࡞
農
地

⏝
の
状
況

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

い
ࡎ
ࢀ
の
地
ᇦ
に
お
い
て
も
「
㈗
自

య
に
ᒃ
ఫ
す
る
農
業
⪅
が

自

య
の
農
地
を

⏝
し
て
い
る

（
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
↓
）
」
と
「

自

య
に
ᒃ
ఫ
す
る
農
業
⪅
が
㈗
自

య
の
農
地
を

⏝
し
て

い
る
（
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
↓
）
」
と
回
答
し
た
自

య
は

50
％
以
ୖ
を
༨
ࡵ
て
い
る
。
E
グ
ࣝ
ー

プ
で
は
「

自

య
に
ᒃ
ఫ
す
る
農
業
⪅
が
㈗
自

య
の
農
地
を

⏝
し
て
い
る
（
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・

調
整
↓
）
」
の
割
合
が

89
％
と
高
い
。
ࡲ
た
自

య
㛫
の
㐃
ᦠ
・
調
整
が
あ
る
ᗈ
ᇦ
ⓗ
な
農
地

⏝
は

A

㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
で
ࡸ
ࡸ
高
い
ഴ
ྥ
が
ࡳ
ࡽ
ࢀ
る
。

ᅗ
⾲

95
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
ᗈ
ᇦ
ⓗ
࡞
農
地

⏝
の
状
況

≻
≽
≯

⊁
≽
≯

≻
≺
≯

⊁
≺
≯

≽
≯

≺
≯
≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

м
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ

ൖ
യ
⏯
⏾

⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ഋ
⌲

м
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ

ൖ
യ
⏯
⏾

⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ವ
⌲

ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
м
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ

ൖ
യ
⏯
⏾

⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆
ৄ
ࡈ
⌎ৄ
ࡈ
ഋ
⌲

ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
м
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ

ൖ
യ
⏯
⏾

⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ವ
⌲

ವ
ͧ
੨

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

≼
≿
≯

⊁
≿
≯

≼
≿
≯

⊀
≽
≯

≺
≯

≻
⊂
≯

⊂
≼
≯

⊃
≯

≿
≿
≯

⊃
≯

≺
≯

⊁
⊂
≯

≺
≯

⊂
⊃
≯

≺
≯

≺
≯
≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

м
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ


ൖ
യ
⏯
⏾
⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ഋ
⌲

м
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ


ൖ
യ
⏯
⏾
⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ವ
⌲

ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
м
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ


ൖ
യ
⏯
⏾
⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆
ৄ
ࡈ
⌎ৄ
ࡈ
ഋ
⌲

ऒ
ۋ
ۃ
ढ
␃
ѽ
ܹ
⏱
␣
農
業
۴
⏤
м
ۋ
ۃ
ढ
␆
農
ঁ


ൖ
യ
⏯
⏾
⏜
␣
⌱
ۋ
ۃ
ढ
І
␆

Ԓ
⌎ৄ
ࡈ
ವ
⌲

ವ
ͧ
੨

≲⊹
⊇
⊂
≳≪
⊋
〈
⊍

≲⊹
⊇
≻
≻
≳≪
⊎

≲⊹
⊇
⊃
≳≪
⊏

1
4
4

շ
20
23
（
௧

㸳
）
ᖺ
㸲
᭶
１
᪥
の
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
௨
㝆
ࠊ
農
地
を
ᡤ
᭷
し
࡚
࠸
࡞
࠸
ᕷ
Ẹ
ࡀ
᪂
た
に
農

地
を
取
ᚓ
し
た


の
᭷
↓

ࠊ
農
地
取
ᚓ
௳
ᩘ
及
び
㠃
✚

１
)
全
体
集
計

20
23
（
௧

㸳
）
ᖺ
㸲
᭶
㸯
᪥
に
農
地
ἲ
➨
㸱
᮲
が
ᨵ
ṇ
ࡉ
ࢀ
農
地
取
ᚓ
の
下
㝈
㠃
✚
が
᧔
ᗫ
ࡉ
ࢀ
た

ࡇ
と
に
క
い
、
ᮏ
タ
ၥ
で
は
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
以
㝆
の
農
地
取
ᚓ


の
᭷
↓
と
、
取
ᚓ
௳
ᩘ
ཬ
ࡧ
㠃
✚
に
つ

い
て
ᑜ
ࡡ
た
。
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
以
㝆
の
農
地
取
ᚓ


に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自

య
は

33
.3
％
で

あ
っ
た
。
農
地
取
ᚓ
௳
ᩘ
は
ᅗ
⾲

97
の
と
お
り
で
あ
る
。
「
㸯
㹼
㸳
௳
」
と
回
答
し
た
自

య
が

42
％

と
ከ
い
が
、
᭱

で
は

23
௳
と
い
࠺
回
答
も
ࡳ
ࡽ
ࢀ
た
。
ᅗ
⾲

98
は
農
地
取
ᚓ
の
合
計
㠃
✚
を
示
し
て

い
る
。
「
㸮
㹼
20
a」

「
20
㹼
40
a」

の
割
合
が
合
計
で

42
％
を
༨
ࡵ
る
が
、
᭱

で
は

15
5a

と
い
࠺
回
答

も
ࡳ
ࡽ
ࢀ
た
。

ᅗ
⾲

96
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
௨
㝆
の
農
地
取
ᚓ


の
᭷
↓

ᅗ
⾲

97
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
௨
㝆
の
農
地
取
ᚓ
௳
ᩘ

ᅗ
⾲

98
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
௨
㝆
の
ྜ
計
農
地
取
ᚓ
㠃
✚

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

A
㹼

C
グ

ࣝ
ー
プ

で
は

農
地
ἲ

ᨵ
ṇ

以
㝆
の

農
地

取
ᚓ



に

つ
い
て

「
᭷

」
と
回

答
し

た
自


య
が

88
％
と
高
い
。
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
以
㝆
、
ᕷ
⾤

調
整
༊
ᇦ
農
地
の
ከ
い
地
ᇦ
で
農
地
取
ᚓ
が
㐍
ࢇ
で
い
る
様

子
が
࠺
か
が
࠼
る
。

≽
≽
≯

⊀
≺
≯

⊁
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≽
≺
≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

≾
≼
≯

⊂
≯

⊂
≯

⊂
≯

≽
≽
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≻
≼
≳

⎜
〈
⎠
Թ

⎡
〈
≻
≺
Թ

≻
≻
〈
≻
≿
Թ

≻
⊀
〈
≼
≺
Թ

≼
≻
〈
≼
≿
Թ

ವ
ͧ
੨

≼
≿
≯

≻
⊁
≯

⊂
≯

⊂
≯

⊂
≯

≽
≽
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≻
≼
≳

⎛
〈
≼
≺
⊬
≼
≺
〈
≾
≺
⊬
≾
≺
〈
⊀
≺
⊬
⊀
≺
〈
⊂
≺
⊬
⊂
≺
〈
≻
≺
≺
⊬
≻
≺
≺
〈
≻
≼
≺
⊬
≻
≼
≺
〈
≻
≾
≺
⊬≪

≻
≾
≺
〈
≻
⊀
≺
⊬
ವ
ͧ
੨
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1
4
5

ᅗ
⾲

99
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
地
ἲ
ᨵ
ṇ
௨
㝆
の
農
地
取
ᚓ


の
᭷
↓

ո
㐣
ཤ
㸳
ᖺ
㛫
に
お
࠸
࡚
農
業
ጤ
ဨ

に
ࡼ
る
農
地
の
㈤
㈚

᩷
᪕
を
⾜
ࡗ
た
௳
ᩘ
（
１
ᖺ
㛫
ᙜ
た
ࡾ

の
ᖹ
ᆒ
௳
ᩘ
）

１
)
全
体
集
計

㐣
ཤ
㸳
ᖺ
㛫
に
お
ࡅ
る
農
地
の
㈤
㈚

᩷
᪕
の
実
⦼
に
関
し
て
、
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
ෆ
に
つ
い
て
は
「
実
⦼

は
な
い
」と

回
答
す
る
自

య
が

64
％
と
㐣
༙
を
༨
ࡵ
て
い
る
。ᕷ

⾤

༊
ᇦ
以
እ
の
農
地
に
つ
い
て
も
、

「
実
⦼
は
な
い
」
「
↓
回
答
（
分
か
ࡽ
な
い
）
」
と
回
答
す
る
自

య
が

73
％
で
あ
っ
た
。

ᅗ
⾲

10
0
農
業
ጤ
ဨ

に
ࡼ
る
農
地
の
㈤
㈚

᩷
᪕
実
⦼

ὀ
㔘
）
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
の
㞟
計
に
つ
い
て
は
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
を
ᣢ
た
な
い
㸰
自

య
を
、
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
以
እ
の
㞟
計
に
つ
い
て
は
ᕷ

⾤

༊
ᇦ
以
እ
を
ᣢ
た
な
い
㸵
自

య
を
㝖
እ
し
て
い
る
。

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

㈤
㈚

を
行
っ
た
௳
ᩘ
を
グ
ࣝ
ー
プ
ู
に
ࡳ
る
と
、
A㹼

C
グ
ࣝ
ー
プ
で
は
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
の
農
地
、
ᕷ
⾤


༊
ᇦ
以
እ
の
農
地
と
も
に
「
ᖺ
㛫
㸳
௳
以
ୖ
」
と
回
答
し
た
割
合
が

の
地
ᇦ
に
ẚ

て
高
ࡃ
、
農
業

生
⏘
つ
ᶍ
の

ࡁ
い
地
ᇦ
で
᩷
᪕
の
実
⦼
が
㇏
ᐩ
で
あ
る
様
子
が
࠺
か
が
࠼
る
。

⊂
⊂
≯

≻
⊂
≯

≻
≽
≯

⊁
≽
≯

⊂
⊃
≯

⊃
≯

≻
≻
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

⊀
≾
≯

≾
≽
≯

≼
≿
≯

⊃
≯

≻
≻
≯

≻
⊁
≯

≽
≺
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

ږ

̱
Ӕ
ʠ

ږ

̱
Ӕ
ʠ
ʂ


≲⊹⊇≼⊂≳ ≲⊹⊇≼≽≳

ۢ

␇
␂
⏜


І
⎠
Թ
ತ
ಠ


І
⎠
Թ
ʂ
߁

ವ
ͧ
੨

1
4
6

ᅗ
⾲

10
1
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
業
ጤ
ဨ

に
ࡼ
る
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
の
農
地
の
㈤
㈚

᩷
᪕
実
⦼

ᅗ
⾲

10
2
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
業
ጤ
ဨ

に
ࡼ
る
ᕷ
⾤

༊
ᇦ
௨
እ
の
農
地
の
㈤
㈚

᩷
᪕
実
⦼

չ
農
地

⏝
に
㛵
ࡍ
る
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
け
た
⤒
㦂
の
᭷
↓

ࡑ
の

体

１
)
全
体
集
計

ࡇ
ࢀ
ࡲ
で
、
農
地
ᡤ
᭷
⪅
以
እ
の

య
か
ࡽ
㒔
ᕷ
農
地
の

⏝
（

㈙
、
㈤

➼
の
ไ
ᗘ
を
ၥ
ࢃ
ࡎ
）

の
ព
ྥ
ࡸ
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
ࡅ
た
⤒
㦂
の
᭷
↓
に
関
し
て
、
「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
が

70
％
、
「
㞀
が
い
⪅
に

関
ࢃ
る
⚟
♴
ἲ
ே
」
が

47
％
、
「
地
ᇦ
ఫ
Ẹ
・
ᕷ
Ẹ
」
が

53
％
と
高
い
。
୍
᪉
で
、
「
Ꮫ
ᰯ
・

Ꮫ
➼
の

教
育
ᶵ
関
」
「
㣧
㣗
ᗑ
」
に
関
し
て
も
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
が
ㄆ
ࡵ
ࡽ
ࢀ
る
。

ᅗ
⾲

10
3
農
地

⏝
に
㛵
ࡍ
る
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
の

体

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
か
ࡽ
の
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
は

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
と

D
グ
ࣝ
ー
プ
で
ከ
ࡃ
、
「
㞀
が
い

⊀
≽
≯

≿
≿
≯

⊁
⊂
≯

≻
≽
≯

≽
⊀
≯

≼
≼
≯

≼
≿
≯

⊃
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇≻≻≳ ≲⊹⊇⊃≳

ۢ

␇
␂
⏜


І
⎠
Թ
ತ
ಠ


І
⎠
Թ
ʂ
߁

≽
⊂
≯

≿
≺
≯

≾
≽
≯

≻
≽
≯

≿
≺
≯

≿
≺
≯

≿
⊁
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇⊀≳ ≲⊹⊇⊁≳

ۢ

␇
␂
⏜


І
⎠
Թ
ತ
ಠ


І
⎠
Թ
ʂ
߁

ವ
ͧ
੨

⊁
≺
≯

≼
≺
≯

≻
≽
≯

≾
⊁
≯

≼
≺
≯

⊁
≯

≽
≯ ⊁
≯

≺
≯ ≽
≯

≺
≯

≿
≽
≯

≻
≺
≯

≻
⊁
≯

≺
≯

≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

߱
к
ܠ
農
۴

Ϊ
ׁ
⌎ऻ
Ϊ
੧
␆
ҡ
ʡ
Я
Ј

ר
ඬ
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ


⏤
⏜
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ

ʳ
ߣ
ਧ

ߣ
ர
൪
ড়
ڸ
業
۴
⌱
ފ

ਧ
␜
̫

業
۴
⌲

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⊘
⊚
⊙
ॶ
ढ

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⑤
⑾

⑮
⌤
Л
業

農
業
ऻ
Ϊ
ׁ
␜
ږ
ಱ
ऻ
Ϊ

農
業
␃
Ј

⏱
␣

⑾
⑀
⑶


⑾

Л
業


̱
⌎ԧ
ݏ
ॶ
ढ

ঁ
ʠ
ܹ
ಱ
ږ⌎
ಱ

⏵
␆
ऒ

⏜
⏲
␤
␆
܇
ढ
⏣
␡
␚
ʍ
֦
⌎
⏜


⏳
␇
␂
⏜

≲⊹
⊇
≽
≺
≳
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1
4
7

⪅
に
関
ࢃ
る
⚟
♴
ἲ
ே
」
か
ࡽ
の
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
は

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
で
ከ
い
ഴ
ྥ
が
☜
ㄆ
で
ࡁ
る
。

ᅗ
⾲

10
4
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
農
地

⏝
に
㛵
ࡍ
る
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
の

体

㸱
)

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
調
査

の
ẚ
㍑

ᅗ
⾲

10
5
は
農
地

⏝
に
関
す
る
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
の

య
に
つ
い
て

20
17
（
ᖹ
ᡂ

29
）
ᖺ
ᗘ
調

ᰝ
と

20
24
（
௧

㸴
）
ᖺ
ᗘ
調
ᰝ
の
⤖
ᯝ
を
ẚ
㍑
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
「
㞀
が
い
⪅
に

関
ࢃ
る
⚟
♴
ἲ
ே
」
は
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
の
⤒
㦂
を
ཷ
ࡅ
た
割
合
が

ࡁ
ࡃ
ቑ
ຍ
し
て
い
る
。
ࡲ
た
「
Ꮫ

ᰯ
・

Ꮫ
➼
の
教
育
ᶵ
関
」
「
㣧
㣗
ᗑ
」
「
地
ᇦ
ఫ
Ẹ
・
ᕷ
Ẹ
」
に
つ
い
て
も
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
が
ቑ
ຍ

し
て
い
る
ࡇ
と
が
分
か
る
。

≻
≺
≺
≯

≼
≿
≯

≻
≽
≯

≻
≺
≺
≯

≻
≽
≯

≻
≽
≯

≻
≽
≯

≺
≯

≻
≽
≯

≿
≺
≯

≻
≽
≯

⊃
≻
≯

≼
⊁
≯

⊃
≯

≽
⊀
≯

≼
⊁
≯

⊃
≯

≺
≯

≻
⊂
≯

≺
≯

⊀
≾
≯

≺
≯

≼
≼
≯

≻
≻
≯

≼
≼
≯

≼
≼
≯

≼
≼
≯

≺
≯

≺
≯

≺
≯

≺
≯

≾
≾
≯

≼
≼
≯

≺
≯

≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

߱
к
ܠ
農
۴

Ϊ
ׁ
⌎ऻ
Ϊ
੧
␆
ҡ
ʡ
Я
Ј

ר
ඬ
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ


⏤
⏜
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ

ʳ
ߣ
ਧ

ߣ
ர
൪
ড়
ڸ
業
۴
⌱
ފ

ਧ
␜
̫

業
۴
⌲

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⊘
⊚
⊙
ॶ
ढ

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⑤
⑾

⑮
⌤
Л
業

農
業
␃
Ј

⏱
␣

⑾
⑀
⑶


⑾

Л
業

ঁ
ʠ
ܹ
ಱ
ږ⌎
ಱ

⏵
␆
ऒ

≲⊹
⊇
⊂
≳≪
⊋
〈
⊍

≲⊹
⊇
≻
≻
≳≪
⊎

≲⊹
⊇
⊃
≳≪
⊏

1
4
8

ᅗ
⾲

10
5
（
20
17
ᖺ

の
ẚ
㍑
）
農
地

⏝
に
㛵
ࡍ
る
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
の

体

պ
農
地

⏝
に
㛵
ࡍ
る
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
の

体
及
び
ᡤ
ᅾ

ᅗ
⾲

10
6
は
չ
で
ྛ

య
か
ࡽ
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
ࡅ
た
自

య
に
、
ྛ

య
の
ᡤ
ᅾ
に
つ
い
て

ᑜ
ࡡ
た
⤖
ᯝ
で
あ
る
。

࠼
ࡤ
、
「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
か
ࡽ
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
ࡅ
た
自

య
の
࠺
ࡕ
、

「
自

య
ෆ
」
の
「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
か
ࡽ
ព
ྥ
・
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
ࡅ
た
自

య
は

16
、
「
自

య
እ
」

の
「
᪂
つ
ᑵ
農
⪅
」
か
ࡽ
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
ࡅ
た
自

య
は
㸵
で
あ
っ
た
。

「
自

య
ෆ
」
か
ࡽ
の
ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
が
ከ
い
が
、
「
㣗
ရ
流
通
業
⪅
」
「
農
ᅬ
の
㐠
Ⴀ
・
ᨭ

を
行
࠺

NP
O
ᅋ
య
」
「
農
ᅬ
の
㐠
Ⴀ
・
ᨭ

を
行
࠺
࣋
ン
ࢳ
ࣕ
ー
企
業
」
の
ࡼ
࠺
に
「
自

య
እ
」
か
ࡽ
の
ព
ྥ
・

ၥ
い
合
ࢃ
ࡏ
の
ࡳ
の

య
も
Ꮡ
ᅾ
す
る
。

ᅗ
⾲

10
6
意
向
・
ၥ
࠸
ྜ
ࢃ
ࡏ
を
ཷ
け
た

体

ࡑ
の
ᡤ
ᅾ

ʍ
֦
⌎
⏜


⏳

ܕ
⏩
⏷
܇
ढ

ࣣ


ۋ
ۃ
ढ
મ

ۋ
ۃ
ढ



ೀ

߱
к
ܠ
農
۴

≼
≻

≻
⊀

⊁
≼

Ϊ
ׁ
⌎ऻ
Ϊ
੧
␆
ҡ
ʡ
Я
Ј

⊀
⊀

≻
≺

ר
ඬ
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ

≾
≼

≺
≻


⏤
⏜
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ

≻
≾

⊃
≽

≺

ʳ
ߣ
ਧ

⊀
≽

≼
≺

ߣ
ர
൪
ড়
ڸ
業
۴
⌱
ފ

ਧ
␜
̫

業
۴
⌲

≼
≺

≼
≺

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⊘
⊚
⊙
ॶ
ढ

≻
≻

≺
≺

農
˶
␆
˕
˚
ڛ⌎
˽

ך
⏞
⑤
⑾

⑮
⌤
Л
業

≼
≺

≼
≺

農
業
␃
Ј

⏱
␣

⑾
⑀
⑶


⑾

Л
業

≻
≺

≻
≺

ঁ
ʠ
ܹ
ಱ
ږ⌎
ಱ

≻
⊀

≻
≿

⊀
≼

⏵
␆
ऒ

≽
≼

≺
≺

ὀ
㔘
）
「
ࡑ
の

」
の

య
の
ෆ
ヂ
は
、
農
業
እ
の

業
を
行
࠺
企
業
、
㆙
ᐹ
⨫
➼
で
あ
る
。

≽
⊀
≯

⊁
≯

≻
≾
≯

≻
≾
≯

≾
≯

≻
≻
≯

≾
≯

⊁
≯

≺
≯

⊁
≯

≺
≯

≽
⊃
≯

⊁
≻
≯

≼
≻
≯

≻
≾
≯

≿
≺
≯

≼
≻
≯

⊁
≯

≾
≯

⊁
≯

≺
≯

≾
≯

≺
≯

≿
≾
≯

≺
≯

≻
≺
≯
≼
≺
≯
≽
≺
≯
≾
≺
≯
≿
≺
≯
⊀
≺
≯
⊁
≺
≯
⊂
≺
≯
⊃
≺
≯
≻
≺
≺
≯

߱
к
ܠ
農
۴

Ϊ
ׁ
⌎ऻ
Ϊ
੧
␆
ҡ
ʡ
Я
Ј

ר
ඬ
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ


⏤
⏜
۴
␃
Ј

␣

ڥ
ృ
ࠇ

ʳ
ߣ
ਧ

ߣ
ர
൪
ড়
ڸ
業
۴
⌱
ފ

ਧ
␜
̫

業
۴
⌲

農
˶
␆
˕
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ڛ⌎
˽
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ॶ
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˽

ך
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⑤
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⑮
⌤
Л
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農
業
ऻ
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ږ
ಱ
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農
業
␃
Ј

⏱
␣

⑾
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⑶


⑾

Л
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ঁ
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1
4
9

ջ
⏕
⏘
⥳
地
に
お
け
る
ᘓ
⠏
ᇶ
‽
ἲ
➨

48
᮲
に
ᇶ
࡙
ࡃ
ᘓ
⠏
≀
の
タ
⨨
に
㛵
ࡍ
る
チ
ྍ

௳
の
┦
ㄯ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

生
⏘
⥳
地
に
お
ࡅ
る
ᘓ
⠏
物
タ
⨨
┦
ㄯ
が
あ
っ
た
と
回
答
し
た
自

య
は

11
.5
%と

ᑡ
な
い
。
┦
ㄯ
が

あ
っ
た
ᘓ
⠏
物
の
✀
㢮
と
し
て
は
、
農
業
⏝

ᗜ
が
ᣲ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
た
。

ᅗ
⾲

10
7
⏕
⏘
⥳
地
に
お
け
る
ᘓ
⠏
≀
タ
⨨
┦
ㄯ
の
᭷
↓

ռ
20
23
（
௧

㸳
）
ᖺ
ᗘ
ࡲ
࡛
に
ᣦ
ᐃ
ᚋ

30
ᖺ
を
㏄
࠼
た
⏕
⏘
⥳
地
の
࠺
ࡕ
ࠊ
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地
に
⛣
⾜

し
た
㠃
✚

ẚ
⋡

１
)
全
体
集
計

ᣦ
定
後

30
ᖺ
を
㏄
࠼
た
生
⏘
⥳
地
の
≉
定
生
⏘
⥳
地

の
移
行
㠃
✚
を
ᅗ
⾲

10
8
に
示
す
。
移
行
㠃

✚
は
「
㸮
㹼
50
ha
」
「
50
㹼
10
0h
a」

と
回
答
し
た
自

య
が

76
％
を
༨
ࡵ
る
。
ࡲ
た
回
答
ࡉ
ࢀ
た
࠺
ࡕ
で

᭱
ᑠ
の
㠃
✚
は

5.
65
ha

で
あ
っ
た
。
ᅗ
⾲

10
9
は
ᣦ
定
後

30
ᖺ
を
㏄
࠼
た
生
⏘
⥳
地
の
≉
定
生
⏘
⥳
地


の
移
行
割
合
を
示
し
て
い
る
。
い
ࡎ
ࢀ
の
自

య
も

80
％
以
ୖ
と
回
答
し
て
お
り
、
≉
定
生
⏘
⥳
地


の
移
行
が
㐍
ࢇ
で
い
る
ࡇ
と
が
☜
ㄆ
で
ࡁ
る
。

ᅗ
⾲

10
8
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地

の
⛣
⾜
㠃
✚

ᅗ
⾲

10
9
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地

の
⛣
⾜

ྜ

ս
20
32
（
௧


14
）
ᖺ
ᗘ
ࡲ
࡛
に
ᣦ
ᐃ
ᚋ

30
ᖺ
を
㏄
࠼
る
⏕
⏘
⥳
地
の
㠃
✚
（
20
23
（
௧

㸳
）
ᖺ
ᗘ

ࡲ
࡛
に
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地
に
⛣
⾜
し
た
ࡶ
の
を
㝖
ࡃ
）

20
32
（
௧


14
）
ᖺ
ᗘ
ࡲ
で
に
ᣦ
定
後

30
ᖺ
を
㏄
࠼
る
生
⏘
⥳
地
の
㠃
✚
に
つ
い
て
は

81
％
の
自


య
が
「
㸮
㹼
㸳
ha
」
と
回
答
し
て
い
る
が
、
୰
に
は

30
ha

を
㉸
࠼
る
自

య
も
ࡳ
ࡽ
ࢀ
る
。

≻
≿
≸≾
≯

⊂
≾
≸⊀
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊀
≳

ഋ
ವ

≽
⊂
≯

≽
⊂
≯

⊂
≯

≻
≿
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊀
≳

≺
〈
≿
≺
⊬

≿
≺
〈
≻
≺
≺
⊬

≻
≺
≺
〈
≻
≿
≺
⊬

≻
≿
≺
〈
≼
≺
≺
⊬

⊂
≯

≻
⊃
≯

≻
⊃
≯

≿
≾
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊀
≳

⊂
≺
〈
⊂
≿
％

⊂
≿
〈
⊃
≺
％

⊃
≺
〈
⊃
≿
％

⊃
≿
〈
≻
≺
≺
％

1
5
0

ᅗ
⾲

11
0

20
32
ᖺ
ᗘ
ࡲ
࡛
に
ᣦ
ᐃ
ᚋ
30
ᖺ
を
㏄
࠼
る
⏕
⏘
⥳
地
㠃
✚

վ
20
32
（
௧


14
）
ᖺ
か
ࡽ
⏕
ࡌ
る
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地
の
‶
ᮇ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

20
32
（
௧


14
）
ᖺ
か
ࡽ
㡰
次
生
ࡌ
る
ࡇ
と
が
ぢ
㎸
ࡲ
ࢀ
る
≉
定
生
⏘
⥳
地
の
‶
ᮇ
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ

と
に
つ
い
て
は
、
38
.5
％
の
自

య
が
「
᭷
」
と
回
答
し
た
。

ᅗ
⾲

11
1
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地
‶
ᮇ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

≉
定
生
⏘
⥳
地
の
‶
ᮇ
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
が
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自

య
は

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
と

E
グ

ࣝ
ー
プ
で
は

50
％
以
ୖ
を
༨
ࡵ
る
。
ࡲ
た
ᅔ
り
ࡈ
と
の
ᴫ
せ
と
し
て
は
、
≉
定
生
⏘
⥳
地
の
継
続
ᡭ
続
に

関
す
る

ົ
ᡭ
続
の
業
ົ
㈇
ᢸ
ࡸ
、
生
⏘
⥳
地
の
減
ᑡ
に
関
す
る
ᠱ
ᛕ
が
ᣲ
ࡆ
ࡽ
ࢀ
た
。

ᅗ
⾲

11
2
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
地
‶
ᮇ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

⊂
≻
≯

≾
≯

⊂
≯

⊂
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊀
≳

⎛
〈
⎠
⊬

⎠
〈
≻
≺
⊬

≻
≺
〈
≻
≿
⊬

≻
≿
〈
≼
≺
⊬

≼
≺
〈
≼
≿
⊬

≼
≿
〈
≽
≺
⊬

≽
≺
〈
≽
≿
⊬
≪

≽
⊂
≯

⊀
≼
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
⊀
≳

ഋ
ವ

≿
≺
≯

≻
⊂
≯

≿
⊀
≯

≿
≺
≯

⊂
≼
≯

≾
≾
≯

≺
≯

≻
≺
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≺
≯
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≺
≯
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≯
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≺
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⊀
≺
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⊁
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⊂
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⊋
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1
51

ᅗ
⾲

11
3

≉
ᐃ
⏕
⏘
⥳
ᆅ
‶
ᮇ

㛵
ࡍ
ࡿ
ᅔ
ࡾ
ࡈ

ࡢ
ᴫ
せ

տ
ᆅ
ᇦ
ィ
⏬
ࡢ
⟇
ᐃ
ࢆ
ண
ᐃ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ᆅ
༊
ᩘ

㸯
)


య
㞟
ィ

市
⾤
化
調
ᩚ
༊
域
を
᭷
す
る

21
⮬

య
の
࠺
ࡕ
、
地
域
計
画
の
策
定
を
ண
定
し
て
い
る
地
༊
ᩘ
は
ࠕ
㸯

～
㸱
地
༊
ࠖ
ࡀ

33
㸣
と
᭱
も
多
ࡃ
、
ḟ
い
で
ࠕ
㸮
地
༊
ࠖ
ࡀ

24
㸣
で
あ
っ
た
。
୰
に
は
ࠕ
８
地
༊
ࠖ
と
い

࠺
回
⟅
も
ࡳ
ら
れ
た
。

ᅗ
⾲

11
4

ᆅ
ᇦ
ィ
⏬
ࡢ
⟇
ᐃ
ࢆ
ண
ᐃ
ࡋ
࡚
࠸
ࡿ
ᆅ
༊
ᩘ

≼
≾

≯
3

3
≯

≿
≯

3
⊂

≯

0
≯

1
0

≯
≼

0
≯

3
0

≯
≾

0
≯

≿
0

≯
⊀

0
≯

⊁
0

≯
⊂

0
≯

⊃
0

≯
1

0
0

≯

≲⊹
⊇

≼
1

≳

⎛
地

Ӕ
⎜

〈
⎞

地
Ӕ

⎟
〈

⎡
地

Ӕ
⎢

地
Ӕ

ವ
回

答

⊋
〈

⊍


⑶
⌤

③
・生

産
緑

地
に

⏢
い

て
␚

、市


̱
調

ࡈ
Ӕ

域
ఆ

␗
の

農
地

డ
ࢪ

策
␜

農
業

の
ר

ܝ
˭

̱
、␖

た
˽

農
۴

の
Π

డ
な

␁
⏤

ஒ
വ

で
⏚

る
と

ד
⏠

て
い

る
⌋

ښ・
定

か
␡

3
0


を

Ԩ
⏠

る
生

産
緑

地
と

特
定

生
産

緑
地

の
ښ

定
か

␡
1

0


を
Ԩ

⏠
る

生
産

緑
地

の
ؒ

ك
に

␠
り

、事

ಳ
⏤

௧
٪

・
٪

と
な

る
⏫

と
⏤

Ն


さ
␤

る
⌋

・≼
0

3
≼


以

ץ
、特

定
生

産
緑

地
ښ

定
か

␡
1

0


Ԛ
͕

及
び

生
産

緑
地

地
Ӕ

ښ
定

か
␡

か
␡

3
0


Ԛ

͕
の

ֿ
߱

⏤

݃
な

る
⏫

と
へ

の
˵

μ
な

त
̔

⌋

⊎


⑶
⌤

③
・≼

0
3

≼


に
向

け
た

特
定

生
産

緑
地

の
ࡁ

ੇ
改

正
␜

法
改

正
੧

の
ഋ

ವ
に

␠
⏻

て
、農

̼
␜


મ

部
ݮ

に
␚

␤
な

⏧
ࡺ

ೀ
す

る
ஒ

വ
⏤

ݎ
て

⏧
る

⌋

・農
地

の
բ

ދ
⌋

܊・
इ

⏥
⏤


٪

で
業

ಳ
の


०

に
な

⏻
て

い
る

⌋

⊏


⑶
⌤

③
・1

0


間
␇

И


␥
う

と
特

定
生

産
緑

地
へ

移
行

し
た

␚
の

の
、生

産
۴

の
ר

ඬ
̱

␜
࣠

इ
त

策
੧

に
ୄ

い
、さ

␡
に

1
0


␇

ԛ
इ

し
な

い
と

い
う


⌤

⑄
⏤

ࣳ
̷

す
る

と
࣑

定
さ

␤
る

⌋

・ԛ
इ

܊
इ

⏥
の


०

ࣳ
、農

業
ܼ

事
۴

ר
ඬ

̱
に

␠
る

生
産

緑
地

の
բ

ދ

・
ʍ

ഫ
ې

で
⏚

る
␚

の
の


ੈ

֚
ড়

ަ
ْ

ࡆ
の

「
特

定
生

産
緑

地
ښ

定
の

܊
ʲ

⏥
」

に
ԑ

ـ
さ

␤
て

い
る

ഫ
ې

例
で

ۈ

し
て

い
る

ண
「

特
定

生
産

緑
地

ښ
定

及
び

ͦ
ݺ

」
に

⏢
い

て
、⎝

回


ښ
定

の
特

定
生

産
緑

地
を

Ӕ
ఐ

す
る

ஒ
വ

⏤
⏚

る

の
か

、
ॹ

を
困

⏻
て

い
る

⌋

・特
定

生
産

緑
地

の
բ

ދ
⌋

・特
定

生
産

緑
地

の
ಠ

Ь
ࢦ

の
事

ಳ
܊

इ
⏥

੧
の

ʲ
ԛ

⏦
⌋

1
5
2

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

地
༊
計
画
の
策
定
を
予
定
し
て
い
る
地
༊
ᩘ
に
つ
い
て
㸯
地
༊
以
ୖ
と
回
答
し
た
の
は

の
地
ᇦ
と
ẚ

㍑
し
て
ᕷ
⾤

調
整
༊
ᇦ
の
農
地
を
ከ
ࡃ
᭷
す
る

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
の
自

య
の
ࡳ
で
あ
る
。

ᅗ
⾲

11
5
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
地
ᇦ
計
画
の
策
ᐃ
を
ண
ᐃ
し
࡚
࠸
る
地
༊
ᩘ

ր
地
ᇦ
計
画
策
ᐃ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

地
ᇦ
計
画
策
定
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自

య
は

19
％
と
ᑡ
な
い
。

ᅗ
⾲

11
6
地
ᇦ
計
画
策
ᐃ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

地
ᇦ
計
画
策
定
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
の
は

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
の
自

య
の

ࡳ
で
あ
る
。
տ
で
㸯
地
༊
以
ୖ
の
地
ᇦ
計
画
策
定
を
予
定
し
て
い
る
と
回
答
し
た

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
の
自


య
で
ㄢ
㢟
ឤ
が
あ
る
ࡇ
と
が
☜
ㄆ
で
ࡁ
る
。

ᅗ
⾲

11
7
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
地
ᇦ
計
画
策
ᐃ
に
㛵
ࡍ
る
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

≿
≺
≯

≼
⊃
≯

⊂
⊂
≯

≻
≽
≯

≿
≺
≯

⊁
≻
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇⊀≳ ≲⊹⊇⊁≳

⎛
ঁ
Ӕ

⎜
〈
⎞
ঁ
Ӕ

⎟
〈
⎡
ঁ
Ӕ

⎢
ঁ
Ӕ

ವ
ͧ
੨

≻
⊃
≯

≾
≽
≯

≽
⊂
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
≻
≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

≿
≺
≯

≿
≺
≯

≿
≺
≯

≼
⊃
≯

≿
≺
≯

⊁
≻
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇⊀≳ ≲⊹⊇⊁≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨
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1
5
3

ց
地
ᇦ
計
画
を
策
ᐃ
し
た
ᚋ
ࠊ
ḟ
ᖺ
ᗘ
௨
㝆
に

ᐃ
ࡉ
ࢀ
る
┠
ᶆ
㐩
ᡂ
に
向
け
た
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

１
)
全
体
集
計

地
ᇦ
計
画
策
定
後
に

定
ࡉ
ࢀ
る
┠
ᶆ
㐩
ᡂ
に
ྥ
ࡅ
た
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
自


య
は

28
.6
％
で
あ
っ
た
。

ᅗ
⾲

11
8
地
ᇦ
計
画
策
ᐃ
ᚋ
の
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

㸰
)
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
集
計

地
ᇦ
計
画
策
定
後
に

定
ࡉ
ࢀ
る
ᅔ
り
ࡈ
と
に
つ
い
て
「
᭷
」
と
回
答
し
た
の
は
、
ր
の
地
ᇦ
計
画
策

定
に
関
す
る
ᅔ
り
ࡈ
と
の
と
同
様
に

A㹼
C
グ
ࣝ
ー
プ
の
自

య
の
ࡳ
で
あ
り
、
ࡑ
の
割
合
は

75
％
と
高

い
。
ᕷ
⾤

調
整
༊
ᇦ
の
農
地
を
ከ
ࡃ
᭷
す
る
地
ᇦ
で
は
地
ᇦ
計
画
に
関
す
る
ㄢ
㢟
ឤ
が
あ
る
ࡇ
と
が
☜

ㄆ
で
ࡁ
る
。

ᅗ
⾲

11
9
（
ࢢ
ࣝ
࣮
ࣉ
ู
）
地
ᇦ
計
画
策
ᐃ
ᚋ
の
ᅔ
ࡾ
ࡈ

の
᭷
↓

≼
⊃
≯

≽
≽
≯

≽
⊂
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

≲⊹
⊇
≼
≻
≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

⊁
≿
≯

≼
≿
≯

≿
≺
≯

≼
⊃
≯

≿
≺
≯

⊁
≻
≯

≺
≯

≻
≺
≯

≼
≺
≯

≽
≺
≯

≾
≺
≯

≿
≺
≯

⊀
≺
≯

⊁
≺
≯

⊂
≺
≯

⊃
≺
≯

≻
≺
≺
≯

⊋
〈
⊍ ⊎ ⊏

≲⊹⊇⊂≳ ≲⊹⊇⊀≳ ≲⊹⊇⊁≳

ഋ
ವ

ವ
ͧ
੨

1
5
4

㸰
.
（
ཧ
⪃
）
ከ
ᦶ
地
ᇦ
⮬

体

ࣥ
ࢣ
࣮
ࢺ
調
査
⚊

企
画
部
局
向
け
調
査
⚊

問
１ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1

1
2 1 2 3 4 5 6 7 8

例
）
生
ご
み
堆
肥
化
と
資
源
循
環
、
地
産
地
消
に
よ
る
輸
送
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
削
減

例
）
緑
地
・
景
観
形
成
、
農
地
を
含
め
た
緑
の
連
続
性
・
生
息
環
境
の
維
持

高
齢
者
福
祉
・
介
護

「
農
地
・
農
業
」
を
活
用
し
た
施
策
例
（
イ
メ
ー
ジ
）

※
複
数
自
治
体
の
取
組
や
民
間
の
取
組
を
参
考
に
例
示
し
て
い
ま
す
。

「
農
地
・
農
業
」
を

活
用
す
る
政
策
分
野

環
境

景
観
保
全
、
自
然
・
生
態
系
保
全

は
じ
め
に
貴
自
治
体
名
を
お
伺
い
し
ま
す
。

商
工
・
観
光

教
育
・
子
育
て

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ

障
が
い
者
福
祉

貴
自
治
体
の
各
政
策
分
野
へ
の
「
農
地
・
農
業
」
の
活
用
可
能
性
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

※
以
下
の
設
問
に
は
、
全
庁
的
な
視
点
（
企
画
調
整
ご
担
当
課
）
で
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

例
）
観
光
農
園
や
ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
実
施
、
農
地
内
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

回 答 欄

貴
自
治
体
名

1
3

そ
の
他
（
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）
　
※
特
に
な
い
場
合
は
ご
記
入
不
要
で
す
。

回 答 欄

例
）
学
校
給
食
へ
の
農
産
物
供
給
、
食
育
の
推
進
、
学
童
農
園
の
設
置

例
）
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
普
及
、
伝
統
的
生
活
の
継
承

例
）
障
が
い
者
の
農
業
就
労
、
農
作
業
を
通
じ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

例
）
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
介
護
予
防
事
業
で
の
農
園
活
用

実
施
状
況
・
意
向
の
【
選
択
肢
】

実
施
状
況
・
意
向

貴
自
治
体
に
お
け
る
「
農
地
・
農
業
」
を
活
か
し
た
施
策
に
つ
い
て
、
施
策
例
を
参
考
に
、

各
政
策
分
野
に
お
け
る
実
施
状
況
・
取
組
意
向
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
肢
か
ら
ご
回
答
下
さ
い
。

※
そ
の
他
の
政
策
分
野
へ
の
活
用
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

例
）
健
康
づ
く
り
、
う
つ
病
患
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
農
園
設
置

交
通
・
物
流

検
討
す
る
予
定
や
取
り
組
む
予
定
は
な
い

そ
の
他
（
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）

例
）
農
園
活
用
に
よ
る
公
営
住
宅
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化

例
）
地
産
地
消
の
直
売
所
設
置
や
流
通
拠
点
整
備

例
）
災
害
時
の
避
難
場
所
や
食
料
供
給
場
所
と
し
て
整
備

例
）
加
工
品
等
に
よ
る
地
域
の
知
名
度
上
昇
・
ブ
ラ
ン
ド
化

防
災
・
減
災

シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

都
市
基
盤
整
備
（
住
宅
、
イ
ン
フ
ラ
等
）

健
康
・
医
療

既
に
実
施
し
て
お
り
、
取
り
組
み
の
拡
充
を
予
定

既
に
実
施
し
て
お
り
、
今
後
も
継
続
予
定

関
係
部
局
と
の
調
整
は
終
了
し
、
実
行
に
移
す
段
階

具
体
的
な
実
行
に
向
け
、
関
係
部
局
と
調
整
中

具
体
的
に
は
決
定
し
て
い
な
い
が
、
関
係
部
局
と
協
議
中

検
討
は
し
て
い
な
い
が
、
今
後
取
り
組
ん
で
み
た
い

２
.	（
ࢀ
ߟ
）
多
摩
地
域
ࣗ
࣏
ମ
Ξ
ン
έ
ー
ト
調
査
ථ
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1
5
5

問
㕲

回 答 欄 問
㕳

回 答 欄

以
එ
で
ח
ب
צ
՛

は

ፇ
で
す
。
ご

用
の
ཨ
、
ご


い
た
だ

ว
に
あ

が
֧
օ
ご
֕
い
ま
し
た
。

E
-m
a
ilご
回
答
い
た
だ
い
た
ሑ
の
ᎌ
ጛ
๐
に
つ
い
て
ご
ႚ

く
だ
さ
い
。

所
໔
部
ാ

全
庁
的
ま
た
は
ᆷ

ᆪ
અ
の
ᎌ
ૢ
・
။
に
ׇ

「農
地
・農
業
」を
活
か
し
た
施
策
を
実
施
し
て
い
く
に
あ
た
֢
て

ภ
じ
る
（ภ
じ
ၜ
る
）

ご
֧
が
あ

֯
、
そ
の
ॗ
ጅ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

お
名


ဃ
Ꭽ
ᄮ



り
ご
と
の
ዛ
ኅ


り
ご
と
の
ॗ
要

貴
自
治
体
の

（
農
業
を

ֿ
）
の
ᇱ
全
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

貴
自
治
体
で
は

（農
業
を

ֿ
）の
ᇱ
全
に

す
る
ඞ
例
、
କ
ൻ
、
๓
ସ
့
を
ฑ
࿊
し
て
い
ま
す
か
。

ฑ
࿊
し
て
い
る
場
合
は
、
下

回
答
ጡ
で
「ዛ
」を
選
択
の
එ
、
ඞ
例
、
କ
ൻ
、
๓
ସ
့
の
名
ൺ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

※

の
ৰ

૱
画
့
、

の
ᇱ
全
に

す
る
分
野
ᇠ
૱
画
は

־
ま
֚
ג
。

ඞ
例
、
କ
ൻ
、
๓
ସ
等

の
ዛ
ኅ

ඞ
例
、
କ
ൻ
、
๓
ସ
等
の
名
ൺ

1
5
6

農
業

⯆
部
局
向
け
調
査
⚊

問
１

ฦ


Ⴉ
度

Ⴉ
間

問
㕲 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1

1
2
シ
テ
ィ
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

例
）
加
工
品
等
に
よ
る
地
域
の
知
名
度
上
昇
・
ブ
ラ
ン
ド
化

1
3

そ
の
他
（
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）
　
※
特
に
な
い
場
合
は
ご
記
入
不
要
で
す
。

都
市
基
盤
整
備
（
住
宅
、
イ
ン
フ
ラ
等
）

例
）
農
園
活
用
に
よ
る
公
営
住
宅
の
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
活
性
化

交
通
・
物
流

例
）
地
産
地
消
の
直
売
所
設
置
や
流
通
拠
点
整
備

防
災
・
減
災

例
）
災
害
時
の
避
難
場
所
や
食
料
供
給
場
所
と
し
て
整
備

例
）
観
光
農
園
や
ア
グ
リ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
実
施
、
農
地
内
の
交
流
ス
ペ
ー
ス
の
設
置

環
境

例
）
生
ご
み
堆
肥
化
と
資
源
循
環
、
地
産
地
消
に
よ
る
輸
送
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
削
減

景
観
保
全
、
自
然
・
生
態
系
保
全

例
）
緑
地
・
景
観
形
成
、
農
地
を
含
め
た
緑
の
連
続
性
・
生
息
環
境
の
維
持

ଵ
ப
૱
画
に
ࡔ
མ
ᆋ
け
ら

た
農
業
ව

施
策
の
օ
֠
、
農
業
ව

分
野
以
॒
の
政
策
分
野
֧
ᎌ
ૢ
し
て
実
施
し
て
い
る
施
策
は
あ

ま
す
か
。

以
下
の
各
施
策
分
野
の
օ
֠
、
ᎌ
ૢ
し
て
実
施
し
て
い
る
も
の
全
て
に
{
を
ご
ႚ

く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
の
政
策
分
野
֧
の
ᎌ
ૢ
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
ၟ
に
な
い
場
合
は
ご

ႚ
ᆊ
ጅ
で
す
。

「
農
地
・
農
業
」
と

連
ૢ
す
る
政
策
分
野

「
農
地
・
農
業
」
を
活
用
し
た
施
策
例
（
イ
メ
ー
ジ
）

※
複
数
自
治
体
の
取
組
や
民
間
の
取
組
を
参
考
に
例
示
し
て
い
ま
す
。

連
ૢ
の
ዛ
ኅ

教
育
・
子
育
て

例
）
学
校
給
食
へ
の
農
産
物
供
給
、
食
育
の
推
進
、
学
童
農
園
の
設
置

回 答 欄

文
化
・
芸
術
・
ス
ポ
ー
ツ

例
）
食
文
化
・
郷
土
料
理
の
普
及
、
伝
統
的
生
活
の
継
承

障
が
い
者
福
祉

例
）
障
が
い
者
の
農
業
就
労
、
農
作
業
を
通
じ
た
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

高
齢
者
福
祉
・
介
護

例
）
高
齢
者
の
生
き
が
い
づ
く
り
、
介
護
予
防
事
業
で
の
農
園
活
用

健
康
・
医
療

例
）
健
康
づ
く
り
、
う
つ
病
患
者
の
社
会
復
帰
の
た
め
の
農
園
設
置

商
工
・
観
光

農
業
ව

に

す
る
ଵ
ப
૱
画
を
ዛ
し
て
い
ま
す
か
。
ዛ
し
て
い
る
場
合
は
そ
の
૱
画
名
֧
策
࿊
Ⴉ

お
ׇ
ֲ
૱
画
ৼ

を
ご
回
答
く
だ
さ
い
。

回 答 欄

策
定
Ⴉ


૱
ब
ৼ
間

回 答 欄

貴
自
治
体
名

は
じ
め
に
貴
自
治
体
の
ॗ
ጅ
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

※
໗
く
設
問
は
、
農
業
ව

に

る
ご
担
当
課
の
ሑ
に
ご
回
答
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

ଵ
行
૱
ब
の
ዛ
ኅ

૱
ब
名

１
ӧ
貴
自
治
体
の
農
業
ව

施
策
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
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1
5
7

問
㕳


り
ご
と

（
全
て
）

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0 1
1

1
2

1
3
農
地
・
農
業
に

す
る
住
民
֊

の
ન
ග
の
予
防
・

ࣤ

1
4

È
選
択
し
た
ड
༎
の
数

（
㕱

㕳
と
な
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
）

0

ま ֠ ・ 地 域


ኜ
的

Ⴗ
の
ᄇ
৸

地
産
地
消
推
進
（
流
通
の

組
み
づ
く
り
）

地
域
内
の
ࡣ
業

連
ૢ

農
地
・
農
業
の
೮
知
・
Ⴁ
知
度
向
上

そ
の
他
（
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）

生
産
・
加
工
ਙ
術
౫
࣍

自
然
環
境
の
ᇥ
化
へ
の

ࣤ

土
地
ጦ
用
の
׳
ー
ニ
ン
グ
・
ആ
ዃ
化

農
地
保
全
（
ዥ

化
・
減
൛
へ
の

ࣤ
）

農
地
保
全
（
ฯ
ᆟ
༶
へ
の

ࣤ
）

地
場
農
産
物
の
ᄦ
᎓
・
売
り
๐
の
॰
保

農
業
૪
営
・
営
農
౫
࣍

༶
い

の
॰
保
・
育
成

特
に
ഓ
要
な

り
ご
と

（

་
㕳
つ
）

㕲
ӧ
貴
自
治
体
の
農
地
・
農
業
に

す
る
課
༎
֧
活
用
意
向
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

貴
自
治
体
に
お
け
る
「
農
地
・
農
業
」
に

す
る


ご
֧
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る
も
の
全
て
に
{
を
ご
ႚ

く
だ
さ
い
。

ま
た
、
そ
の
օ
֠
農
業
ව

の
ጵ
場
か
ら
ၟ
に
ഓ
ጅ
な


ご
֧
֧
な
֢
て
い
る
も
の
を

་
㕳
つ
ま
で
選
択
し
、
¸
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
の
課
༎
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
ၟ
に
な
い
場
合
は
ご

ႚ
ᆊ
ጅ
で
す
。


り
ご
と
の
分
፬

農 業 ૪ 営

回 答 欄

土 地 ጦ 用

1
5
8

問
㕴

1 2 3 4 5 6 7 8

0

問
㕵

市
民

行
政

回 答 欄

教
育
・
生
क़
学


会
の
࿓
供

学
校
給
食
へ
の
地
場
農
産
物
の
ౚ
用
（
食
育
）
へ
の
活
用

教
ऎ
学

・
環
境
学

等
へ
の
活
用

農
地
の

ኜ
的

Ⴗ
が
ಪ


た
֒
と
に
よ
り
生
じ
て
い
る

り
ご
と
の
ॗ
要

貴
自
治
体
に
お
け
る
農
地
が

用
့
で
൯
ಪ
し
た
צ
՛

に
お
い
て
、

農
地
の

ኜ
的

能
が
ಪ


た
֒
֧
に
ׇ

ภ
じ
て
い
る
౦
ኁ
׃
ப
政
の


ご
֧
が
あ

֯
そ
の
ॗ
ጅ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

（
౦
ኁ
の


ご
֧
の
例
）

農
地
の
൯
ಪ
に
ׇ

、
ઝ
፥
ഉ
ኁ
か
ら
「
ま
֠
の
യ
い
、
ૠ
い
の
場
が
ኅ
く
な

、
ഉ
־
に
く
く
な
֢
た
」
֧
い
օ
ન
ග
が
౦
ዂ
സ
に
৳
֚
ら

た
。

（
ப
政
の


ご
֧
の
例
）

Ӡ
ဪ
ੜ
ဒ
の
「
農
地
を
ዛ
し
、
ሻ
ఆ
性
の
ࡥ
ಏ
・
向
එ
を
෨
る
ָ

地
ࡰ
」
に
お
い
て
ઝ
Ⴉ
་
ਊ
ኟ
な
農
地
が
༔
地
ँ
し
て
し
ま
い
、
ሻ
ఆ


農
地
に
౪
࿊
で

る

農
地
が
な
く
な
֢
て
し
ま
֢
た
。


り
ご
と
の
ዛ
ኅ

È
選
択
し
た

Ⴗ
の
数

（
㕱

㕳
と
な
る
よ
う
に
し
て
く
だ
さ
い
）

住
環
境
の
ት

ຕ
ഞ
・
ᄇ
ම

ࡣ
業

と
の
連
ૢ
に
よ
る
ශ
産
業
ຕ
ഞ
に
活
用

観
光
ሞ
ኴ
๐
と
し
て
の
ት

ᄇ
ම
や
ԟ
ԡ
に
活
用

福
祉
事
業
や
健
康
づ
く
り
の
場
と
し
て
活
用


ౝ
・
文
化
の
保
全
に
活
用

災
害
予
防
、
災
害
ࣤ
਼

ࣤ
、
災
害
復

へ
の
活
用

生
物
の
生
息
環
境
と
し
て
活
用

健
全
な
෯
循
環
へ
の
活
用

自
然
と
調
Ꭼ
し
た
住
環
境
づ
く
り
に
活
用

ት

的
な
住
環
境
と
し
て
の
ԟ
ԡ
に
活
用

施
策
推
進
上
の

り
ご
と

農
業
体
ଫ
・
交
流
活
၌
の
場


ࡊ

֏
緑
地

間

地
産
地
消
な
֨
ࡊ

ࡊ
全
な
ᇿ

し
へ
の
活
用

ሟ
֊
な
食
文
化
の
継
承
に
活
用

ᄇ
৸
さ
֚
た
い

Ⴗ

（

་
㕳
つ
）

回 答 欄

貴
自
治
体
に
お
け
る
農
業
ව

׃
各

政
策
課
༎
の
श
ଂ
に
向
け
て
、
農
地
・
農
業
の

ኜ
的
な

能
の
օ
֠
、

ၟ
に
ᄇ
৸
・
活
用
さ
֚
て
い

た
い
も
の
֧
し
て
当
て
は
ま
る
も
の
を

་
㕳
つ
ま
で
選
択
し
、
{
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

ま
た
選
択
し
た

能
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
ଙ
၀
し
て
い
る
施
策
が
あ

֯
、
施
策
の
名
ൺ
（
ॗ
ጅ
）
֧
施
策
෮
ු
එ
の


ご
֧
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
に
ᄇ
৸
・
活
用
し
た
い

能
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
ၟ
に
な
い
場
合
は
ご

ႚ
ᆊ
ጅ
で
す
。


Ⴗ
の
分
፬

ශ

な
農
産
物
の
供
給

地
域
産
業
の
ව


災
害
時
の
防
災

間

そ
の
他
（
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）
　
※
特
に
な
い
場
合
は
ご
記
入
不
要
で
す
。

施
策
の
名
ൺ
（
ॗ
要
）

活
用
の
౽
点

ゖ
ゑ
キ
ダ
ゾ
ゞ
ギ
ダ
ゑ
ゞ
（
農
業
公
園
の
整
備
）
と
し
て
活
用

ೡ
ታ
・
ء
פ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
の
活
用

ே
土
・
環
境
の
保
全
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1
5
9

問
㕶

1 2 3 4

問
㕷 回 答 欄

ଉ
Ա
（ア
ー
ル
）

問
㕸

1 2 3

問
㕹

意
向
の

ዛ
ኅ

1
ශ
ਊ
就
農
者

2
学
校
・་
学
等
の
教
育

関

3
高
齢
者
に
関

る
福
祉
ሓ


4
障
が
い
者
に
関

る
福
祉
ሓ


5
ࢃ
食


6
食
品
流
通
事
業
者
（൚
売

や
ࣻ
売
業
者
）

7
農
園
の
ࢥ
営
・౫
࣍
を
行
う
ԝ
ԟ
Ԟ
ཆ
体

8
農
園
の
ࢥ
営
・౫
࣍
を
行
う
؎
ン

ؘ
ー
৫
業

9
農
業
་
学
校
や
市
民
་
学

1
0
農
業
に
関
連
す
る
コ
ン
ת
ル
テ
ィ
ン
グ
৫
業

1
1
文
化
・芸
術
ཆ
体

1
2
地
域
住
民
・市
民

1
3
そ
の
他
（具
体
を
ऀ
記
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
）


֊

な
い


体

意
向
・ኴ
い
合

֚
を

け
た

体
の
所
ఓ
（
全
て
）

貴
自
治
体
に
੍
住
す
る
農
業
者
が
他
自
治
体
の
農
地
を

ጦ
用
し
て
い
る
（自
治
体
間
の
連
ૢ
・調
整
ዛ
）

貴
自
治
体
に
੍
住
す
る
農
業
者
が
他
自
治
体
の
農
地
を

ጦ
用
し
て
い
る
（自
治
体
間
の
連
ૢ
・調
整
ኅ
）

他
自
治
体
に
੍
住
す
る
農
業
者
が
貴
自
治
体
の
農
地
を

ጦ
用
し
て
い
る
（自
治
体
間
の
調
整
・調
整
ዛ
）

回 答 欄

他
自
治
体
に
੍
住
す
る
農
業
者
が
貴
自
治
体
の
農
地
を

ጦ
用
し
て
い
る
（自
治
体
間
の
連
ૢ
・調
整
ኅ
）

थ
ੌ
㕵
Ⴉ

に
お
い
て
農
業
࡙
ࡿ
व
に
ׇ
る
農
地
の
ྡྷ
༃
ೊ
の
࠾

を
ப
֢
た
ଉ

（１
Ⴉ

あ
た

の
ᇓ
ઍ
ଉ

）を

౦
ज़
ँ
ત
ࡰ
֧
、
そ

以
॒
（౦
ज़
ँ
ત
ࡰ
以
॒
）
に
つ
い
て
、
そ

֝

当
て
は
ま
る
も
の
を
１
つ
選
ֲ
、
{
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

Ӽ
Ӻ
Ӽ
ӽ
（፭
Ꭼ
㕵
）Ⴉ
㕴
ଈ
１
႘
の
農
地
ሓ
ू
ฝ
以
ଢ଼
、
農
地
を
സ
ዛ
し
て
い
な
い
౦
ኁ
が
ශ
た
に
農
地
を
取
ၜ
し
た
ಈ
例
は
あ

ま
す
か
。

あ
る
場
合
は
分
か
る
ᄧ
ࡗ
で
ଉ

֧
合
૱
ኜ
ู
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。
分
か
ら
な
い
場
合
は
ご

ႚ
ᆊ
ጅ
で
す
。

※
ኜ
ู
は
１
Ը
Ա
؍）
פ
״
՛
ؠ
） 
ӻ
Ӻ
Ӻ
Ա
ח）
՛
ؠ
）
֧
し
て
Ա
ח）
՛
ؠ
）༳
ࡔ
で
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

事
例
の
ዛ
ኅ

ଉ
数

合
૱
ኜ
ู

農
地
ጦ
用
の
状
況

㕳
ӧ
貴
自
治
体
の
農
地
ጦ
用
֧
ྡྷ
༃
ೊ
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

貴
自
治
体
の
ᄧ
ࡗ
を
ྖ
և
た
ஃ
ࡰ
的
な
農
地
ጦ
用
の
状
況
に
つ
い
て
、
当
て
は
ま
る
も
の
全
て
に
{
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

ӻ
ま
た
は
㕳
の
選
択
肢
を
選
ג
だ
場
合
は
、
当
ड़
農
地
ጦ
用
の
実
ଵ
に
向
け
た
自
治
体

の
ᎌ
ૢ
・調
整
の
ॗ
ጅ
に
つ
い
て
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

֒

ま
で
、
農
地
സ
ዛ
ೄ
以
॒
の

体
か
ら
、
農
地
の
ጦ
用
（პ
ო
、
༃
ೊ
の
い
֙

か
を
問

֙
）の
意
向
׃
問
い
合

֚
を

け
た
૪
ଫ
は
あ

ま
す

か
。
意
向
・問
い
合

֚
を

け
た

体
全
て
に
{
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
そ

ら
の

՛
ׯ
を
も
֢
た
ሑ
の
സ
ఓ
に
つ
い
て
、
当
て
は
ま
る
も
の
全
て
に
{
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

※
そ
の
他
に
意
向
・問
い
合

֚
を

け
た

体
が
あ
る
場
合
は
具
体
的
に
ご
回
答
く
だ
さ
い
。
ၟ
に
な
い
場
合
は
ご

ႚ
ᆊ
ጅ
で
す
。

市
ज़
化
ત
域

（Ê
ऀ
記
の
う
֠
㕱
つ
）

実

は
な
い

Ⴉ
間
ӿ
ଉ
ቴ
ተ

Ⴉ
間
ӿ
ଉ
ࡒ
上

そ

ࡒ
॒

（Ê
ऀ
記
の
う
֠
㕱
つ
）

回 答 欄

自
治
体
間
の
連
ૢ
・調
整
の
ॗ
要

回 答 欄

貴
自
治
体
内

貴
自
治
体
॒

1
6
0

問
ӻ
Ӻ

回 答 欄

㖖
問
ӻ
ӻ

h
a

%

h
a

問
１
㕲

回 答 欄

໗
く
設
問
は
、
ภ
ౌ

地
を
ዛ
す
る
自
治
体
の
־
が

ඉ
で
す
。

ภ
ౌ

地
を
ዛ
し
て
い
な
い
場
合
は
Ӡ
ը
㕵
ӧ
地
ࡰ
૱
画
の
策
࿊
に
つ
い
て
թ
Ӡ
の

՛

に
お
ු
־
く
だ
さ
い
。

㕴
ӧ
貴
自
治
体
の
ภ
ౌ

地
お
ׇ
ֲ
ၟ
࿊
ภ
ౌ

地
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

貴
自
治
体
の
、
Ӽ
Ӻ
Ӽ
ӽ
Ӳ፭
Ꭼ
ӿ
）Ⴉ
ဗ
ま
で
に
౪
࿊
ଢ଼
ӽ
Ӻ
Ⴉ
を

և
た
ภ
ౌ

地
の
օ
֠
、
ၟ
࿊
ภ
ౌ

地
に
ࡤ
ப
し
た
ኜ
ู
֧
ᄾ
ጴ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
㕲
㕰
㕳
㕲
（፭
Ꭼ
ӻ
Ӿ
）Ⴉ
ဗ
ま
で
に
౪
࿊
ଢ଼
ӽ
Ӻ
Ⴉ
を

և
る
ଣ

־
の
ภ
ౌ

地
の
ኜ
ู
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。
（Ӽ
Ӻ
Ӽ
ӽ
Ⴉ
ဗ
ま
で
に
৻
に
ၟ
࿊
ภ
ౌ


地
に
ࡤ
ப
し
た
も
の
を
ൊ
く
。
）

※
ኜ
ู
は
１
Ը
Ա
؍）
פ
״
՛
ؠ
） 
ӻ
Ӻ
Ӻ
Ա
ח）
՛
ؠ
）
֧
し
て
Ը
Ա
ח）
՛
ؠ
）༳
ࡔ
で
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

回 答 欄

ኜ
ู

ᄾ
ጴ

Ӽ
Ӻ
Ӽ
ӽ
（፭
Ꭼ
㕵
）Ⴉ
度
ま
で
に
౪
定
後
ӽ
Ӻ
Ⴉ
を

և
た
生
産
緑
地
の
特
定
生
産
緑
地
へ
の
移
行

Ӽ
Ӻ
ӽ
Ӽ
（፭
Ꭼ
ӻ
Ӿ
）Ⴉ
度
ま
で
に
౪
定
後
ӽ
Ӻ
Ⴉ
を

և
る
ଣ

み
の
生
産
緑
地

貴
自
治
体
の
ภ
ౌ

地
に
お
い
て
、
ଔ
ཝ
ৰ
മ
ሓ
༌
㕴
㕸
ඞ
た
だ
し
ി
に
ৰ
֤
く
ଔ
ཝ
ᆾ
）
י
ء
・ຘ
ୃ
့
）の
設
མ
に

す
る

可
ࡎ
ଉ
の
ະ
ཎ
は
ご
֕
い
ま

す
か
。

あ
る
場
合
は
、
設
མ
の
ະ
ཎ
が
あ
֢
た
ଔ
ཝ
ᆾ
の

፬
・
、
設
མ
ኬ
的
、
ま
た
そ

に
ᄔ
օ
貴
自
治
体
の

ࣤ
を
分
か
る
ᄧ
ࡗ
で
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

ະ
ཎ
の
ዛ
ኅ

ଔ
ཝ
物
の

፬
・数
・設
置
ኬ
的

貴
自
治
体
の

ࣤ

ၟ
࿊
ภ
ౌ

地
の
ተ
ৼ
が
㕲
㕰
㕳
㕲
（፭
Ꭼ
ӻ
Ӿ
）Ⴉ
か
ら
വ

ภ
じ
る
֒
֧
が
ଣ

ま

ま
す
が
、

ଵ
ಐ
点
で
ມ
࿊
し
て
い
る


ご
֧
׃
、
そ
の

策
を
す
る
に
あ
た
֢
て
ཐ

た
い
֒
֧
が
あ

֯
そ
の
ॗ
ጅ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。


り
ご
と
の
ዛ
ኅ


り
ご
と
の
ॗ
要

知
り
た
い
֒
と
の
ॗ
要
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1
6
1

問
ӻ
ӽ

回 答 欄
地
ત

問
ӻ
Ӿ

回 答 欄

問
ӻ
ӿ

回 答 欄

໗
く
設
問
は
、
౦
ज़
ँ
調
整
ત
ࡰ
農
地
を
ዛ
す
る
自
治
体
の
־
が

ඉ
で
す
。

౦
ज़
ँ
調
整
ત
ࡰ
農
地
を
ዛ
し
て
い
な
い
場
合
は
Ӡ
ը
㕶
ӧ
ご
ࡕ
ጘ
թ
Ӡ
の

՛

に
お
ු
־
く
だ
さ
い
。


り
ご
と
の
ዛ
ኅ


り
ご
と
の
ॗ
要

㕵
ӧ
貴
自
治
体
の
地
ࡰ
૱
画
の
策
࿊
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。

貴
自
治
体
で
地
ࡰ
૱
画
を
策
࿊
ያ
࿊
（策
࿊
అ
を

ֿ
）の
地
ત

を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。


り
ご
と
の
ዛ
ኅ

ኬ
ᅮ
༥
成
に
向
け
た

り
ご
と
の
ॗ
要

貴
自
治
体
に
お
い
て
、
地
ࡰ
૱
画
の
策
࿊
に
あ
た
֢
て
の


ご
֧
が
あ

֯
そ
の
ॗ
ጅ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。


Ⴉ
ဗ
ཨ
に
地
ࡰ
૱
画
を
策
࿊
し
た
ଢ଼
、

Ⴉ
ဗ
以
வ
に
ມ
࿊
さ

る
ኬ
ᅮ
༥
ถ
に
向
け
た


ご
֧
が
あ

֯
そ
の
ॗ
ጅ
を
ご

ႚ
く
だ
さ
い
。

地
域
૱
ब
の
策
定
を
予
定
し
て
い
る
地
ત
数

1
6
2

1

回 答 欄

2

回 答 欄

ဃ
子
デ
ー
״
ご
࿓
供
の
ई
ᄵ

農
業
ව

分
野
の
૱
画
策
࿊
့
の

व
に
、
農
ऌ
׃
౦
ኁ
へ
の
意
向
調
௮
ଅ
ऐ
が
整
ጫ
さ

た
ಃ
ፍ
が
あ

֯

ဃ


՛
״
を
ご
࿓

を
い
た
だ
く
֒
֧
は
可
能
で
し
׆
օ
か
。

（ሇ
ெ
ി
に
ࢂ
用
さ
֚
て
い
た
だ
く
場
合
な
֨
に
、
ご
࿓

を
お
願
い
す
る
可
能
性
が
ご
֕
い
ま
す
。
）

㕶
ӧ
ご
ࡕ
ጘ

貴
自
治
体
の
農
地
・農
業
に
つ
い
て
、
ௗ
ଢ଼
の
あ

た
い
ౣ
（ၟ
に
ௗ
ଢ଼
ӻ
Ӻ
Ⴉ

を

ሰ
す
る
එ
で
取

組
ֿ
ָ

֒
֧
）
に

し

て
、
農
業
ೄ
か
ら
ྞ
ไ
お
Ꭽ
を
伺
い
た
い
֧
考
և
て
お

ま
す
。

貴
自
治
体
に
お
い
て
ご
活

の
農
業
ೄ
を
ご
ൾ
ऴ
い
た
だ
く
֒
֧
は
可
能
で
し
׆
օ
か
。

（※
ご
ࡕ
ጘ

し
එ
֑
る
場
合
は
、
農
業
ೄ
ዻ
に

し
て

ઞ
の
お
౫
ᆻ
い
を
ያ
࿊
し
て
い
ま
す
。
）

ご
ൾ
ऴ
い
た
だ
く
農
業
ೄ
ዻ
֧
は
、

に
以
下
の

՛
ؓ
に
つ
い
て
自
ዡ
な
意
ଣ
୪
হ
を
考
և
て
お

ま
す
。

・農
地
お
ׇ
ֲ
農
業
に

す
る
地
ࡰ
ഉ
ኁ
の
ሑ
の
ጫ
श
֤
く


・農
地
の
ະ
໗
に
お
い
て
農
地
ଲ
൛
を
ጌ
ฑ
す
る
取
組
に
つ
い
て

・農
地
の
ᇱ
全
に
向
け
た
農
地
ྡྷ
༃
ೊ
の
ࣅ
ঌ
ँ
に
つ
い
て

・地
ౌ
地
൯
を
້
ු
す
る
ጺ
ྫྷ
の

組
־
֤
く

に
つ
い
て

・農
地
お
ׇ
ֲ
農
業
の

ኜ
的

能
の
ᄇ
৸
に
つ
い
て

農
業
者
の
ご
ൾ
介
の
ई
ᄵ

ご
回
答
い
た
だ
い
た
ሑ
の
ᎌ
ጛ
๐
に
つ
い
て
ご
ႚ

く
だ
さ
い
。

以
එ
で
ח
ب
צ
՛

は

ፇ
で
す
。
ご

用
の
ཨ
、
ご


い
た
だ

ว
に
あ

が
֧
օ
ご
֕
い
ま
し
た
。

お
名


ဃ
Ꭽ
ᄮ


E
-m
a
il

所
໔
部
ാ
・ዂ
ධ
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